




「法学部シラバス」について

                   法学部長 山田 恒久

 シラバス（syllabus）とは、開設科目の内容や計画などを要約した冊子やデータベースの

ことです。学生諸君の教室内および教室外の勉学にも活用できるように、本学ではシラバ

スを冊子形式で作成しています。

 冊子形式のシラバスは学部別に分冊化されています。この「法学部シラバス」には、す

べての法学部開設科目（法律学科・国際関係法学科・総合政策学科）が収載されています

（ただし、演習等特別の開講形態のものは除きます）。また、インターネット上には、全学

共通授業科目や他学部の開設科目を見ることができるデータベースも用意されています。

 シラバスによって法学部のカリキュラムの全容がわかります。まずは全体に目をとおし

てみてください。また、シラバスは科目ごとに、①講義目的、講義概要、②テキスト、参

考文献、③評価方法、④学期授業計画の４項目からなっています。書式の基本は共通です

が、記述の仕方にはおのずから教員の個性や教育理念が現れています。

 このうち、「講義目的、講義概要」欄には、教員による科目の位置づけ、講義の内容、方

法、さらには、受講者にとって達成すべき目標などが記されています。「テキスト、参考文

献」欄には講義で使用する教科書や参考にすべき文献の情報が載っています。「評価方法」

欄を見れば、試験やレポートの形式や教員が受講生になにを望んでいるかを知ることがで

きます。さらに「学期授業計画」欄には、講義の詳細な内容とその進め方が、１５週また

は３０週分にわたって記載されていますので、受講者はこれを参考に学期ごとの学習計画

を立てることができます。

 シラバスは、単なる学年初めの履修登録のときにだけ必要な講義案内ではありません。

シラバスは、むしろ、教員と学生諸君とのあいだの講義に関する約束です。教員はこれに

則して講義を進め、成績評価をします。また、受講者もこれにしたがって講義に参加し成

績評価を受けねばなりません。そのためには、講義期間をつうじてシラバスを参照する必

要があります。

 大学の講義は、教員と学生とが共同して作りあげるものです。その成否は、学生諸君の

場合には成績として現れますし、教員の場合にはいわゆる授業評価によって現れることに

なります。法学部の講義をさらに良くする第一歩として、学生諸君によってこのシラバス

が大いに活用されることを希望しています。



　「シラバス」は、科目の担当教員が、学期ごとの授業計画、講義概要、評価方法などを学生に周知

　することにより、受講する際の指針とし、授業の理解を深めることを目的に作成されたものです。

　学生諸君は、シラバスを良く読み、計画的な履修登録をしてください。

外：外国語学部　養養：国際教養学部　経経：経済学部　律律：法律学科　国国：国際関係法学科　総総：総合政策学科

① 08～15  律・国・総

    03～07  律・国 ①　適用年度・適用学科

＊適用年度と適用学科について＊
【08～15　律・国・総】

第1週 　2008年度～2015年度入学　

第2週 　法律学科／国際関係法学科／総合政策学科を対象とした

第3週 　科目です。

第4週 【03～07　律・国】
第5週 　2003年度～2007年度入学

第6週 　法律学科／国際関係法学科を対象とした科目です。

第7週
載記を名目科たし応対に科学・度年用適の①②週8第

第9週 　　（＊＊＊＊＊表示の学科には開設されていません。）

名員教当担③週01第
が望要のへ生学、明説の体全義講や的目の業授④週11第

。すまりあてし載記週21第
。すで欄のていつに画計業授の期学⑤週31第

てし載記がマーテるす義講にとご週各てしと則原週41第
。すまりあ週51第

　授業計画回数と実際の回数は必ずしも一致しません。
⑥　授業で使用するテキストや参考文献が記載して
　　あります。

① 08～15  律・国・総 ⑦　各教員によって評価方法は様々です。
    03～07  律・国 　　春・秋の学期末に成績評価が出ます。

  （ただし2003～2007年度入学生の「民法Ⅰ(4単位)」、

　　 ｢会社法(４単位)｣は、秋学期末に成績評価が出ます。）

第1週
第2週
第3週 [注意事項］
第4週 1.履修条件
第5週 担当教員が履修者に対して、特定科目の履修や単位修得など

第6週 　を条件としている科目があります。

第7週 　必ず「講義目的、講義概要」欄および『授業時間割表』を

第8週 　確認してください。

第9週 ２.受講制限の科目について
第10週 　外国法講読、外国書講読、国際関係法講読、国際政治講読

第11週 については、受講希望者数により選抜する場合があります。

第12週 ３.定員
第13週 「全学共通授業科目」や「他学部科目」と合併開講している

第14週 　科目については、定員を設けています。

第15週 　『授業時間割表』の「定員」欄を参照してください。

４.他学部との合併科目名
他学部との合併科目については「講義目的、講義概要」等で

　②と異なる科目名が記載されている場合があります。

　   民事法入門/民事法入門

④　講義目的、講義概要

【　春学期　】

⑦　評価方法

⑤　授業計画

③　担当教員名

③　担当教員名

＊下段は、秋学期科目です。

【　秋学期　】

⑥　テキスト、参考文献

②　刑法入門/刑法入門/刑法入門

【シラバスの見方】

④　講義目的、講義概要

＊上段は、春学期科目です。

②　民法入門 /民法入門/民法入門 [記載内容］

⑥　テキスト、参考文献 ⑦　評価方法

⑤　授業計画

　※目次の「履修不可の学部・学科」の表記方法

　　刑事法入門/刑事法入門
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外 養 経 国 総

13水・2水員教任専各習演門入 外 養 経 国 総 15

13火隆嶋成門入法憲 外 養 経 国 総 16

憲法・人権 大藤　紀子 火4 1 外 養 経 国 総 17

憲法入門 憲法・人権 加藤　一彦 火1 1 外 養 経 国 総 18

12金一彰関古門入法憲 外 養 経 国 総 19

憲法・人権 古関　彰一 金4 1 外 養 経 国 総 19

民法入門 民法Ⅰ（代理・時効・物権総論） 納屋　雅城 金1 1 外 養 経 国 総 20

11水志岳尾若門入法刑 外 養 経 国 総 21

刑法入門 安部　哲夫 水1 1 外 養 経 国 総 22

国際関係法入門 鈴木　淳一 火1 1 外 養 経 国 23

総合政策入門 福永　文夫 木1 1 外 養 経 国 総 25

社会科学概論-1 社会科学概論-2 髙須　則行 水1 1 外 養 経 国 総 26

外 養 経 律 総

13水・2水員教任専各習演門入 外 養 経 律 総 15

13火隆嶋成門入法憲 外 養 経 律 総 16

憲法・人権 大藤　紀子 火4 1 外 養 経 律 総 17

憲法入門 憲法・人権 加藤　一彦 火1 1 外 養 経 律 総 18

12金一彰関古門入法憲 外 養 経 律 総 19

憲法・人権 古関　彰一 金4 1 外 養 経 律 総 19

民法入門 民法Ⅰ（代理・時効・物権総論） 納屋　雅城 金1 1 外 養 経 律 総 20

11水志岳尾若門入法刑 外 養 経 律 総 21

刑法入門 安部　哲夫 水1 1 外 養 経 律 総 22

国際関係法入門 鈴木　淳一 火1 1 外 養 経 律 23

総合政策入門 福永　文夫 木1 1 外 養 経 律 総 25

社会科学概論-1 社会科学概論-2 髙須　則行 水1 1 外 養 経 律 総 26

外 養 経 律 国

13水・2水員教任専各習演門入 外 養 経 律 国 15

11水郎三平田柴門入策政合総 外 養 経 律 国 24

13火隆嶋成門入法憲 外 養 経 律 国 16

憲法・人権 大藤　紀子 火4 1 外 養 経 律 国 17

憲法入門 憲法・人権 加藤　一彦 火1 1 外 養 経 律 国 18

12金一彰関古門入法憲 外 養 経 律 国 19

憲法・人権 古関　彰一 金4 1 外 養 経 律 国 19

民法入門 民法Ⅰ（代理・時効・物権総論） 納屋　雅城 金1 1 外 養 経 律 国 20

刑法入門 安部　哲夫 水1 1 外 養 経 律 国 22

社会科学概論-1 社会科学概論-2 髙須　則行 水1 1 外 養 経 律 国 26

目 次

【国際関係法学科】 ２０１５年度入学生

専 門 科 目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ

目 次

【法律学科】 ２０１５年度入学生

専 門 科 目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ

目 次

【総合政策学科】 ２０１５年度入学生

専 門 科 目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ
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外 養 経 国 総

13水・2水員教任専各習演門入 外 養 経 国 総 15

13火隆　嶋成門入法憲 外 養 経 国 総 16

憲法・人権 大藤　紀子 火4 1 外 養 経 国 総 17

憲法入門 憲法・人権 加藤　一彦 火1 1 外 養 経 国 総 18

12金一彰　関古門入法憲 外 養 経 国 総 19

憲法・人権 古関　彰一 金4 1 外 養 経 国 総 19

11金城雅　屋納門入法民 外 養 経 国 総 20

11水志岳　尾若門入法刑 外 養 経 国 総 21

刑法入門 安部　哲夫 水1 1 外 養 経 国 総 22

国際関係法入門 鈴木　淳一 火1 1 外 養 経 国 23

総合政策入門 福永　文夫 木1 1 外 養 経 国 総 25

社会科学概論-1 社会科学概論-2 髙須　則行 水1 1 外 養 経 国 総 26

72総22水行則　須髙学哲法史想思法

法社会学a 法社会学b 森　謙二 月2 2 総 28

9222土りおさ　部南a学理心法

0325月子充　岡常b学理心法

13国33木子美須　川市a法ツイド

ドイツ法b 宗田　貴行 木3 3 国 32

フランス法a 吉井　啓子 金2 3 国 33

フランス法b 吉井　啓子 金3 3 国 34

地域共同体法b 大藤　紀子 月1 3 国 35

外国法講読Ⅰ 外国法講読Ⅱ 神馬　幸一 木1 2 外 養 経 国 総 36

外国法講読Ⅱ 木藤　茂 木3 2 外 養 経 国 総 37

憲法・統治 大藤　紀子 火5 2 国 総 38

憲法・発展 古関　彰一 金2 2 国 総 39

行政法Ⅰ 行政法Ⅱ 夛賀谷　一照 金3 2 国 総 40

14総33火茂　藤木Ⅲ法政行

 比較公法（2013年度以前入学者） 成嶋　隆 木3 3 国 42

 比較公法（2014年度以降入学者） 成嶋　隆 木3 2 国 42

34総32木治耕　村石b法税租a法税租

44総31木照一　谷賀夛a法治自方地

地方自治法b 市川　須美子 火1 3 総 45

64総経養外22木子美須　川市b法育教a法育教

民法Ⅰ（代理・時効・物権総論） 納屋　雅城 金1 1 外 養 経 国 総 20

74総国23火城雅　屋納）論各権債（Ⅱ法民

民法Ⅲ（担保物権・債権総論） 遠藤　研一郎 火1 2 国 総 48

94総25金武　村志）法族親（Ⅳ法民

民法Ⅴ（相続法） 志村　武 火5 2 総 50

会社法Ⅰ 会社法Ⅱ 大川　俊 木3 2 経 国 総 51

会社法Ⅰ 会社法Ⅱ 吉川　信將 月3 2 経 国 総 52

35総34金亮　陳法手切小・形手

45総国31水將信　川吉為行商・則総法商

55総33金亮　陳法険保

国際私法a 国際私法b 山田　恒久 火1 2 国 56

75国34金男哲　浦三法引取際国

刑法総論Ⅰ 刑法総論Ⅱ 若尾　岳志 金2 2 国 総 58

刑法総論Ⅰ 刑法総論Ⅱ 中空　壽雅 水4 2 国 総 59

刑法各論Ⅰ 刑法各論Ⅱ 神馬　幸一 月2 2 国 総 60

刑法各論Ⅰ 刑法各論Ⅱ 若尾　岳志 木3 2 国 総 61

目　　　次

【法律学科】　２０１３～２０１４年度入学生

専　門　科　目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ
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外 養 経 国 総

目 次

【法律学科】 ２０１３～２０１４年度入学生

専 門 科 目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ

刑事政策a 刑事政策b 安部　哲夫 月3 3 国 総 62

36総34火夫哲部安b法年少a法年少

46総21金雄保井石b法働労a法働労

社会保障法a 社会保障法b 石井　保雄 火3 3 総 65

66総経21月博高瀬之一b法境環a法境環

76総33木行貴田宗法済経

86総32金治佳重岩法者費消

9631火暎睿張b法権産財的知a法権産財的知

民事訴訟法a（2013年度以前入学者） 民事訴訟法b（2013年度以前入学者） 小川　健 木1 3 総 70

民事訴訟法a（2014年度以降入学者） 民事訴訟法b（2014年度以降入学者） 小川　健 木1 2 総 70

1733木健川小法全保・行執事民

17総33木健川小法産倒

刑事訴訟法a 刑事訴訟法b 齋藤　実 木5 2 総 72

37総国23月一淳木鈴Ⅰ法際国

47総国22木子敬塚大Ⅱ法際国

国際法Ⅲ 大塚　敬子 木2 3 国 74

国際人道法 鈴木　淳一 月1 3 国 75

国際政治学a 国際政治学b 岡垣　知子 水1 2 外 養 経 国 総 76

日本政治外交史a 日本政治外交史b 福永　文夫 金3 2 養 国 総 77

87総国22木夫文永福a論原学治政

政治学原論b 柴田　平三郎 月4 2 国 総 79

地方自治論a 地方自治論b 荏原　美恵 土2 3 国 総 80

政治思想史a 政治思想史b 柴田　平三郎 金2 3 国 総 81

28総国33水一昭宮雨b学政行a学政行

3834月子佳川小)2法判裁(講特学律法)1法判裁(講特学律法

4834木実藤齋)b習演法訟訴事刑(講特学律法)a習演法訟訴事刑(講特学律法

法律学特講(初めての著作権法) 法律学特講(著作権法の諸問題) 張　睿暎 火2 3 経 85
法律学特講(刑法各論上の社会・国家
法益に対する罪)

6833金雄良山内

78総31水茂藤木)論程過政行(講特学律法

法律学特講(債権総論[基礎編]） 8832水城雅屋納

8632金治佳重岩)法者費消(講特学律法

9834水実藤齋)学者害被(講特学律法

0932木一幸馬神)法事医(講特学律法

1934水一利藤周)法家借地借(講特学律法

法律学特講(情報法) 夛賀谷　一照 木2 3 国 92

3934金亮陳)法業企(講特学律法

4933金亮陳)険保命生(講特学律法

法律学特講(刑法各論と特別刑法) 5931水志岳尾若

法曹特講(法曹の仕事-弁護士業務を中心として) 法曹特講(弁護士業務の諸問題) 小川　佳子 月3 3 外 養 経 国 総 96

法曹特講(ニュースから考える刑事訴訟法) 齋藤　実 火5 3 外 養 経 国 総 97

法曹特講(債権回収・担保法上の諸問題) 遠藤　研一郎 火2 3 外 養 経 国 総 98

法曹特講(刑事法10) 中空　壽雅 水3 3 外 養 経 国 総 99

法曹特講(債権総論[発展編]) 納屋　雅城 水2 3 外 養 経 国 総 100

経済原論a 経済原論b 野村　容康 木2 2 外 養 経 国 総 101

201経養外33木滋倉内b学計会a学計会
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外 養 経 律 総

13水・2水員教任専各習演門入 外 養 経 律 総 15

13火隆　嶋成門入法憲 外 養 経 律 総 16

憲法・人権 大藤　紀子 火4 1 外 養 経 律 総 17

憲法入門 憲法・人権 加藤　一彦 火1 1 外 養 経 律 総 18

12金一彰　関古門入法憲 外 養 経 律 総 19

憲法・人権 古関　彰一 金4 1 外 養 経 律 総 19

11金城雅　屋納門入法民 外 養 経 律 総 20

11水志岳　尾若門入法刑 外 養 経 律 総 21

刑法入門 安部　哲夫 水1 1 外 養 経 律 総 22

国際関係法入門 鈴木　淳一 火1 1 外 養 経 律 23

総合政策入門 福永　文夫 木1 1 外 養 経 律 総 25

社会科学概論-1 社会科学概論-2 髙須　則行 水1 1 外 養 経 律 総 26

民法Ⅰ（代理・時効・物権総論） 納屋　雅城 金1 1 外 養 経 律 総 20

23月一淳　木鈴Ⅰ法際国 外 養 経 律 総 73

22木子敬　塚大Ⅱ法際国 外 養 経 律 総 74

国際法Ⅲ 大塚　敬子 木2 3 外 養 経 律 74

国際政治学a 国際政治学b 岡垣　知子 水1 2 養 経 律 総 76

30121水將信　川吉史法較比

国際私法a 国際私法b 山田　恒久 火1 2 外 養 経 律 56

国際人道法 鈴木　淳一 月1 3 外 養 経 律 75

比較政治a 比較政治b 作内　由子 火3 3 総 104

501経養21月一淳　木鈴1-法織組際国

国際組織法-2 鈴木　淳一 月3 2 養 経 105

国際人権法a 国際人権法b 成嶋　隆 木1 2 総 106

国際環境法a 国際環境法b 一之瀬　高博 木2 3 養 経 107

801経31金行貴　田宗法済経際国

90131木治耕　村石法税租際国

34金男哲　浦三法引取際国 外 養 経 律 57

01133木暎睿　張法権産財的知際国

11135金久恒　田山法訟訴事民際国

国際関係法特講(国際文化遺産法) 21133木子敬　塚大)法宙宇際国(講特法係関際国

国際関係法特講(国際経済法) 宗田　貴行 金1 3 経 113

国際関係法特講(情報法) 夛賀谷　一照 木2 3 外 養 経 律 92

国際関係法特講(国際企業法務) 41134金男哲　浦三

 比較公法（2013年度以前入学者） 成嶋　隆 木3 3 外 養 経 律 42

 比較公法（2014年度以降入学者） 成嶋　隆 木3 2 外 養 経 律 42

51133水龍劍　周b法社会較比a法社会較比

地域共同体法b 大藤　紀子 月1 3 外 養 経 律 35

13律経養外33木子美須　川市a法ツイド

ドイツ法b 宗田　貴行 木3 3 外 養 経 律 32

フランス法a 吉井　啓子 金2 3 外 養 経 律 33

フランス法b 吉井　啓子 金3 3 外 養 経 律 34

憲法・統治 大藤　紀子 火5 2 律 総 38

憲法・発展 古関　彰一 金2 2 律 総 39

74総律23火城雅　屋納）論各権債（Ⅱ法民

民法Ⅲ（担保物権・債権総論） 遠藤　研一郎 火1 2 律 総 48

目　　　次

【国際関係法学科】　２０１３～２０１４年度入学生

専　門　科　目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ
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外 養 経 律 総

目 次

【国際関係法学科】 ２０１３～２０１４年度入学生

専 門 科 目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ

31水將信川吉為行商・則総法商 外 養 経 律 総 54

会社法Ⅰ 会社法Ⅱ 大川　俊 木3 2 経 律 総 51

会社法Ⅰ 会社法Ⅱ 吉川　信將 月3 2 経 律 総 52

行政法Ⅰ 行政法Ⅱ 夛賀谷　一照 金3 2 外 養 経 律 総 40

刑法総論Ⅰ 刑法総論Ⅱ 若尾　岳志 金2 2 外 養 経 律 総 58

刑法総論Ⅰ 刑法総論Ⅱ 中空　壽雅 水4 2 外 養 経 律 総 59

刑法各論Ⅰ 刑法各論Ⅱ 神馬　幸一 月2 2 律 総 60

刑法各論Ⅰ 刑法各論Ⅱ 若尾　岳志 木3 2 律 総 61

刑事政策a 刑事政策b 安部　哲夫 月3 3 外 養 経 律 総 62

611経養22月子晶島中a論係関際国

国際関係論b 中島　晶子 月2 2 経 116

日本政治外交史a 日本政治外交史b 福永　文夫 金3 2 外 養 経 律 総 77

国際協力論a 国際協力論b 片岡　貞治 月2 3 経 117

811経養外32月行隆野永a史係関際国

911経養外31水行隆野永b史係関際国

02133火子知垣岡b史交外治政カリメアa史交外治政カリメア
国際政治特講(19世紀ヨーロッパ国際
政治構造論)

国際政治特講(20世紀ヨーロッパ国際
政治構造論)

12131木夫孝田杉

現代経済論a 現代経済論b 野村　容康 木2 2 外 養 経 律 総 101

日本経済論a 日本経済論b 須藤　時仁 木5 3 外 養 経 総 122

国際経済論a 国際経済論b 益山　光央 火2 3 外 養 経 123

国際金融論a 国際金融論b 徳永　潤二 火2 2 外 養 経 124

多国籍企業論a 多国籍企業論b 小林　哲也 火1 3 外 養 経 125

22木夫文永福a論原学治政 外 養 経 律 総 78

政治学原論b 柴田　平三郎 月4 2 外 養 経 律 総 79

西洋政治史a 西洋政治史b 作内　由子 火1 3 総 126

西洋政治思想史a 西洋政治思想史b 柴田　平三郎 金2 3 外 養 経 律 総 81

72123木隆嶋成史歴の権人

821総経養外24水一昭宮雨史治政域地

33水一昭宮雨b学政行a学政行 外 養 経 律 総 82

アジア政治論a アジア政治論b 松岡　格 金4 3 外 養 経 総 129

地方自治論a 地方自治論b 荏原　美恵 土2 3 外 養 経 律 総 80

地域研究特講(ラテンアメリカ政治経済論) 今井　圭子 月2 3 養 130

地域研究特講(中・東欧とロシア1) 地域研究特講(中・東欧とロシア2) 13131火子園摩志

外国法講読Ⅰ 外国法講読Ⅱ 神馬　幸一 木1 2 外 養 経 律 総 36

外国法講読Ⅱ 木藤　茂 木3 2 外 養 経 律 総 37
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外 養 経 律 国

13水・2水員教任専各習演門入 外 養 経 律 国 15

11水郎三平田柴門入策政合総 外 養 経 律 国 24

13火隆嶋成門入法憲 外 養 経 律 国 16

憲法・人権 大藤　紀子 火4 1 外 養 経 律 国 17

憲法入門 憲法・人権 加藤　一彦 火1 1 外 養 経 律 国 18

12金一彰関古門入法憲 外 養 経 律 国 19

憲法・人権 古関　彰一 金4 1 外 養 経 律 国 19

民法入門 民法Ⅰ（代理・時効・物権総論） 納屋　雅城 金1 1 外 養 経 律 国 20

21水志岳尾若※門入法刑 外 養 経 律 国 21

刑法入門 安部　哲夫 水1 1 外 養 経 律 国 22

社会科学概論-1 社会科学概論-2 髙須　則行 水1 1 外 養 経 律 国 26

憲法・統治 大藤　紀子 火5 2 律 国 38

行政法Ⅰ 行政法Ⅱ 夛賀谷　一照 金3 2 外 養 経 律 国 40

33火茂藤木Ⅲ法政行 外 養 経 律 41

31木照一谷賀夛a法治自方地 外 養 経 律 44

地方自治法b 市川　須美子 火1 3 外 養 経 律 45

74国律23火城雅屋納）論各権債（Ⅱ法民

民法Ⅲ（担保物権・債権総論） 遠藤　研一郎 火1 2 律 国 48

25金武村志）法族親（Ⅳ法民 外 養 経 律 49

民法Ⅴ（相続法） 志村　武 火5 2 外 養 経 律 50

31水將信川吉為行商・則総法商 外 養 経 律 国 54

刑法総論Ⅰ 刑法総論Ⅱ 若尾　岳志 金2 2 外 養 経 律 国 58

刑法総論Ⅰ 刑法総論Ⅱ 中空　壽雅 水4 2 外 養 経 律 国 59

22木夫文永福a論原学治政 外 養 経 律 国 78

政治学原論b 柴田　平三郎 月4 2 外 養 経 律 国 79

日本政治外交史a 日本政治外交史b 福永　文夫 金3 2 外 養 経 律 国 77

821国24水一昭宮雨a論治政域地

82124水一昭宮雨b論治政域地

23123土恵美原荏論特りくづちま

行政過程論（2013年度以前入学者） 木藤　茂 水1 2 外 養 経 律 国 87

行政過程論（2014年度以降入学者） 木藤　茂 水1 3 外 養 経 律 87

33121金美正貝羽論程過策政

地方自治論a 地方自治論b 荏原　美恵 土2 3 外 養 経 律 国 80

33水一昭宮雨b学政行a学政行 外 養 経 律 国 82

経済原論a 経済原論b 野村　容康 木2 2 外 養 経 律 国 101

経済政策a 経済政策b 童　適平 火4 2 外 養 経 134

環境政策a 環境政策b 塩田　尚樹 水1 2 外 養 経 135

都市政策a 都市政策b 倉橋　透 金1 2 外 養 経 136

刑事政策a 刑事政策b 安部　哲夫 月3 3 外 養 経 律 国 62

22木子美須川市b法育教a法育教 外 養 経 律 46

73134水一利藤周法地土

医療・福祉概論a 医療・福祉概論b 山岡　淳 水2 2 外 養 経 138

高齢化社会論a 高齢化社会論b 奥山　正司 月1 2 外 養 経 139

地方財政論a 地方財政論b 島村　玲雄 金2 3 外 養 経 140

141経養外23木康容村野b学政財a学政財

日本経済論a 日本経済論b 須藤　時仁 木5 3 外 養 経 国 122

241経養外23火行言木津宇a論化文本日

341経養外22火一英林b論化文本日

※春学期の「刑法入門」は、総合政策学科1学年は履修不可。

目 次

【総合政策学科】 ２０１３～２０１４年度入学生

専 門 科 目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ
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外 養 経 律 国

目 次

【総合政策学科】 ２０１３～２０１４年度入学生

専 門 科 目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ

地域文化 林　英一 木1 2 外 養 経 144

多文化共生論 田房　由起子 土2 2 外 養 経 145

国際政治学a 国際政治学b 岡垣　知子 水1 2 外 養 経 律 国 76

比較政治a 比較政治b 作内　由子 火3 3 外 養 経 国 104

西洋政治史a 西洋政治史b 作内　由子 火1 3 外 養 経 国 126

西洋政治思想史a 西洋政治思想史b 柴田　平三郎 金2 3 外 養 経 律 国 81

アジア政治外交史a アジア政治外交史b 松岡　格 金4 3 外 養 経 国 129

22水行則須髙学哲法史想思法 外 養 経 律 27

法社会学a 法社会学b 森　謙二 月2 2 外 養 経 律 28

憲法・発展 古関　彰一 金2 2 律 国 39

会社法Ⅰ 会社法Ⅱ 大川　俊 木3 2 経 律 国 51

会社法Ⅰ 会社法Ⅱ 吉川　信將 月3 2 経 律 国 52

34金亮陳法手切小・形手 外 養 経 律 53

55律経養外33金亮陳法険保

76律経養外33木行貴田宗法済経

刑法各論Ⅰ 刑法各論Ⅱ 神馬　幸一 月2 2 律 国 60

刑法各論Ⅰ 刑法各論Ⅱ 若尾　岳志 木3 2 律 国 61

民事訴訟法a（2013年度以前入学者） 民事訴訟法b（2013年度以前入学者） 小川　健 木1 3 外 養 経 律 70

民事訴訟法a（2014年度以降入学者） 民事訴訟法b（2014年度以降入学者） 小川　健 木1 2 外 養 経 律 70

17律経養外33木健川小法産倒

34火夫哲部安b法年少a法年少 外 養 経 律 63

刑事訴訟法a 刑事訴訟法b 齋藤　実 木5 2 外 養 経 律 72

社会保障法a 社会保障法b 石井　保雄 火3 3 外 養 経 律 65

21金雄保井石b法働労a法働労 外 養 経 律 64

32木治耕村石b法税租a法税租 外 養 経 律 43

32金治佳重岩法者費消 外 養 経 律 68

21月博高瀬之一b法境環a法境環 外 養 経 律 66

23月一淳木鈴Ⅰ法際国 外 養 経 律 国 73

22木子敬塚大Ⅱ法際国 外 養 経 律 国 74

国際人権法a 国際人権法b 成嶋　隆 木1 2 外 養 経 国 106

外国書講読Ⅰ 外国書講読Ⅱ 神馬　幸一 木1 2 外 養 経 律 国 36

外国書講読Ⅱ 木藤　茂 木3 2 外 養 経 律 国 37
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1Ⅰ説概史本日

1Ⅱ説概史本日

1a史済経会社

1b史済経会社

2a史想思本日

2ｂ史想思本日

1Ⅰ説概史国外

1Ⅱ説概史国外

1a史想思会社

1b史想思会社

1Ⅰ史洋東

1Ⅱ史洋東

1Ⅰ史洋西

1Ⅱ史洋西

3ａ史学済経

3ｂ史学済経

2ａ史済経国外

2ｂ史済経国外

1Ⅰ説概学会社

1Ⅱ説概学会社

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

目　　　次

【法律学科・国際関係法学科・総合政策学科共通】　２０１３～２０１５年度入学生

「関連」部門の科目は、教育職員免許状を取得するために必要な科目で、法学部の教職課程登録者のみ履
修可能です。履修にあたっては、免許課程シラバスを参照してくだい。
※「関連」部門科目は、卒業に必要な単位には含まれません。

「関連」部門科目　　法学部教職課程登録者対象

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

免許課程シラバスを参照のこと

「関連」部門科目名
開講
学期

担当教員
曜日
時限

開始
学年
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2
0
0
8
～
2
0
1
2

外 養 経 国 総

13水・2水員教任専各習演門入 外 養 経 国 総 15

13火隆　嶋成門入法憲 外 養 経 国 総 16

憲法・人権 大藤　紀子 火4 1 外 養 経 国 総 17

憲法入門 憲法・人権 加藤　一彦 火1 1 外 養 経 国 総 18

12金一彰　関古門入法憲 外 養 経 国 総 19

憲法・人権 古関　彰一 金4 1 外 養 経 国 総 19

11金城雅　屋納門入法民 外 養 経 国 総 20

11水志岳　尾若門入法刑 外 養 経 国 総 21

刑法入門 安部　哲夫 水1 1 外 養 経 国 総 22

国際関係法入門 鈴木　淳一 火1 1 外 養 経 国 23

総合政策入門 福永　文夫 木1 1 外 養 経 国 総 25

社会科学概論-1 社会科学概論-2 髙須　則行 水1 1 外 養 経 国 総 26

72総22水行則　須髙学哲法史想思法

法社会学a 法社会学b 森　謙二 月2 2 総 28

9222土りおさ　部南a学理心法

0325月子充　岡常b学理心法

13国33木子美須　川市a法ツイド

ドイツ法b 宗田　貴行 木3 3 国 32

フランス法a 吉井　啓子 金2 3 国 33

フランス法b 吉井　啓子 金3 3 国 34

地域共同体法b 大藤　紀子 月1 3 国 35

外国法講読Ⅰ 外国法講読Ⅱ 神馬　幸一 木1 2 外 養 経 国 総 36

外国法講読Ⅱ 木藤　茂 木3 2 外 養 経 国 総 37

憲法・統治 大藤　紀子 火5 2 国 総 38

憲法・発展 古関　彰一 金2 2 国 総 39

行政法Ⅰ 行政法Ⅱ 夛賀谷　一照 金3 2 国 総 40

14総33火茂　藤木Ⅲ法政行

比較公法 成嶋　隆 木3 3 国 42

34総32木治耕　村石b法税租a法税租

44総31木照一　谷賀夛a法治自方地

地方自治法b 市川　須美子 火1 3 総 45

64総経養外22木子美須　川市b法育教a法育教

民法Ⅰ（代理・時効・物権総論） 納屋　雅城 金1 1 外 養 経 国 総 20

74総国23火城雅　屋納）論各権債（Ⅱ法民

民法Ⅲ（担保物権・債権総論） 遠藤　研一郎 火1 2 国 総 48

94総25金武　村志）法族親（Ⅳ法民

民法Ⅴ（相続法） 志村　武 火5 2 総 50

会社法Ⅰ 会社法Ⅱ 大川　俊 木3 2 経 国 総 51

会社法Ⅰ 会社法Ⅱ 吉川　信將 月3 2 経 国 総 52

35総34金亮　陳法手切小・形手

45総国31水將信　川吉為行商・則総法商

55総33金亮　陳法険保

国際私法a 国際私法b 山田　恒久 火1 2 国 56

75国34金男哲　浦三法引取際国

刑法総論Ⅰ 刑法総論Ⅱ 若尾　岳志 金2 2 国 総 58

刑法総論Ⅰ 刑法総論Ⅱ 中空　壽雅 水4 2 国 総 59

刑法各論Ⅰ 刑法各論Ⅱ 神馬　幸一 月2 2 国 総 60

刑法各論Ⅰ 刑法各論Ⅱ 若尾　岳志 木3 2 国 総 61

目　　　次

【法律学科】　２００８～２０１２年度入学生

専　門　科　目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ
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2
0
0
8
～
2
0
1
2

外 養 経 国 総

目 次

【法律学科】 ２００８～２０１２年度入学生

専 門 科 目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ

刑事政策a 刑事政策b 安部　哲夫 月3 3 国 総 62

36総34火夫哲部安b法年少a法年少

46総21金雄保井石b法働労a法働労

社会保障法a 社会保障法b 石井　保雄 火3 3 総 65

66総21月博高瀬之一b法境環a法境環

76総33木行貴田宗法済経

86総32金治佳重岩法者費消

9631火暎睿張b法権産財的知a法権産財的知

民事訴訟法a 民事訴訟法b 小川　健 木1 3 総 70

1733木健川小法全保・行執事民

17総33木健川小法産倒

刑事訴訟法a 刑事訴訟法b 齋藤　実 木5 2 総 72

37総国23月一淳木鈴Ⅰ法際国

47総国22木子敬塚大Ⅱ法際国

国際法Ⅲ 大塚　敬子 木2 3 国 74

国際人道法 鈴木　淳一 月1 3 国 75

国際政治学a 国際政治学b 岡垣　知子 水1 2 外 養 経 国 総 76

日本政治外交史a 日本政治外交史b 福永　文夫 金3 2 養 国 総 77

87総国22木夫文永福a論原学治政

政治学原論b 柴田　平三郎 月4 2 国 総 79

地方自治論a 地方自治論b 荏原　美恵 土2 3 国 総 80

政治思想史a 政治思想史b 柴田　平三郎 金2 3 国 総 81

28総国33水一昭宮雨b学政行a学政行

3834月子佳川小※)2法判裁(講特学律法※)1法判裁(講特学律法

4834木実藤齋)b習演法訟訴事刑(講特学律法)a習演法訟訴事刑(講特学律法

法律学特講(初めての著作権法) 法律学特講(著作権法の諸問題) 張　睿暎 火2 3 経 85
法律学特講(刑法各論上の社会・国家
法益に対する罪)

6833金雄良山内

78総31水茂藤木)論程過政行(講特学律法

法律学特講(債権総論[基礎編]） 8832水城雅屋納

8632金治佳重岩)法者費消(講特学律法

9834水実藤齋)学者害被(講特学律法

0932木一幸馬神)法事医(講特学律法

1934水一利藤周)法家借地借(講特学律法

法律学特講(情報法) 夛賀谷　一照 木2 3 国 92

3934金亮陳)法業企(講特学律法

4933金亮陳)険保命生(講特学律法

法律学特講(刑法各論と特別刑法) 5931水志岳尾若

法曹特講(法曹の仕事-弁護士業務を中心として) 法曹特講(弁護士業務の諸問題) 小川　佳子 月3 3 外 養 経 国 総 96

法曹特講(ニュースから考える刑事訴訟法) 齋藤　実 火5 3 外 養 経 国 総 97

法曹特講(債権回収・担保法上の諸問題) 遠藤　研一郎 火2 3 外 養 経 国 総 98

法曹特講(刑事法10) 中空　壽雅 水3 3 外 養 経 国 総 99

法曹特講(債権総論[発展編]) 納屋　雅城 水2 3 外 養 経 国 総 100

経済原論a 経済原論b 野村　容康 木2 2 外 養 経 国 総 101

201経養外33木滋倉内b学計会a学計会

※2012年度までに「法律学特講（裁判法）」を修得している場合は履修不可。
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外 養 経 律 総

13水・2水員教任専各習演門入 外 養 経 律 総 15

13火隆　嶋成門入法憲 外 養 経 律 総 16

憲法・人権 大藤　紀子 火4 1 外 養 経 律 総 17

憲法入門 憲法・人権 加藤　一彦 火1 1 外 養 経 律 総 18

12金一彰　関古門入法憲 外 養 経 律 総 19

憲法・人権 古関　彰一 金4 1 外 養 経 律 総 19

11金城雅　屋納門入法民 外 養 経 律 総 20

11水志岳　尾若門入法刑 外 養 経 律 総 21

刑法入門 安部　哲夫 水1 1 外 養 経 律 総 22

国際関係法入門 鈴木　淳一 火1 1 外 養 経 律 23

総合政策入門 福永　文夫 木1 1 外 養 経 律 総 25

社会科学概論-1 社会科学概論-2 髙須　則行 水1 1 外 養 経 律 総 26

民法Ⅰ（代理・時効・物権総論） 納屋　雅城 金1 1 外 養 経 律 総 20

23月一淳　木鈴Ⅰ法際国 外 養 経 律 総 73

22木子敬　塚大Ⅱ法際国 外 養 経 律 総 74

国際法Ⅲ 大塚　敬子 木2 3 外 養 経 律 74

国際政治学a 国際政治学b 岡垣　知子 水1 2 養 律 総 76

30121水將信　川吉史法較比

国際私法a 国際私法b 山田　恒久 火1 2 外 養 経 律 56

国際人道法 鈴木　淳一 月1 3 外 養 経 律 75

比較政治a 比較政治b 作内　由子 火3 3 総 104

501養21月一淳　木鈴1-法織組際国

50123月一淳　木鈴2-法織組際国

国際人権法a 国際人権法b 成嶋　隆 木1 2 総 106

国際環境法a 国際環境法b 一之瀬　高博 木2 3 養 107

80131金行貴　田宗法済経際国

90131木治耕　村石法税租際国

34金男哲　浦三法引取際国 外 養 経 律 57

01133木暎睿　張法権産財的知際国

11135金久恒　田山法訟訴事民際国

国際関係法特講(国際文化遺産法) 21133木子敬　塚大)法宙宇際国(講特法係関際国

31131金行貴　田宗)法済経際国(講特法係関際国

国際関係法特講(情報法) 夛賀谷　一照 木2 3 外 養 経 律 92

国際関係法特講(国際企業法務) 41134金男哲　浦三

比較公法 成嶋　隆 木3 3 外 養 経 律 42

51133水龍劍　周b法社会較比a法社会較比

地域共同体法b 大藤　紀子 月1 3 外 養 経 律 35

13律経養外33木子美須　川市a法ツイド

ドイツ法b 宗田　貴行 木3 3 外 養 経 律 32

フランス法a 吉井　啓子 金2 3 外 養 経 律 33

フランス法b 吉井　啓子 金3 3 外 養 経 律 34

憲法・統治 大藤　紀子 火5 2 律 総 38

憲法・発展 古関　彰一 金2 2 律 総 39

74総律23火城雅　屋納）論各権債（Ⅱ法民

民法Ⅲ（担保物権・債権総論） 遠藤　研一郎 火1 2 律 総 48

目　　　次

【国際関係法学科】　２００８～２０１２年度入学生

専　門　科　目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ

2
0
0
8
～
2
0
1
2
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2
0
0
8
～
2
0
1
2

外 養 経 律 総

目 次

【国際関係法学科】 ２００８～２０１２年度入学生

専 門 科 目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ

31水將信川吉為行商・則総法商 外 養 経 律 総 54

会社法Ⅰ 会社法Ⅱ 大川　俊 木3 2 経 律 総 51

会社法Ⅰ 会社法Ⅱ 吉川　信將 月3 2 経 律 総 52

行政法Ⅰ 行政法Ⅱ 夛賀谷　一照 金3 2 外 養 経 律 総 40

刑法総論Ⅰ 刑法総論Ⅱ 若尾　岳志 金2 2 外 養 経 律 総 58

刑法総論Ⅰ 刑法総論Ⅱ 中空　壽雅 水4 2 外 養 経 律 総 59

刑法各論Ⅰ 刑法各論Ⅱ 神馬　幸一 月2 2 律 総 60

刑法各論Ⅰ 刑法各論Ⅱ 若尾　岳志 木3 2 律 総 61

刑事政策a 刑事政策b 安部　哲夫 月3 3 外 養 経 律 総 62

611養22月子晶島中a論係関際国

61122月子晶島中b論係関際国

日本政治外交史a 日本政治外交史b 福永　文夫 金3 2 外 養 経 律 総 77

71132月治貞岡片b論力協際国a論力協際国

811経養外32月行隆野永a史係関際国

911経養外31水行隆野永b史係関際国

02133火子知垣岡b史交外治政カリメアa史交外治政カリメア
国際政治特講(19世紀ヨーロッパ国際
政治構造論)

国際政治特講(20世紀ヨーロッパ国際
政治構造論)

12131木夫孝田杉

現代経済論a 現代経済論b 野村　容康 木2 2 外 養 経 律 総 101

日本経済論a 日本経済論b 須藤　時仁 木5 3 外 養 経 122

国際経済論a 国際経済論b 益山　光央 火2 3 外 養 経 123

国際金融論a 国際金融論b 徳永　潤二 火2 2 外 養 経 124

多国籍企業論a 多国籍企業論b 小林　哲也 火1 3 外 養 経 125

22木夫文永福a論原学治政 外 養 経 律 総 78

政治学原論b 柴田　平三郎 月4 2 外 養 経 律 総 79

西洋政治史a 西洋政治史b 作内　由子 火1 3 総 126

西洋政治思想史a 西洋政治思想史b 柴田　平三郎 金2 3 外 養 経 律 総 81

72123木隆嶋成史歴の権人

821総経養外24水一昭宮雨史治政域地

33水一昭宮雨b学政行a学政行 外 養 経 律 総 82

アジア政治論a アジア政治論b 松岡　格 金4 3 外 養 経 総 129

地方自治論a 地方自治論b 荏原　美恵 土2 3 外 養 経 律 総 80

地域研究特講(ラテンアメリカ政治経済論) 今井　圭子 月2 3 養 130

地域研究特講(中・東欧とロシア1) 地域研究特講(中・東欧とロシア2) 13131火子園摩志

外国法講読Ⅰ 外国法講読Ⅱ 神馬　幸一 木1 2 外 養 経 律 総 36

外国法講読Ⅱ 木藤　茂 木3 2 外 養 経 律 総 37
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2
0
0
8
～
2
0
1
2

外 養 経 律 国

13水・2水員教任専各習演門入 外 養 経 律 国 15

11水郎三平田柴門入策政合総 外 養 経 律 国 24

13火隆嶋成門入法憲 外 養 経 律 国 16

憲法・人権 大藤　紀子 火4 1 外 養 経 律 国 17

憲法入門 憲法・人権 加藤　一彦 火1 1 外 養 経 律 国 18

12金一彰関古門入法憲 外 養 経 律 国 19

憲法・人権 古関　彰一 金4 1 外 養 経 律 国 19

民法入門 民法Ⅰ（代理・時効・物権総論） 納屋　雅城 金1 1 外 養 経 律 国 20

21水志岳尾若※門入法刑 外 養 経 律 国 21

刑法入門 安部　哲夫 水1 1 外 養 経 律 国 22

社会科学概論-1 社会科学概論-2 髙須　則行 水1 1 外 養 経 律 国 26

憲法・統治 大藤　紀子 火5 2 律 国 38

行政法Ⅰ 行政法Ⅱ 夛賀谷　一照 金3 2 外 養 経 律 国 40

33火茂藤木Ⅲ法政行 外 養 経 律 41

31木照一谷賀夛a法治自方地 外 養 経 律 44

地方自治法b 市川　須美子 火1 3 外 養 経 律 45

74国律23火城雅屋納）論各権債（Ⅱ法民

民法Ⅲ（担保物権・債権総論） 遠藤　研一郎 火1 2 律 国 48

25金武村志）法族親（Ⅳ法民 外 養 経 律 49

民法Ⅴ（相続法） 志村　武 火5 2 外 養 経 律 50

31水將信川吉為行商・則総法商 外 養 経 律 国 54

刑法総論Ⅰ 刑法総論Ⅱ 若尾　岳志 金2 2 外 養 経 律 国 58

刑法総論Ⅰ 刑法総論Ⅱ 中空　壽雅 水4 2 外 養 経 律 国 59

22木夫文永福a論原学治政 外 養 経 律 国 78

政治学原論b 柴田　平三郎 月4 2 外 養 経 律 国 79

日本政治外交史a 日本政治外交史b 福永　文夫 金3 2 外 養 経 律 国 77

821国24水一昭宮雨a論治政域地

82124水一昭宮雨b論治政域地

23123土恵美原荏論特りくづちま

21水茂藤木論程過政行 外 養 経 律 国 87

33121金美正貝羽論程過策政

地方自治論a 地方自治論b 荏原　美恵 土2 3 外 養 経 律 国 80

33水一昭宮雨b学政行a学政行 外 養 経 律 国 82

経済原論a 経済原論b 野村　容康 木2 2 外 養 経 律 国 101

経済政策a 経済政策b 童　適平 火4 2 外 養 経 134

環境政策a 環境政策b 塩田　尚樹 水1 2 外 養 経 135

都市政策a 都市政策b 倉橋　透 金1 2 外 養 経 136

刑事政策a 刑事政策b 安部　哲夫 月3 3 外 養 経 律 国 62

22木子美須川市b法育教a法育教 外 養 経 律 46

73134水一利藤周法地土

医療・福祉概論a 医療・福祉概論b 山岡　淳 水2 2 外 養 経 138

高齢化社会論a 高齢化社会論b 奥山　正司 月1 2 外 養 経 139

地方財政論a 地方財政論b 島村　玲雄 金2 3 外 養 経 140

141経養外23木康容村野b学政財a学政財

241経養外23火行言木津宇a論化文本日

341経養外22火一英林b論化文本日

※春学期の「刑法入門」は、総合政策学科1学年は履修不可。

目 次

【総合政策学科】 ２００８～２０１２年度入学生

専 門 科 目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ
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2
0
0
8
～
2
0
1
2

外 養 経 律 国

目 次

【総合政策学科】 ２００８～２０１２年度入学生

専 門 科 目

春学期開講科目名 秋学期開講科目名 担当教員
曜日
時限

開始
学年

履修不可の
学部・学科 ページ

地域文化 林　英一 木1 2 外 養 経 144

多文化共生論 田房　由起子 土2 2 外 養 経 145

国際政治学a 国際政治学b 岡垣　知子 水1 2 外 養 経 律 国 76

比較政治a 比較政治b 作内　由子 火3 3 外 養 経 国 104

西洋政治史a 西洋政治史b 作内　由子 火1 3 外 養 経 国 126

西洋政治思想史a 西洋政治思想史b 柴田　平三郎 金2 3 外 養 経 律 国 81

アジア政治外交史a アジア政治外交史b 松岡　格 金4 3 外 養 経 国 129

22水行則須髙学哲法史想思法 外 養 経 律 27

法社会学a 法社会学b 森　謙二 月2 2 外 養 経 律 28

憲法・発展 古関　彰一 金2 2 律 国 39

会社法Ⅰ 会社法Ⅱ 大川　俊 木3 2 経 律 国 51

会社法Ⅰ 会社法Ⅱ 吉川　信將 月3 2 経 律 国 52

34金亮陳法手切小・形手 外 養 経 律 53

55律経養外33金亮陳法険保

76律経養外33木行貴田宗法済経

刑法各論Ⅰ 刑法各論Ⅱ 神馬　幸一 月2 2 律 国 60

刑法各論Ⅰ 刑法各論Ⅱ 若尾　岳志 木3 2 律 国 61

民事訴訟法a 民事訴訟法b 小川　健 木1 3 外 養 経 律 70

17律経養外33木健川小法産倒

34火夫哲部安b法年少a法年少 外 養 経 律 63

刑事訴訟法a 刑事訴訟法b 齋藤　実 木5 2 外 養 経 律 72

社会保障法a 社会保障法b 石井　保雄 火3 3 外 養 経 律 65

21金雄保井石b法働労a法働労 外 養 経 律 64

32木治耕村石b法税租a法税租 外 養 経 律 43

32金治佳重岩法者費消 外 養 経 律 68

21月博高瀬之一b法境環a法境環 外 養 経 律 66

23月一淳木鈴Ⅰ法際国 外 養 経 律 国 73

22木子敬塚大Ⅱ法際国 外 養 経 律 国 74

国際人権法a 国際人権法b 成嶋　隆 木1 2 外 養 経 国 106

外国書講読Ⅰ 外国書講読Ⅱ 神馬　幸一 木1 2 外 養 経 律 国 36

外国書講読Ⅱ 木藤　茂 木3 2 外 養 経 律 国 37
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

入門演習／入門演習／入門演習 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 各専任教員 

講義目的、講義概要 授業計画 

法学部の新入生は、全員が、この科目を１年次の春学期

に履修します(必修科目です)。授業は、18人程度のクラス

に分かれて、演習(ゼミナール)形式で行われます。所属す

るクラスは、入学時に指定されます。 

授業では、大学生活におけるさまざまなルール、大学で

「学問」(高校までの「勉強」とは違います)を行う心構え、

日々の学習や期末試験に臨む準備のしかた、資料や文献の

調べ方・集め方、専門書の読み解き方、論文・レポートの

作成方法、研究・調査報告(発表)や討論・議論のしかたな

どを学びます。大学での「学問」への取り組み方を理解し、

そして身につけることが本演習の目的です。  

クラス担任の教員は、科目登録、履修のしかたや勉強の

しかたなど大学での修学をはじめ学生生活全般について、

クラスに所属する学生の相談相手となる「クラスアドバイ

ザー」を兼ねています。大学生活等に関する質問・相談が

あれば、入門演習の担当者に気軽にご相談ください。 

全１５回の授業を予定しています。 

具体的な授業計画は、担当者により若干異なりますが、

第１回目の授業において、各担当教員から提示されます。

テキスト、参考文献 評価方法 

担当教員の指示に従ってください。 担当教員から説明があります。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

憲法入門／憲法入門／憲法入門 
憲法Ⅰ／憲法Ⅰ 

担当者 成嶋 隆 

講義目的、講義概要 授業計画 

 本講義は、憲法学習の入門編である。カヴァーする憲法

学の領域は憲法総論および人権総論であり、人権各論と統

治機構論は扱わない。具体的な講義内容は「授業計画」に

記載のとおりである。 

 教科書は指定せず、講義は担当教員作成の「講義テキス

ト」（2分冊）を用いて行う。なお、受講者は小型の六法（『ポ

ケット六法』または『デイリー六法』）を購入し、毎回の

講義に持参すること。 

 参考文献は、上記「講義テキスト」において適宜紹介す

るが、初学者向けの文献として以下のものを紹介してお

く。 

 芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法〔第5版〕』（岩波書店、

2011年） 

 初宿正典・高橋正俊・米沢広一・棟居快行著『いちばん

やさしい憲法入門〔第4版〕』（有斐閣、2010年） 

 渋谷秀樹・赤坂正浩著『憲法1人権』（有斐閣、2010年）

1 憲法の概念 

2 大日本帝国憲法 

3 日本国憲法の制定過程 

4 国民主権①――国民主権と代表制 

5 国民主権②――国民主権と天皇制 

6 平和主義①――戦争放棄条項の成立経緯 

7 平和主義②――戦争放棄条項の今日的意義 

8 基本的人権①――人権の観念と歴史 

9 基本的人権②――外国人の人権 

10 基本的人権③――子どもの人権 

11 基本的人権④――法人・団体の人権 

12 基本的人権⑤――包括的人権 

13 基本的人権⑥――法の下の平等（1） 

14 基本的人権⑦――法の下の平等（2） 

15 憲法改正問題 

テキスト、参考文献 評価方法 

 上記のとおり。 2 回の小テストおよび学期末に実施する定期試験により総

合的に評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

憲法・人権／憲法・人権／憲法・人権 
憲法Ⅱ／憲法Ⅱ 

担当者 大藤 紀子 

講義目的、講義概要 授業計画 

基本的人権の保障についての理解を深める。事例を通じ

た具体的争点の把握が主として重要となる。 

論点ごとに、講義・教科書・参考文献・判例集を参考に、

各自ノート整理をすること。 

 

（テキストの内容を理解し、ノートをまとめる際、参考に

すべき文献） 

＜参考文献＞ 

・山内敏弘編『新現代憲法入門』（法律文化社） 

・野中俊彦他『憲法Ⅰ』（有斐閣） 

・辻村みよ子『憲法』（日本評論社）等。 

＜判例集＞ 

・芦部・高橋編『憲法判例百選Ⅰ』第5 版（有斐閣） 

・右崎正博・浦田一郎編『基本判例 憲法』（法学書院） 
＜小型六法＞（必携） 

１．はじめに 
２．思想・良心の自由 
３．信教の自由 

４．政教分離原則 

５．学問の自由 

６．表現の自由① 

７．表現の自由② 

８．小まとめ 

９．経済的自由権 

10．人身の自由と刑事手続上の人権① 

11. 人身の自由と刑事手続上の人権② 

12．生存権 

13．教育を受ける権利 

14. 勤労権、労働基本権 

15. まとめ 

（多少の変更がありうる） 

テキスト、参考文献 評価方法 

・芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』（岩波書店） 

・大津浩他『憲法四重奏』（有信堂高文社） 

小テストおよびレポートによる評価。 
ただし、受講者の人数次第で変更する可能性がある。 

 



18 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

憲法入門／憲法入門／憲法入門 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 加藤 一彦 

講義目的、講義概要 授業計画 

【講義目標】 

憲法の入門的講義を行う。事件（憲法の判例）をもとに

人権の基礎的な憲法理論の習得に努める。 

 

【講義概要】 

 講義範囲は、憲法概念から精神的自由権までである。 

 

【講義の留意事項】 

 講義の最初に「講義予定表」を配布する。 

なお、毎回『六法』はもってくること（出版社は問わない）。

１． オリエンテーション 

２． 憲法概念 

３． 憲法と国家 

４． 憲法制定略史 

５． 憲法人権総論（１） 

６． 憲法人権総論（２） 

７． 私人間効力論 

８． 法人の人権論 

９． 外国人の人権 

１０． 法の下の平等 

１１． 精神的自由権／信教の自由 

１２． 精神的自由権／政教分離 

１３． 精神的自由権／学問の自由 

１４． 精神的自由権／表現の自由（１） 

１５． 精神的自由権／表現の自由（２） 

テキスト、参考文献 評価方法 

加藤一彦『憲法〔第 2 版〕』（法律文化社） 
柏崎・加藤編著『新憲法判例特選』（敬文堂） 

定期試験による 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

憲法・人権／憲法・人権／憲法・人権 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 加藤 一彦 

講義目的、講義概要 授業計画 

【講義目標】 

 前期の講義を受けて、人権論の各論的講義を行う。毎回、

判例を読みながら、日本の人権問題を考えてみたい。 

 

【講義概要】 

講義範囲は、経済的自由権から平和的生存権までである。

 

【講義の留意事項】 

講義の最初に「講義予定表」を配布する。 

なお、毎回『六法』はもってくること（出版社は問わない）。

１． オリエンテーション 

２． 経済的自由権（１） 

３． 経済的自由権（２） 

４． 経済的自由権（３） 

５． 人身の自由／起訴前手続 

６． 社会権／総論・生存権（１） 

７． 社会権／生存権の判例（２） 

８． 社会権／教育権 

９． 人権の設計図の総復習 

１０． 憲法と平和主義（１）総論 

１１． 憲法と平和主義（２）自衛隊論 

１２． 憲法と平和主義（３）日米安保体制論 

１３． 憲法と平和主義（４）平和的生存権論 

１４． 復習／「法律学」の答案作成法 

１５． 復習／予備日 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

加藤一彦『憲法〔第 2 版〕』（法律文化社） 
柏崎・加藤編著『新憲法判例特選』（敬文堂） 

定期試験による 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

憲法入門／憲法入門／憲法入門 
憲法Ⅰ／憲法Ⅰ 

担当者 古関 彰一 

講義目的、講義概要 授業計画 

 
憲法講義の入門編です。日本国憲法を理解する上で、基礎

的と考えられる諸問題について講義します。「憲法・人権」

「憲法・統治」「憲法・発展」を理解しやすくすることを

目的としています。 

 

何をもって「入門」と考えるかは、むつかしいことですが、

担当者は、「憲法の基本理念にかかわること」を対象とす

ると考えて、以下のテーマを選択しました。テキストの目

次に沿って、すべての部分を講義するわけではありません

が、以下のテキストの内容を紹介しながら授業を行いま

す。 

 

１  開講にあたって（近代憲法とはなにか） 

２  基本的人権の歴史 

３  明治憲法の構造 

４  日本国憲法の制定過程 

５  平和主義と憲法９条 

６  日米安保条約の構造 

７  国民主権の原理（国民、国民主権、人民主権） 

８  国民主権と天皇制 

９  基本的人権適用の限界 

１０ 外国人の人権 

１１ 基本的人権の私法関係への適用 

１２ 代表民主制と直接民主制 

１３ 選挙制度と選挙権 

１４ 選挙定数と裁判例 

１５ 春学期のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法・第五版』（岩波書店、

2007 年）、長谷部・石川・宍戸編『憲法判例百選・第６版』

（有斐閣、2013 年） 

春学期の最後の試験期間中に論述試験を行い、それにより

評価します。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

憲法・人権／憲法・人権／憲法・人権 
憲法Ⅱ／憲法Ⅱ 

担当者 古関 彰一 

講義目的、講義概要 授業計画 

 
「憲法入門」での基礎的知識を基に、日本国憲法第三章に

定める人権諸条項について基本的な考え方を講義するこ

とを目的としています。 

 

憲法の人権条項のなかで、重要だと思われる部分を講義し

ます。ただし、時間の制限もありますので、刑事人権は、

刑法・刑事訴訟法、教育権は教育法、労働基本権は、労働

法の授業がありますので、ここでは割愛しています。 

 

１  人権総論――自由権と社会権 

２  平等権の概念 

３  平等権をめぐる学説・判例 

４  信教の自由の内容 

５  政教分離の原則 

６  表現の自由の意義 

７  表現の自由と名誉・プライバシー 

８  表現の自由と知る権利 

９  表現の自由と検閲 

１０ 学問の自由と大学の自治 

１１ 生存権の法的性格と学説・判例 

１２ 環境権の法的性格と判例 

１３ 職業選択の自由とその規制 

１４ 財産権の保障と制限 

１５ 秋学期のまとめ   

テキスト、参考文献 評価方法 

芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法・第五版』（岩波書店、

2007 年）、長谷部・石川・宍戸編『憲法判例百選・第 6 版』

（有斐閣、2013 年） 

秋学期の最後の試験期間中に論述試験を行い、それにより

評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

民法入門／民法入門／民法入門 
民法Ⅰ／民法Ⅰ 

担当者 納屋 雅城 

講義目的、講義概要 授業計画 

 民法は、不動産の購入と住宅ローン、借金の連帯保証、

マンションの貸し借り、ケガをさせられたときの損害賠

償、結婚や相続など、私たちの日常生活に直接に関係して

くる身近な法律である。 

 この授業では、民法を初めて勉強する人たちに、民法の

導入部分ともいえる民法典の「第一編 総則」と「第二編

物権」を中心として、民法の全体像を理解してもらうこと

を目的としている。具体的には、「法律行為の主体」、「法

律行為の客体」、そして「法律行為とは何か」という 3 つ

の大きなテーマに分けて授業を進めていく。 

 

［注意］ 

 授業に出席する際には、教科書と2015年版の六法（民法

が載っていれば、種類や出版社は問わない）を必ず持参す

ること。 

 1. ガイダンス 

 2. 民法の全体像 

 3. 自然人の権利能力 

 4. 失踪宣告 

 5. 制限行為能力者① 

 6. 制限行為能力者②、法人 

 7. 物・所有権 

 8. 所有権の取得、共同所有 

 9. 所有権の効力 

10. 法律行為 

11. 契約の成立、意思表示 

12. 虚偽表示、心裡留保 

13. 錯誤、詐欺・強迫 

14. 無効、取消しほか 

15. 全体のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

山野目章夫『民法 総則・物権 第 5 版（有斐閣アルマ）』（有

斐閣、2012 年）。なお、講義開始日までに改訂版が出版さ

れたときは、改訂版を使用する。 

定期試験（100%）によって評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

民法Ⅰ（代理・時効・物権総論）（3 学科共通） 
民法Ⅰ／民法Ⅰ 

担当者 納屋 雅城 

講義目的、講義概要 授業計画 

 民法は、不動産の購入と住宅ローン、借金の連帯保証、

マンションの貸し借り、ケガをさせられたときの損害賠

償、結婚や相続など、私たちの日常生活に直接に関係して

くる身近な法律である。 

 この授業では、民法典の「第一編 総則」の中の「代理

（民法 99 条～118 条）」と「時効（民法 144 条～174 条

の 2）」、そして「第二編 物権」の中の「物権変動」とい

う 3 つの大きなテーマについて、関連する条文・判例（裁

判所の立場）・学説を取り上げて説明をしていく。 

 

［注意］ 

 履修登録にあたっては、講義内容を正確に理解するため

に、（単に「授業に出ていた」というのではなく）「民法入

門」の単位を取得済みであることを強く推奨する。 

 なお授業に出席する際には、教科書と 2015 年版の六法

（民法が載っていれば、種類や出版社は問わない）を必ず

持参すること。 

 1. ガイダンス 

 2. 代理① 

 3. 代理② 

 4. 無権代理 

 5. 表見代理 

 6. 時効① 

 7. 時効② 

 8. 取得時効 

 9. 消滅時効 

10. 物権変動 

11. 不動産の物権変動① 

12. 不動産の物権変動② 

13. 不動産の物権変動③ 

14. 動産の物権変動 

15. 全体のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

山野目章夫『民法 総則・物権 第 5 版（有斐閣アルマ）』（有

斐閣、2012 年）。なお、講義開始日までに改訂版が出版さ

れたときは、改訂版を使用する。 

定期試験（100%）によって評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑法入門／刑法入門／刑法入門 
刑事法入門／刑事法入門 

担当者 若尾 岳志 

講義目的、講義概要 授業計画 

 「刑法」は、学習者が、学び始める前に漠然ともってい

るイメージと、実際に学んでいく内容のギャップが非常に

大きい法律科目です。難解な法律用語、抽象的な概念操作、

求められる精緻な論理構築といった壁に、弾き返されない

ように、少しずつ慣れていくようにしましょう。 

 まず、「刑事法」と「刑法」は違います。刑事法は、①

犯罪とは何か、犯罪に対してどのような刑罰が科されるの

かといったことを定めた「刑法」、②犯罪が発生した時に、

捜査・起訴・公判・判決と進む、刑罰を科す手続きを定め

た「刑事訴訟法」、③犯罪の原因を調べたり、対策を考え

る「刑事学」の３つに大別できます。 

 この講義は「刑法」入門ですから、①の入門的な内容を

中心に授業を行います。ただ、入門ですので、②や③との

関連性もお話しするようにしたいと思っています。 

 授業には、毎回、六法を持ってくるようにしてください。

（右の「授業計画」は実際の授業回数と合致しません。） 

（「授業計画」と実際の授業内容が異なることもありま

す。）また、獨協大学のPortaも利用します。 

１．刑法とは 

２．「被害なければ刑罰なし」 

（侵害原理） 

３．「法律なければ犯罪・刑罰なし」 

（罪刑法定主義） 

４．「責任なければ刑罰なし」 

（責任主義） 

５．犯罪の概念 

６．構成要件該当性 

７．違法性総論（違法阻却の原理について） 

８．違法性各論（いろいろな違法阻却事由） 

９．故意と過失 

１０．勘違い！（錯誤のいろいろ） 

１１．命と刑法 

１２．性と刑法 

１３．財産と刑法 

１４．交通刑法 

１５．まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

井田良『基礎から学ぶ刑事法(最新版)』(有斐閣) 定期試験 50％、平常点 50％を予定しています（変更があ

るかもしれません）。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑法入門／刑法入門／刑法入門 
刑事法入門／刑事法入門 

担当者 安部 哲夫 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

「近代刑法」が誕生して以来、「刑法」に記載された「犯

罪」の成立をめぐる「解釈論」が積み重ねられてきた。「刑

事法学」は、この「解釈論」を中心とする「刑法学」と、

その行為者の犯罪を捜査し訴追して犯罪立証をすすめて

ゆく、いわば手続きとしての「刑事訴訟法学」、そして犯

罪の現状を把握し、適切な犯罪対策としての「刑事制裁論」

「刑罰論」を展開して犯罪者の処遇を講ずる「刑事政策学」

から構成されている。 
学期が進むと、いずれ刑事法のそれぞれの学習を深めるこ

とになるが、その前に、刑事法全般について鳥瞰する必要

があろう。本授業では、まず刑事法の基本理念やその役割

を論じ、刑法の歴史と刑法学の系譜とを通覧し、刑事司法

の全領域における現代的課題について論じることにする。

受講者には、犯罪報道や刑事裁判に関する報道に注意しつ

つ講義に臨んでもらいたい。 

 

１．刑事法とは何か。刑法の条文を読む。 

２．刑事裁判とは何か。刑事判例を読む。 

３．刑事制裁(刑罰)の意義について。刑事政策を語る。 

４．刑法学とは何か。近代刑法の基本原理。 

５．刑法解釈の実際。類推解釈の禁止について。 

６．刑事司法の概要（警察・検察・裁判・矯正・保護） 

７．刑事裁判の基本原則（証拠主義をめぐる問題） 

８．誤った裁判（冤罪はなぜ生じるか） 

９．国民の司法参加 裁判員裁判と検察審査会 

10．犯罪総論のポイント（１）行為論と構成要件論 

11．犯罪総論のポイント（２）違法論、行為無価値と結果

無価値、正当防衛と緊急避難、社会的相当性 

12．犯罪総論のポイント（３）責任論、錯誤論、責任能力

13．犯罪総論のポイント（４）未遂犯論、共犯論 

14．犯罪各論の重要課題（１）個人的法益に対する罪 

15．犯罪各論の重要課題（２）社会的・国家的法益に対する罪 

テキスト、参考文献 評価方法 

参考教材：井田良『基礎から学ぶ刑事法 第５版』有斐閣、

安部哲夫ほか『新版現代法学入門（第５版）』尚学社  

学期末試験 60％、授業内小テスト（レポート）およ

び授業参加度 40％で評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

国際関係法入門／国際関係法入門／＊＊＊＊＊ 
国際関係法入門／国際関係法入門 

担当者 鈴木 淳一 

講義目的、講義概要 授業計画 

〔講義目的〕 
 本講義は、大学に入学したばかりの新入生の皆さんに、

専門課程に進む前の予備知識として、国際法と国際関係に

関する基礎知識を提供することを目的としています。 
 
〔講義の概要〕 
国際法の対象は広く、様々な専門分野があります。この

講義では、これら個々の専門分野を詳述することはせず

に、個々の法分野が主に国際公法の観点からどのように分

析されるのかを紹介したいと思います。 
この講義を通じて国際法の様々な分野に興味を持って

もらい、将来それらの専門分野の教員の講義を履修して、

勉強を進めてもらうことを希望します。 
この講義では、教室で行う通常の授業を補うため、授業

レポート・システム等を活用して、オンラインでの資料配
布や質問の受付等を個別に行い、教員とのコミュニケーシ
ョンを図ります。 
 
 
 

〔はじめに〕 
１ 本講義を受講するにあたって 

〔総論〕 
２ 国際社会と法 
３ 国際法の主体(国家、国際組織、個人) 
４ 国際法の法源(条約、慣習法、法の一般原則) 
５ 国際法と国内法の関係 

〔各論〕 
６ 国際法からみた国家 
７ 国際法からみた海洋・宇宙・南極 
８ 国際法からみた安全保障（紛争の平和的解決を含む）

９ 国際法からみた国際機構 
10 国際法からみた個人（国籍・外国人を含む） 

11 国際法からみた人道(戦争犯罪を含む) 

12 国際法からみた人権 

13 国際法からみた文化 

14 国際法からみた国際経済（開発を含む） 

〔まとめ〕 
15 今後の勉強のために 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは指定しません。テキストがないと不安な人は、

大森正仁編著『よくわかる国際法（第２版）』（ミネルヴァ

書房，2014 年）や柳原『国際法』(放送大学教育振興会，

2013 年)等を参照してください。 

学期末に実施するテストにより評価し(100%)、平常点を加

点材料とします(ただし上限 10%)。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／総合政策入門 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 柴田 平三郎 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

 本講義は、総合政策学科新入生へのオリエンテーション

的科目です。まず総合政策とは何か、次に総合政策学の学

際性を明らかにし、幅広い知識と深い専門性という二つの

軸を示します。次いで、総合政策学科所属の教員それぞれ

の専門分野に即して。地域、国際比較、法、政策と法に関

し、様々な視点から総合政策学を検討します。最後に、具

体的事例を挙げ講義することで、グローバルな視点および

ローカルな視点双方から政策を考える糸口としたと考え

ています。もちろん、内容的には各学問の紹介にとどまる

ことになると思われますが、総合政策学科の入門編として

必修科目となっています。 

 

１ はじめに―――ガイダンス 

２ 国際比較の視点から（１） 

３ 同（２） 

４ 地域の視点から（１） 

５ 同（２） 

６ 思想史の視点から（１） 

７ 同（２） 

８ 法の視点から（１） 

９ 同（２） 

１０ 政策と法（１） 

１１ 同（２） 

１２ 事例研究（１） 

１３ 同（２） 

１４ 同（３） 

１５ おわりに 

テキスト、参考文献 評価方法 

とくに指定しない。講義中に適宜参考文献を指示する。 講義中に行うテストおよびレポートで評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

総合政策入門／総合政策入門／＊＊＊＊＊ 
政治学入門／政治学入門 

担当者 福永 文夫 

講義目的、講義概要 授業計画 

 
本講義は、法律学科および国際関係法学科の学生を対象

とする入門科目です。 
本講義はまず、できるだけ身近な問題を取り上げ、政治

や政治学に興味をもってもらうことを目的としている。次

いで、政治活動はどのような特徴をもっているのか、どう

いう場合に政治が登場してくるのか、政治を規定する制度

や決まりにはどのようなものがあるのかなどについて考

えてみたい。さらにさまざまな政治現象の見方、解釈の仕

方を含め、俗論ではない政治学的な見方を学んでもらいた

い。同時に、政治学の入門講座として、専門の政治学を学

ぶための基礎知識を習得して下さい。 

 

１．はじめに 

２．政治と経済（１）－組織された集団 

３．政治と経済（２）－官と民の関係 

４．政治と経済（３）－大企業と政治 

５．政治と社会（１）－選挙と政治 

６．政治と社会（２）－政党と政治  

７．政治と社会（３）－地方分権 

８．政治と社会（４）－マス・メディアと政治 

９．政治のしくみ（１）－国会 

10．政治のしくみ（２）－内閣と総理大臣 

11．政治のしくみ（３）－官僚 

12．政治と世界（１）－冷戦の終わり 

13．政治と世界（２）－経済交渉 

14．政治と世界（３）－国境を越える政治 

15．おわりに 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

北山俊哉・久米郁男・真渕勝『はじめて出会う政治学』第

３版、有斐閣。 
定期試験を基本に評価する。講義中、レポートを課す場合

もある。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

社会科学概論-1／社会科学概論-1／社会科学概論-1 
社会科学概論-1／社会科学概論-1 

担当者 髙須 則行 

講義目的、講義概要 授業計画 

社会科学とは、法学、政治学、経済学、社会学、歴史学、

文化人類学などの総称です。これらの個別の社会科学は、

社会現象をその関心領域に即して切り取り、考察するもの

ですが、社会科学は、法、政治、経済等の社会現象を全体

的に総合的に学際的に考察するものです。社会現象を全体

的、総合的に考察することによって、それぞれの現象の相

互関係を把握し、また個別の社会科学を社会現象全体の中

で位置づけることが可能になります。 
春学期は、テキストとして、法と社会に関する古典とも

言える碧海純一の『法と社会』（中公新書）を用います。

本書は、法を言語、宗教、道徳、政治、経済等の文化の一

部分ないし一側面として捉え、それらの相互関係の中で法

を明らかにしようとするものであります。したがって、ま

さに社会科学概論のテキストとしては最適なものである

と考えられます。 
講義は、テキストを講読して行くという形式にします。

そのような知的作業の中で、碧海純一の考え方を追体験

し、全体的視点から法と社会との関係を理解していっても

らいたいと思います。 
 

１ 社会科学概論‐１へのいざない 

２ 「文化」とは何か 

３ 文化の一部としての法 

４ 人間の抽象能力とその「生存価値」 

５ 社会秩序の問題 

６ 社会化 

７ 社会化の媒体としての言語 

８ 社会化と言語の「個性」 

９ 社会統制（１） 

10 社会統制（２） 

11 現代社会における法の機能の増大 

12 社会の「法的要請」とその変遷 

13 法の「第一次統制機能」と「第二次統制機能」 

14 法の安定機能と変革機能（１） 

15 法の安定機能と変革機能（２） 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：碧海純一『法と社会』(中公新書・1967) 
＊参考文献は、必要に応じて授業の中で紹介します。 

評価方法：期末試験の結果（８０％）によって評価します

が、授業への参加度（２０％）も評価対象とします。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

社会科学概論-2／社会科学概論-2／社会科学概論-2 
社会科学概論-2／社会科学概論-2 

担当者 髙須 則行 

講義目的、講義概要 授業計画 

社会科学とは、法学、政治学、経済学、社会学、歴史学、

文化人類学などの総称です。これらの個別の社会科学は、

社会現象をその関心領域に即して切り取り、考察するもの

ですが、社会科学は、法、政治、経済等の社会現象を全体

的に総合的に学際的に考察するものです。社会現象を全体

的、総合的に考察することによって、それぞれの現象の相

互関係を把握し、また個別の社会科学を社会現象全体の中

で位置づけることが可能になります。 
秋学期は、現代の社会（政治）制度の枠組みにもなって

いる民主主義を理解することを目指します。そのためのテ

キストとして、佐々木毅の『民主主義という不思議な仕組

み』を用います。本書は、「誰もが当たり前と思っている

民主主義。それは本当にいいものだろうか？この制度の成

立過程を振り返りながら、私たちと政治との関係について

考える。」と自ら述べているように、社会（政治）制度の

基本的枠組みを理解するためには最適なものと考えられ

ます。 
講義は、テキストを講読して行くという形式をとりま

す。そのような知的作業の中で、私たちの社会で採用され

ている民主主義という仕組みのメリットとデメリットを

公平な視点から理解し、民主主義の欠陥を具体的に改善す

る方策を考え出していく手助けにもなります。 

１ 社会科学概論‐２へのいざない 

２ ポリスにみる民主主義の原点 

３ 民主制という政治の仕組み 

４ 「契約に基づく権力」と「法の支配」の新展開 

５ アメリカ合衆国の政治的実験 

６ 大統領制と議会制 

７ 代表と代理 

８ 「代表する」と「代表させる」 

９ 「世論の支配」を考える 

10 エリートと大衆の愚弄 

11 「世論の支配」の意味とは 

12 参加への熱望――明治日本の課題 

13 抵抗の論理――市民的不服従の流れ 

14 20 世紀の政治を振り返って 

15 これからの政治課題を展望する 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：佐々木毅『民主主義という不思議な仕組み』（ち

くまプリマー新書・2007） 
＊参考文献は、必要に応じて授業の中で紹介します。 

評価方法：期末試験の結果（８０％）によって評価します

が、授業への参加度（２０％）も評価対象とします。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法思想史／＊＊＊＊＊／法思想史 
法思想史／＊＊＊＊＊ 

担当者 髙須 則行 

講義目的、講義概要 授業計画 

 我が国の法学界に影響を与え続けている主要な西洋の

法思想をできる限り紹介することによって、現代の法制度

の理解や実定法学の勉学を側面から支援するとともに、法

思想と密接に関連する「法哲学」の理解をも深めさせるこ

とを目的にしています。 
 本講義の進め方は、「〈逆進〉の法思想史」とも呼べるよ

うなものです。つまり、従来の講義のように、古代ギリシ

ャからはじめ、中世、啓蒙期を経由し、近世・近代に至り、

最後に現代の法思想に触れるというのではなく、重点を２

０世紀の法思想に置き、そのルーツを辿るという形で法思

想の歴史の針を逆に回し、過去に向かって遡るという進め

方をします。 
 本講義では、各法思想家の思想内容を提示し、それを解

説していこうと思っています。彼らの思想内容に接し、彼

らの思想内容を追体験することによって、自らの法の考え

を確立するための手助けになればと考えています。 
  

１ 法思想史へのいざない 

２ 自然法論対法実証主義 

３ ケルゼンの純粋法学(Ⅰ)：法の静態理論 

４ ケルゼンの純粋法学(Ⅱ)：法の動態理論 

５ ハートのルールの法理論(Ⅰ)：第 1 次的ルールと第 2

次的ルールとの結合 

６ ハートのルールの法理論(Ⅱ)：司法裁量論 

７ ドゥオーキンの統合としての法理論(Ⅰ) 

８ ドゥオーキンの統合としての法理論(Ⅱ) 

９ 日本における法解釈学方法論 

10 サヴィニーの歴史法学 

11 概念法学（イェーリングとヴィントシャイト） 

12 自由法運動（カントロヴィッツとフックス） 

13 ヘックの利益法学(Ⅰ) 

14 ヘックの利益法学(Ⅱ) 

15 法思想史の整理 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは特にありません。講義内容のレジュメを配布し

ます。 
参考文献：田中成明・竹下賢・深田三徳・亀本洋・平野仁彦著『法

思想史〔第２版〕』（有斐閣・１９９７） 

評価方法：期末試験の結果（８０％）によって評価します

が、授業への参加度（２０％）も評価対象とします。 
 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法哲学／＊＊＊＊＊／法哲学 
法哲学／＊＊＊＊＊ 

担当者 髙須 則行 

講義目的、講義概要 授業計画 

法哲学は法現象を対象にした哲学的考察です。皆さんは

憲法学、民法学、刑法学等といった実定法学、いわゆる法

解釈学を学んできていることから法現象についてのイメ

ージは持っていると思われます。それでは、哲学的に考察

するとはどのようなことでしょうか？ それは実定法学

の世界においてほとんど当然のこととして誰からも疑わ

れてこなかった「常識」とされる事柄をひとまず疑ってみ

て、その上でできる限りその根拠を探り当てみようとする

知的作業です。そのことによって実定法学の拠って立つ理

論的基盤を問い、それと同時にそれを学んでいる皆さん自

身の基盤をも反省する機会を提供し、その結果を実定法学

の学習に反映させ、より深い専門知識を習得してもらうこ

とを目的にしています。 
法哲学は前半で法解釈学方法論を扱い、後半では正義論

を扱う予定にしています。最後に、具体的問題（脳死・臓

器移植）を検討していきたいと思います。 

１ 法哲学へのいざない 

２ 裁判と法的思考(Ⅰ)：法的三段論法と法源 

３ 裁判と法的思考(Ⅱ)：法解釈の技法(１) 

４ 裁判と法的思考(Ⅲ)：法解釈の技法(２) 

５ 裁判と法的思考(Ⅳ)：法解釈の技法(３) 

６ 法的思考と法の目的(Ⅰ)：法解釈の要請 

７ 法的思考と法の目的(Ⅱ)：正義論 

８ 正義論(Ⅰ)：功利主義（ベンサム・ミル） 

９ 正義論(Ⅱ)：義務論（カント） 

10 正義論(Ⅲ)：公正としての正義（その 1：ロールズ）

11 正義論(Ⅳ)：公正としての正義（その２：ロールズ）

12 正義論(Ⅴ)：リバタリアリズム 

13 正義論(Ⅵ)：共同体論（サンデル） 

14 生命と法(Ⅰ)：脳死・臓器移植(２) 

15 生命と法(Ⅵ)：脳死・臓器移植(３) 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは特にありません。講義内容のレジュメを配布し

ます。 
参考文献：平野仁彦･亀本洋･服部高宏著『法哲学』（有斐閣アルマ、

２００２） 

評価方法：期末試験の結果（８０％）によって評価します

が、授業への参加度（２０％）も評価対象とします。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法社会学 a／＊＊＊＊＊／法社会学 a 
法社会学 a／＊＊＊＊＊ 

担当者 森 謙二 

講義目的、講義概要 授業計画 

講義のテーマは、大きく三つに区分できます。(1)法社会

学における法の考え方･･･法社会学がどのように形成さ

れ、どのように発展してきてか、(2)市民社会と法･･･資本

主義社会のなかで法がどのように発展・展開してきたの

か、(3)日本社会と法･･･伝統的な社会が多様であることを

前提とし、国家法はその多様な社会構造をどのように統一

化・画一化してきたか、地域社会における法形成、新しい

共同性の担い手としての地域共同体について、考えていき

ます。(1)と(2)が春学期の主なテーマであり、(3)が秋学

期の主たるテーマとなります。 

1. 法社会学はどのような学問か？  

2. 法社会学の形成(1) 

3. 法社会学の形成(2) 

4. 法社会学における法の概念･･･「生ける法」 

5. 法社会学から見た法解釈･･･「法」の解釈 

6. 市民社会と法(1) 近代市民法の構造 

7. 市民社会と法(2) 市民的公共性の成立と世論 

8. 市民社会と法(3) 市民的自由と基本的人権 

9. 市民社会と法(4) 市民的自由の展開 

10. 市民社会と法(5) 市民的公共性の崩壊  

11. 市民社会と法(6) 近代家族と法 

12. 市民社会と法(7) 近代家族の解体  

13. 市民社会と法(8) 新しい親密圏の展開と法 

14. 市民社会と法(9) 福祉レジューム論 

15. まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

(テ)清水・森・岩上・山田『家族革命』（弘文堂）  
(参)六本佳平『法社会学』（有斐閣）・ハーバーマス『公共

性の構造転換』未来社 

試験(80%)・授業への参加(20%)などを総合的に見て、評価
します。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法社会学 b／＊＊＊＊＊／法社会学 b 
法社会学 b／＊＊＊＊＊ 

担当者 森 謙二 

講義目的、講義概要 授業計画 

春学期と同様です。秋学期は、日本社会を対象として、日

本社会の｢近代｣について考えていきます。明治維新の近代

化とはどのようなものであり、どのような日本型国家、日

本型近代家族が形成されたか。戦後の日本では、どのよう

な日本型近代社会が形成されてきた、特に戦後史の展開に

力点を置きながら戦後社会の展開と、1990 年代以降の時代

の転換について話していきたいと思います。秋学期は、日

本社会を対象にした、具体的な話が多くなります。 

1. 日本社会と法･･問題の視座と日本社会の多様性 

2. 近代天皇制国家の形成と展開(1)  

3. 近代天皇制国家の形成と展開(2) 

4. 明治国家と戸籍（家と個人の掌握） 

5. 明治国家のもとでの土地制度と地方制度 

6. 日本における「近代家族」の成立 

7. イエ秩序と年功序列原理（戦前と戦後の連続性） 

8. 戦後日本法の展開(1) 戦後改革 

9. 戦後日本法の展開(2) 高度成長 

10. 戦後日本法の展開(3) 安保体制 

11. 戦後日本家族の展開(4) 高度成長期と家族 

12. 日本型近代家族の崩壊(1)－矛盾の表出 

13. 日本型近代家族の崩壊(2)－家族の個人化 

14. 家族・市場・国家－日本型福祉国家論の展開 

15. まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

(参)水林彪他編『法社会史』（山川出版社）・（テ）清水浩昭・

森謙二・岩上真珠・山田昌明『家族革命』（弘文堂）・森謙

二『墓と葬送のゆくえ』（吉川弘文館） 

試験(80%)・授業への参加(20%)などを総合的に見て、評価

します。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法心理学 a／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法心理学 a／＊＊＊＊＊ 

担当者 南部 さおり 

講義目的、講義概要 授業計画 

 この講義では、わが国で実際に起きた重大事件・事故を

素材として、その原因や予防策につき、犯罪学、医科学、

法学、社会学、教育学などの多分野にわたる、分野横断的

な科学的アプローチを試みていく。とりわけ今年度は、前

半で少年非行・犯罪に関連した内容を扱うこととする。 

 

【受講生への注意事項】 

①土曜日の午前中には相応しくない凄惨な内容の事件を

教材として扱うことが多いため、明るい話題を期待する

受講生はその点を十分考慮した上で受講して下さい。 

②授業スライドは個別事件に対する１つの見方にすぎな

いため配布やオンライン公開はしません。例外を除き、

配布物は主に判決文などの公刊されたものとします。 

③授業内容に鑑み、授業中のスマートフォンやタブレット

類など、撮影・録音機能の搭載された電子機器の使用は

一切禁止します。 

 上記事項をよく理解の上、受講の判断をして下さい。 

1.  法心理学・プロローグ 

2.  児童虐待（１）身体的虐待 

3.  児童虐待 （２）心理的虐待 

4.  少年法（１）少年事件と社会・心理 

5.  少年法（２） 神戸連続児童殺傷事件と犯罪心理・矯正

6.  少年法（３）光市母子殺人事件と被害者学 

7.  精神鑑定（１）「精神疾患」と法 

8.  精神鑑定（２）発達障害 

9.  大阪池田小学校児童殺傷事件① 

10. 大阪池田小学校児童殺傷事件② 

11. 無差別大量殺人事件／サイコパス 

12. いじめ・学校事故の心理学 

13. 犯罪捜査の心理学 

14. 性犯罪の心理学 

15. リクエスト講義 
 

※上記内容は前後ないし変更する場合がある。 

テキスト、参考文献 評価方法 

第２回目開講時に参考文献リストを配布する予定。深い理

解を得るために、特に関心のある回の授業前までに該当の

参考文献を読んでおくことを奨励する。 

平常授業時に毎回求める感想や課題などの提出物で 50％、

期末試験の結果で 50％とする。出席日数が５日未満の場合

には自動的に不可となるので、４年生は特に注意のこと。

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法心理学 b／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法心理学 b／＊＊＊＊＊ 

担当者 常岡 充子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 
この講義では，犯罪の予防・発生・捜査など，犯罪の諸

過程で活用される心理学について紹介します。 
犯罪捜査では，犯人の行動パターンをとらえ，犯人の特

徴や次の犯行を予測し，犯人を捕まえなければなりませ

ん。また，容疑者が絞られたら，その人が本当に犯人なの

か，取調べなどによって確かめなければなりません。 
このような捜査プロセスの様々な場面で，心理学の知識

が活用されています。本講義では，「犯罪を起こしやすい

人に共通の傾向はあるのか？」「犯罪者プロファイリング

はどのようにして行うのか？」「記憶を調べる鑑定とはど

のようなものなのか？」など，現在の捜査で活用されてい

る心理学の知見を紹介します。 
犯罪心理学・捜査心理学とも呼ばれるこの研究分野は，

メディアで派手に取り上げられることも多いです。しか

し，本講義を通して，実際には地道な研究に裏打ちされた

科学的な研究分野であることを伝えていきたいと考えて

います。また，警察が心理学をどのように活用しているか

を紹介することにより，科学的な手法を実社会において活

用する方法について理解を深めることを目指します。 
 

 

1.  犯罪捜査の概要 

2.  犯罪原因論① 

3.  犯罪原因論② 

4.  犯罪原因論③ 

5.  犯罪原因論④ 

6.  犯罪原因論-まとめ 

7.  捜査における心理学① 

8.  捜査における心理学② 

9.  捜査における心理学③ 

10. 捜査における心理学④ 

11. 捜査における心理学⑤ 

12. 捜査における心理学-まとめ 

13. 防犯と被害者支援① 

14. 防犯と被害者支援② 

15. 講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
大渕憲一著『犯罪心理学―犯罪の原因をどこに求めるの

か』（培風館，2006 年） 

 
期末試験の結果（70%）によって評価するが，平常授業に

おける課題レポートなどの実績（30%）も評価対象とする。
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

ドイツ法 a／ドイツ法 a／＊＊＊＊＊ 
ドイツ法 a／ドイツ法 a 

担当者 市川 須美子 

講義目的、講義概要 授業計画 

ドイツ法 a では、ドイツ法の基礎知識として、ドイツ法資

料へのアクセスのしかたを学びながら、基本法の構成・特

徴を学びます。その後、ドイツと日本で共通的問題点を抱

えている各法領域を、それぞれの解決方向の共通性と相違

点を比較しながら、分析してみたいと考えています。基本

的には公法領域が中心となりますが、教育法や社会保障

法・福祉法など社会法領域も視野に入れていきたいと思い

ます。 

 

1 講義の進め方とスケジュール 

2 ドイツ法文献へのアクセス 

3 ドイツ基本法の特徴 

4 ドイツ基本法の構造（１） 

5 ドイツ基本法の構造（２） 

6 ドイツの地方自治（１）3 層構造と 4 類型 

7 ドイツの地方自治（２）直接請求 

8 ドイツの裁判制度 

9 ドイツ教育制度と教育改革 

10 ドイツ教育裁判 

11 ドイツ親子法 

12 ドイツの児童福祉法 

13 ドイツと日本の児童虐待 

14 ドイツと日本の子ども手当 

15 まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

指定しませんが、ドイツ語辞書は必要です。 試験またはレポート 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

ドイツ法 b／ドイツ法 b／＊＊＊＊＊ 
ドイツ法 b／ドイツ法 b 

担当者 宗田 貴行 

講義目的、講義概要 授業計画 

ドイツ法は、日本の法制度が範としたものである。英米

法の影響が今日において強まっているとはいえ、現在でも

なお、ドイツ法を学ぶ意義は大いにあるといってよい。 

そこで、本講義では、ドイツの法律のうち、消費者法に

ついて、基本的事項を理解することを目的とする。 

 上記目的の達成のために、ドイツにおける消費者法の基

本的事項をできるかぎり、図、表、グラフなどを用いて分

かり易く解説する。 

 ドイツの裁判制度についての理解も必要となるので、ド

イツの裁判についてのビデオ教材も使用して解説する。 

 大学のカリキュラムは、各回の講義の予習復習に 4 時間

程度必要としている。これを前提に受講されたい。講義に

出席することは当たり前であり、これが出来ない者は、単

位を取得できない可能性が大いにある。 

 レポートは、講義に出席していれば答えられる問題に正

解できない場合には、単位を取得できないこととなるもの

である。 

１ イントロ ドイツ法を学ぶわけ 大陸法と英米法 

２ 小売店の営業時間の制限：閉店法① 

３ 小売店の営業時間の制限：閉店法② 

４ 景品規制①景品令の制定から廃止まで 

５ 景品規制②景品令の制定から廃止まで 

６ 割引規制～割引法の制定から廃止まで～ 

７ 書籍再販制度①定価販売の根拠 

８ 書籍再販制度②ポイント制との関係 

９ 不招請勧誘規制①～電話勧誘・DM～ 

10 不招請勧誘規制②～訪問販売～ 

11 不招請勧誘規制③～FAX 広告・電子メール広告～ 

12 消費者団体訴訟制度①差止請求権制度 

13 消費者団体訴訟制度②法律相談法関係の制度 

14 消費者団体訴訟制度③利益剥奪請求権制度等 

15 裁判制度～ドイツの裁判制度についてのビデオ観賞～

テキスト、参考文献 評価方法 

 
とくになし。 

 
レポート 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

フランス法 a／フランス法 a／＊＊＊＊＊ 
フランス法 a／フランス法 a 

担当者 吉井 啓子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 本講義は、フランス法の基本的な構造および歴史的な発

展過程の理解を目的とする。具体的には、ナポレオン法典

成立までのフランス法の歴史、フランスの裁判制度の特

徴、大学等での法学教育と法曹養成制度、フランス法の法

源について学ぶ。 

 毎回講義テーマに関連するトピックを取り上げ、できる

だけ具体的・多角的にフランス法のイメージをつかんでも

らうよう心がける。 

 その日の授業テーマに関する授業内小レポートを 2回実

施する（1回 10 分程度、何を見てもかまわない）。 

 

第 1回 フランス法の基本文献紹介、フランス法の基本構造

第 2回 フランス法の歴史（１）－古法時代～中間法時代

第 3回 フランス法の歴史（２）－近代法時代、民法典の

成立① 

第 4回 フランス法の歴史（３）－民法典の成立② 

第 5回 裁判制度（１）－特徴 

第 6回 裁判制度（２）－司法裁判所 

第 7回 裁判制度（３）－行政裁判所 

第 8回 裁判制度（４）－特殊な裁判所 

第 9回 裁判制度（５）－法律家の役割 

第 10 回  法学教育と法曹の養成（１）－高等教育機関に

おける法学教育 

第 11 回  法学教育と法曹の養成（２）－法曹二元 

第 12 回  法源（１）－制定法 

第 13 回  法源（２）－フランスにおける法典（Code）の

意義 

第 14 回  法源（３）－判例、学説の役割 

第 15 回  まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

レジュメを毎回配布する。 

参考文献 : 滝沢正『フランス法』（三省堂）。その他の参

考文献については、第 1回の授業時にリストを配布する。

授業内小レポート（2回）が 20％、期末試験が 80％。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

フランス法ｂ／フランス法ｂ／＊＊＊＊＊ 
フランス法ｂ／フランス法ｂ 

担当者 吉井 啓子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 本講義では、フランスの私法分野における現代的な問題

につき検討する。それらの問題の検討を通じて、フランス

私法の特質と現在における課題を理解することが、本講義

の目的である。 

 毎回講義テーマに関連するトピックを取り上げ、できる

だけ具体的・多角的にフランス法のイメージをつかんでも

らうよう心がける。 

 フランス法 aを受講していることが望ましいが、受講し

ていない場合は、あらかじめ滝沢正『フランス法』（三省

堂）などでフランス法の基本構造をおさえたうえで参加し

てほしい。 

 その日の授業テーマに関する授業内小レポートを 2回実

施する（1回 10 分程度、何を見てもかまわない）。 

 

第 1 回 家族をめぐる問題①－氏と名前 

第 2 回 家族をめぐる問題②－婚姻と PACS 

第 3 回 家族をめぐる問題③－離婚 

第 4 回 家族をめぐる問題④－相続における生存配偶者の

権利 

第 5 回 契約をめぐる問題①－契約法の特徴 

第 6 回 契約をめぐる問題②－非典型契約 

第 7 回 財産をめぐる問題①－所有権の支分権その１ 

第 8 回 財産をめぐる問題②－所有権の支分権その２ 

第 9 回 財産をめぐる問題③－区分所有その１  

第 10 回 財産をめぐる問題④－区分所有その２ 

第 11 回 財産をめぐる問題⑤－動物の法的性質 

第 12 回 財産をめぐる問題⑥－不動産物権変動 

第 13 回 担保をめぐる問題①－抵当権の現代化 

第 14 回 担保をめぐる問題②－保証人の保護 

第 15 回 まとめ 
 

テキスト、参考文献 評価方法 

レジュメを毎回配布する。 

参考文献 : 滝沢正『フランス法』（三省堂）。各回のテー

マに関係する文献については、レジュメに掲載する。 

授業内小レポート（2回）が 20％、期末試験が 80％。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

 

  

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

地域共同体法 b／地域共同体法 b／＊＊＊＊＊ 
地域共同体法 b／地域共同体法 b 

担当者 大藤 紀子 

講義目的、講義概要 授業計画 

EU域内においては、モノ・人・サービス・資本の自由

移動が実現し、通商などの経済分野を中心とするさまざま

なルール、関税、行政手続等が共通化されてきた。 

また、警察・刑事司法分野、外交安全保障分野でも加盟

国間の法の接近、相互承認、政府間協力が推進されている。

授業では、テキスト（『EU法基本判例集』）を用いな

がら、具体例の検討などを通じて、EUの各政策分野に関

して勉強する。 

＜参考文献＞ 

・庄司克宏『欧州連合』（岩波新書） 

・須網隆夫著『ヨーロッパ経済法』（新世社） 

・庄司克宏編『EU 環境法』（慶應大学出版会） 

＜条約集＞ 

・奥脇直也編集代表『国際条約集』有斐閣 

・山手・香西・松井編集代表『ベーシック条約集』東信堂

など（必携） 

１．はじめに 

２．共同市場と域内市場 

３．モノの自由移動① 

４．モノの自由移動② 

５．小まとめ 

６．人の自由移動① 

７．人の自由移動② 

８．小まとめ 

９．サービス・資本の自由移動 

10．経済政策／社会政策 

11．警察・刑事司法協力 

12．対外関係 

13．環境政策① 

14．環境政策② 

15．まとめ 

（多少の変更がありうる） 

テキスト、参考文献 評価方法 

・中村民雄・須網隆夫編『EU法基本判例集』（第２版 日

本評論社） 

小テストおよびレポートによる評価。 

 



36 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

外国法講読Ⅰ／外国法講読Ⅰ／外国書講読Ⅰ 
外国法講読Ⅰ／外国法講読Ⅰ 

担当者 神馬 幸一 

講義目的，講義概要 授業計画 
This course aims to give students an understanding of the 
principles and practice of U.S. law. 
 
Course Description: 
This course is an introduction to the U.S. legal system that 
reviews the fundamentals of the U.S. legal system, 
including an overview of the U.S. Constitution, federalism, 
the structure and function of courts, sources of legal 
authority and common law methodology. This course 
should be taken by any student interested in practicing law 
internationally since it will introduce concepts and 
terminology familiar to Anglo-American. 
 
As it is expected to be a small class, active questions and 
comments by students are welcome. Because no one 
textbook will be used for this course but rather a diverse 
range of readings from reports, books and journal 
publications, readings for each lecture will be prepared and 
distributed to students one week before each lecture. 

1. Introduction 

2. A short commentary on U.S. law. 

3. Differences between Common Law and Civil Law 

4. History of American Common Law 

5. Stare Decisis 

6. Courts of Equity 

7. The State Court System 

8. The Federal Court System 

9. An Introduction to the U.S. Constitution 

10. Bill of Rights 

11. Differences between civil and criminal law in the 

U.S.A. 

12. An Introduction to the U.S. Criminal Law 

13. Trial by Jury in Criminal Cases 

14. An Introduction to the U.S. Civil Law (Contract, Tort 

and Property) 

15. Trial by Jury in Civil Cases 

テキスト，参考文献 評価方法 

There is no required textbook for this class; all materials 
will be provided in print form. 

Evaluation for this course is by participation (20%) and 
some required assignments (80%). Students who miss 
more than three classes will automatically receive a low 
grade, regardless of the quality of their work. 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

外国法講読Ⅱ／外国法講読Ⅱ／外国書講読Ⅱ 
外国法講読Ⅱ／外国法講読Ⅱ 

担当者 神馬 幸一 

講義目的，講義概要 授業計画 
This course aims to give students a broad overview of the 
academic field “Law and Bioethics”. We will look not only at 
the evolution of the bioethical issues themselves, but also 
the legal measures which have been enacted to address 
them. 
 
Course Description: 
The instructor’s academic concern is to provide a 
foundation for legal analysis of the most durable bioethical 
issues that have consistently found themselves at the 
center of the public debate over the last quarter of a 
century. The focus of the instructor’s study is on the legal 
issues, and primarily addresses issues that have found 
their way into the courts, legislatures, administrative 
agencies. 
 
The course is not theory-based, but aims to give students a 
variety of perspectives on the problems. Students are 
expected to familiarize themselves with a wide range of 
current information, and to be able to see the merit and 
demerit to which this information may be put. 

1. Introduction 

2. What is “Law and Bioethics” 

3. When did the Field “Bioethics” originate? 

4. A multitude of methods for “Bioethics” (1) 

5. Cont. (2) 

6. How does “Law and Bioethics” differ from other “Law 

Ands”? (1) 

7. Cont. (2) 

8. What is taught and published in the field “Law and 

Bioethics”? 

9. Cont. (2) 

10. Too much rights talk? (1) 

11. Cont. (2) 

12. An Illustration: Life support for noncompetent 

patients. (1) 

13. Cont. (2) 

14. Cont. (3) 

15. Cont. (4) 

テキスト，参考文献 評価方法 

Alexander Morgan Capron & Vicki Michel, 
Law and Bioethics, 
27 Loy. L. A. L. Rev. 25 (1993). 

Evaluation for this course is by participation (20%) and 
some required assignments (80%). Students who miss 
more than three classes will automatically receive a low 
grade, regardless of the quality of their work. 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

外国法講読Ⅱ／外国法講読Ⅱ／外国書講読Ⅱ 
外国法講読Ⅱ／外国法講読Ⅱ 

担当者 木藤 茂 

講義目的、講義概要 授業計画 

ドイツ語・ドイツ文法の基礎的知識のある学生を対象と

して、ドイツの法学に関するドイツ語の文献を講読するこ

とを通じて、ドイツ法さらには日本法の理解を深めること

を目的とします。 
具体的な文献については、これまでの実績からすれば、

ドイツの法学部生向けの入門書、ドイツの公法（憲法・行

政法）分野の教科書・論文、政府機関等の報告書といった

ものの抜粋になると思います。 
 

※ この講義は、ドイツ語で書かれたドイツの法学に関

する基礎的な学術文献を講読するものです。 
したがって、ドイツ語未修者など、ドイツ語の基礎

文法を一通り終えていない方には、受講を認めません。

また、この講義は、語学としてのドイツ語の文法や

会話の講義ではないので、ドイツ語の能力の向上のみ

を目的とする方は、受講をご遠慮ください。 
他方、語学としてのドイツ語の能力がいくら優れて

いる場合であっても、出席や輪読等の講義への参加が

不十分と認められる場合には、単位は認定しませんの

で、この点も併せて留意してください。 

 
１．ガイダンス 
２．～ １５． 受講者が主体となって、文献の輪読を

行います。 
 
 
※ ドイツ語の文献の講読の前提となるドイツ語・ドイツ

文法の基礎的知識があるかどうかについて、初回のガイ

ダンスの際に、ごく簡単な確認を行います。 

テキスト、参考文献 評価方法 

開講時のガイダンスの際に、受講者の語学能力や関心を

確認した上で、文献のコピーを配布します。 

受講者は例年 5 名程度ですので、毎回の出席を“前提”

とした上で、予習・理解の度合い（60％）と質問・議論等

による参加の度合い（40％）を基に総合的に評価します。
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

憲法・統治／憲法・統治／憲法・統治 
憲法Ⅲ／憲法Ⅲ 

担当者 大藤 紀子 

講義目的、講義概要 授業計画 

憲法の統治機構についての理解を深める。憲法総論と密

接に関わるため、事前に憲法Ⅰないし憲法入門の講義を履

修すること。 

論点毎に、講義・教科書・参考文献・判例集を参考に、

各自ノート整理をすること。 

 

（テキストの内容を理解し、ノートをまとめる際、参考に

すべき文献） 

＜参考文献＞ 

・山内敏弘編『新現代憲法入門』（法律文化社） 

・野中俊彦他『憲法Ⅰ』（有斐閣） 

・辻村みよ子『憲法』（日本評論社） 

＜判例集＞ 

・芦部信喜・高橋和之編『憲法判例百選Ⅰ』（有斐閣） 

・右崎正博・浦田一郎編『基本判例 憲法』（法学書院） 

・植野・佐藤編『憲法判例205』（発行・編集工房球） 

（発売・学陽書房） 

＜小型六法＞（必携） 

１．はじめに 

２．権力分立制 

３．国民主権と国民代表制 

４．参政権 

５．選挙制度と政党制 

６．国会の地位・組織・権限 

７．衆議院の解散 

８．小まとめ 

９．行政権と内閣 

10．議院内閣制 

11．司法の概念・限界 

12．裁判所の組織と権限 

13.  〃 

14．違憲審査制 

15．まとめ  

 

（多少の変更がありうる） 

テキスト、参考文献 評価方法 

・芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』（岩波書店） 

・大津浩他『憲法四重奏』（有信堂高文社） 

試験期間中の論述試験の結果による評価を予定。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

憲法・発展／憲法・発展／憲法・発展 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 古関 彰一 

講義目的、講義概要 授業計画 

すでに、憲法の人権、統治機構を学んでこられた学生に憲

法の重要かつ特殊なテーマを講義することを目標として

います。今年度は、いま問題になっている「安全保障」で

す。しかし、日本でよく知られている「安全保障」、実は、

「国家安全保障」という軍事を中心とした安全保障です

が、これのみではなく、かなり、広い視野から授業を進め

ます。 

 

以下の二つのテキストを使って、前半は、この近代 200 年

の安全保障の概念を講じ、後半は、この 50 年間の国家安

全保障を日本を中心に講じます。 

１ 開講にあたって（なぜ、いま「安全保障」か） 

２ さまざまな「安全保障」 

３ 「安全保障」と「安全」さらには「危険」 

４ 近代国家の安全保障・・・安全保障の始まり 

５ 安全保障・・・個人から社会へ 

６ ベンサム（安全保障）とカント（平和） 

７ 国家による国家安全保障国家の誕生 

８ 戦争形態の変化と軍隊の民営化 

９ 基地ではなく「施設及び区域」の誕生（沖縄の場合）

１０ 新しい安全保障構想 

１１ 日本国憲法の平和主義と安全保障 

１２ 日米安全保障体制 

１３ 警察予備隊、保安隊、そして自衛隊 

１４ 日米同盟下の有事法制 

１５ 閉講にあたって・・・安全保障とは何か 
 

テキスト、参考文献 評価方法 

古関彰一『安全保障とは何か』（岩波書店、2013年）、古関

彰一『「平和国家」日本の再検討』（岩波現代文庫、2013年）

 

試験期間中に2000字から2500字のレポートを提出してい

ただく。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

行政法Ⅰ／行政法Ⅰ／行政法Ⅰ 
行政法Ⅰ／行政法Ⅰ 

担当者 夛賀谷 一照 

講義目的、講義概要 授業計画 

行政法の基礎的知識を取得することを目指す。 

行政法は、行政法総論と行政争訟法からなるが、本学では

行政法総論を行政法Ⅰ、Ⅱで、行政争訟法を行政法Ⅲで講

義する。 

行政行為を中心とする行政法理論は、体系的に完成してお

り、諸君はまずそれの基本構造を学ばなければならない。

その上で、行政手続法など新たな要素を理解することが必

要である。 

行政法Ⅰでは、総論として、行政組織法概論と行政争訟法

（行政行為と取消訴訟との関連に限り）をも合わせて講義

する。 

１、 始めに 

２、 行政と行政法 

３、 法律による行政の原理 

４、 行政法の一般原則 

５、 公法と私法 

６、 行政組織法（１） 

７、 行政組織法（２） 

８、 行政立法 （１） 

９、 行政立法 （２） 

１０、行政行為論 

１１、行政行為と行政訴訟 

１２、行政行為の種類 

１３、行政行為の効力 

１４、行政行為と瑕疵 

１５、行政行為の取消と撤回 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

櫻井・橋本「行政法」弘文堂 
 

授業中レポートもしくは小テストを行う。 
最終試験と合わせて評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

行政法Ⅱ／行政法Ⅱ／行政法Ⅱ 
行政法Ⅱ／行政法Ⅱ 

担当者 夛賀谷 一照 

講義目的、講義概要 授業計画 

行政法Ⅱでは、行政法Ⅰを受けて、行政法総論を講義する。

行政行為以外の非権力行政、行政強制の部分が中心とな

る。 

行政作用法と行政救済法の関わりを、判例を通じて明らか

にするほか、情報法制との関わりも論じる。 

 

１、 はじめに 

２、 行政裁量論（１） 

３、 行政裁量論（２） 

４、 行政契約 

５、 行政指導（１） 

６、 行政指導（２） 

７、 行政計画 

８、 行政調査 

９、 行政強制総論 

１０、代執行・行政上の強制徴収 

１１、直接強制・即時強制 

１２、行政罰 

１３、行政手続法（１） 

１４、行政手続法（２） 

１５、行政と情報 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

櫻井・橋本「行政法」弘文堂 授業中レポートもしくは小テストを行う。 
最終試験と合わせて評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

行政法Ⅲ／＊＊＊＊＊／行政法Ⅲ 
行政法Ⅲ／＊＊＊＊＊ 

担当者 木藤 茂 

講義目的、講義概要 授業計画 

「行政法Ⅲ」では、「行政法Ⅰ・Ⅱ」を通して得られた

行政法総論・行政作用法の基礎的な理解を前提として、行

政救済法の分野の基本的な（法）制度について概説します。

行政救済法では、行政の様々な活動に伴って生じる諸問

題に対して私たちの側からはどのような形で法的に争う

ことができるのか、ということが主題になるわけですが、

そこでは同時に、行政法総論で学んだ行政法の基本的考え

方や基礎概念が具体的な場面でどのように実際上の論点

になるのか、ということに触れることになるはずです。し

たがって、現実の行政活動に触れる機会がほとんどない学

生のみなさんにとっては、「行政法Ⅲ」まで学んで初めて

「行政法Ⅰ・Ⅱ」で学んできたことの意味をようやく実感

できるようになる、と言っても過言ではないでしょう。 
このような講義の目的・内容から、「行政法Ⅰ・Ⅱ」を

履修済であることを当然の前提として講義を行います。 
なお、この講義では、単なる知識の丸暗記ではなく自ら

の頭で理解しそれを基に適切な概念を用いて自らの言葉

で表現するという、高校までとは違った“大学での学問”

というものを意識し実践してもらうことにも重点を置き

ますので、こうした趣旨を十分に認識した上で講義に臨ん

でください。 

１．ガイダンス 
２．行政救済法の全体像 
３．行政上の不服申立て① 
４．行政上の不服申立て② 
５．行政訴訟①（行政事件訴訟法の沿革と特色） 
６．行政訴訟②（訴訟類型） 
７．行政訴訟③（取消訴訟の訴訟要件①：処分性） 
８．行政訴訟④（取消訴訟の訴訟要件②：原告適格等）

９．行政訴訟⑤（取消訴訟の審理、判決、執行停止） 
１０．行政訴訟⑥（その他の抗告訴訟） 
１１．行政訴訟⑦（当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟） 
１２．国家賠償① 
１３．国家賠償② 
１４．損失補償、国家補償の谷間 
１５．まとめ 
 
※ 講義は、教科書等も適宜参照しますが、基本的には、

教員が作成するレジュメの流れに沿って行います。 
  レジュメは、「獨協大学ポータルサイト」から各自で

予めダウンロード・印刷して教室に持参してもらいます

が、詳細はガイダンスで説明します。 

テキスト、参考文献 評価方法 

「行政法Ⅰ・Ⅱ」で使った教科書等を引き続き使ってい

ただいて構いませんが、詳細はガイダンスで説明します。

学期末の筆記試験（100％）により評価します。 
ただし、受講人数によっては、学期末試験を受験するた

めの“要件”としてのレポートを課すことも考えています。

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

比較公法／比較公法／＊＊＊＊＊ 
比較公法／比較公法 

担当者 成嶋 隆 

講義目的、講義概要 授業計画 

【講義目的】 

 「公法」のうち「憲法」について、それぞれの国家社会

が独自の憲法の歴史を持ち、独自の憲法問題に直面してい

るということを理解させることを目的とする。 

【講義概要】 

 初回に比較憲法学の基礎について概説した後、2～13回

は主要国における憲法の歴史と現在的課題について解説

する。終盤の14・15回は、諸外国との比較の中で日本憲法

史を概観し、現行憲法の特徴について解説する。 

【その他、履修上の注意】 

 憲法科目を履修していることが望ましい。 

 六法（小型のもので可）は毎回の講義に必ず持参するこ

と。 

 各回の講義テーマは次のとおりである。 

  1 比較憲法学への導入  

2～3 イギリス憲法の歴史と現在(1)(2) 

 4～6 アメリカ憲法の歴史と現在(1)(2)(3) 

 7～8 カナダ憲法の歴史と現在(1)(2) 

 9～11 フランス憲法の歴史と現在(1)(2)(3) 

 12～13 ドイツ憲法の歴史と現在(1)(2) 

 14 比較の中の日本憲法(1)―日本憲法史 

 15 比較の中の日本憲法(2)―日本国憲法の特徴 
  

テキスト、参考文献 評価方法 

【テキスト】 指定しない。講義は、別に用意する講義レ

ジュメおよび講義資料により行う。 
【参考文献】 随時紹介する。 

2 回の小テストおよび学期末に実施する筆記試験により総

合的に評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

租税法 a／＊＊＊＊＊／租税法 a 
租税法 a／＊＊＊＊＊ 

担当者 石村 耕治 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

税金は、私たちのくらしと密接に関連しています。勤め

人になり給与を得たり、事業をはじめた場合、住宅を売っ

て収入を得た場合、さらには家族の者が亡くなり財産を相

続することになった場合など、私たちは、常に税金のこと

を考えなければなりません。 

 税金については、大きく分けて、次の三つの観点から

学ぶことができます。一つは、会計学の観点からです。一

般に、商学部や経営学部などで、「税務会計」の科目とし

て開講されています。二つ目は、財政学の観点からです。

経済学部などで、「財政学」または「租税論」の科目とし

て開講されています。そして、三つ目は、法律学の観点か

らです。一般に、法学部で、「租税法」または「税法」の

科目として開講されています。 

租税法は、大きく①実体税法（租税実体法）と②手続税

法（租税手続法）に分けることができます。 

法学部学生諸君には、この｢租税法 a｣の講義においては、

法律学の観点から、税金の種類、租税法に関するさまざま

な制度や原理などについて広く学んでもらいます。加え

て、所得税の確定申告、不服申立制度や税務争訟など手続

税法についても学んでもらいます。実例を示して、できる

だけわかりやすく講義します。 

 

１．税法の基礎知識を学ぶ  

２．国税と地方税、税金の類型 

３．租税法の基本原理 

４ 「所得」とは何か、「租税」の法的定義とは  

５．超過累進税率、課税単位  

６．課税庁の仕組み、課税庁保有情報の開示、課税庁職 

員の守秘義務 

７．税理士制度、課税庁の納税者サービススタンダード 

８．個人企業と法人企業の税金  

９．消費税のあらまし  

１０．相続・贈与の税金のあらまし  

１１．その他の国税のあらまし、 

１２．住民税のあらまし  

１３．租税確定手続： 申告納税、賦課課税、自動確定、

１１４．税務調査、更正、決定、再更正、更正の請求、推 

計課税、附帯税 

１５．納税者救済制度：不服申立て、税務争訟、 

テキスト、参考文献 評価方法 

石村耕治編『現代税法入門塾〔第７版〕』（2014 年、清

文社） 

①期末試験～80%(論述試験)、②平常授業への参加度など

～20％ 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

租税法 b／＊＊＊＊＊／租税法 b 
租税法 b／＊＊＊＊＊ 

担当者 石村 耕治 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

「租税法 a」に続いて、「租税法 b」の講義では、所得

税を中心に実体税法について詳しく学んでもらいます。所

得税法は所得の種類を１０種類に区分して課税していま

す。それぞれの所得の特徴、課税の仕方、さらには、所得

控除や税額控除などの仕組みについて学んでもらいます。

また、申告納税（確定申告）と年末調整の仕組みとの関

係などについても学んでもらいます。 

授業では、実例を示して、できるだけわかりやすく講義

します。所得税の基礎をしっかり学んで、将来に役立てて

ください。 

 
１．所得税とはどのような税金か  
２．所得税の納税義務者と所得税のかかる範囲  
３．所得税のかからない所得とは  
４．申告所得税と源泉所得税 
５．所得税計算と基本的な仕組み、所得税の種類とその 

計算の仕方  
６．所得税の課税方法：総合課税と分離課税  
７．給与所得、事業所得、不動産所得  
８．利子所得、配当所得、退職所得  
９．山林所得、譲渡所得、  
１０．一時所得、雑所得  
１１．青色申告、損益通算、平均課税  
１２．所得控除  
１３．税額控除  
１４．確定申告と年末調整 
１５．レビュー 

テキスト、参考文献 評価方法 

石村耕治編『現代税法入門塾〔第７版〕』（2014 年、清

文社） 

①期末試験～80%(論述試験)、②平常授業への参加度など

～20％ 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

地方自治法 a／＊＊＊＊＊／地方自治法 a 
地方自治法 a／＊＊＊＊＊ 

担当者 夛賀谷 一照 

講義目的、講義概要 授業計画 

地方自治法について、その組織と運営の基本的な仕組みを 

国の制度との対比をしつつ講義し、住民として自治体の下 

で市民生活を送る上で知っておくべき諸点を明らかにす 

る。  

地方分権化の方向の中で、地方自治法制は大きな変容を迎 

えており、その動向も可能な限りで授業に盛り込む。   

１、地方自治の仕組み  

２、地方自治と法、外国制度との比較 

３、地方公共団体の権能  

４、地方公共団体の事務  

５、国と地方公共団体の関係  

６、条例と規則（１）  

７、条例と規則（２）  

８、住民の地位・権利 

９、情報公開・個人情報保護 

１０、直接請求、住民訴訟（１） 

１１、直接請求、住民訴訟（２）  

１２、地方公共団体の組織（１） 

１３、地方公共団体の組織（２）  

１４、公の施設  

１５、まとめ   

テキスト、参考文献 評価方法 

講義の初回に指示する 毎回レジメを配布する。 
授業中レポートもしくは小テストを行う。 最終試験と合

わせて評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

地方自治法 b／＊＊＊＊＊／地方自治法 b 
地方自治法 b／＊＊＊＊＊ 

担当者 市川 須美子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

 地方自治体を実際に動かしている公務員についての法

制度を概説する。行政機関における公務員の位置付け、相

互関係などをみたあとで、公務員関係における法紛争を判

例を素材に検討したい。基本的に、公務員のライフサイク

ルにそって、任用、服務、昇格・転任、派遣、懲戒・分限、

離職という順に検討する予定です。判例を素材とするの

で、行政法Ⅲの履修が望ましい。 

  

(1) 講義の進め方と概要 

(2) 公務員とは？ 臨時職員問題 

(3) 公務員の任用 

(4) 外国人の公務員任用・昇格 

(5) 公務員の服務 

(6) 公務員の昇格・転任 

(7) 公務員の派遣 

(8) 公務員の懲戒・分限（１） 

(9) 公務員の懲戒・分限（２） 

(10) 公務員と職務命令 

(11) 公務員と市民的自由（1） 

(12) 公務員と市民的自由（2） 

(13) 公務員と労働基本権 

(14) 公務員の離職 

(15) まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
兼子仁｢地方公務員法｣北樹出版、２００６年 

 
受講者の状況をみてレポート・試験などを組み合わせま

す。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

教育法 a／＊＊＊＊＊／教育法 a 
教育法 a／＊＊＊＊＊ 

担当者 市川 須美子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 
 教育法は、教育の場で生じるさまざまな問題を、法的視

点から、つまり、権利・義務関係の視点から整理して、教

育問題の分析･解決を提起してゆく法分野です。例えば、

いじめを素材にする場合、いじめをなくす方法の考察、あ

るいは、いじめの構造分析をするのではなく、いじめ裁判

の分析を通じて、学校・教師のいじめに対応する最低限の

法的義務を明らかにするというアプローチです。現在、学

校でも、家庭でも、子どもに対する人権侵害が多発してい

ます。教師の体罰で子どもが心身に重大な被害を受ける事

例もあとを絶たないし、統計的には減少しているとされて

いたいじめも、むしろ、学校では常態化しており、いじめ

裁判は増加しています。この講義では、学校での子どもの

人権侵害についての具体的な裁判事例を、体罰、いじめ、

生活指導、校則、学校教育措置、教育情報に分類して、法

的に分析し、教育法の考え方と現時点での理論的到達点を

入門的に解説します。 

 
1 学校における子どもの人権侵害――問題化の経緯と

分類 
2 学校事故裁判と学校教育裁判 
3 体罰裁判とその特徴――体罰裁判の判例動向 
4 体罰裁判の新しい展開 
5  生活指導とその法的限界 
6  いじめと裁判――中野富士見中事件といわき小川中

事件 
7 いじめ自殺と予見可能性―― 
8 いじめ調査・報告義務訴訟 
9  丸刈り校則裁判 
10 修徳高校パーマ校則裁判 
11 都立高校原級留置き訴訟 
12 信教の自由と学校教育――エホバの証人退学事件 
13 内申書･指導要録開示訴訟 
14 教育情報公開訴訟―学力テスト結果公開請求事件 
15 まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
 テキストは指定しませんが、講義時に教育関係の小六法

を携行してください。 

 
 試験 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

教育法 b／＊＊＊＊＊／教育法 b 
教育法 b／＊＊＊＊＊ 

担当者 市川 須美子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 教育法の現代的問題状況の把握(教育法ａ)を前提に、教

育法のより体系的な理解のために、自主性擁護的教育裁判

を通じての教育法学形成と教育と国家との基本的な関係

のあり方を検討します。次に、教育法の基礎概念である教

育人権、子どもの学習権、親の教育権、教師の教育の自由、

住民の教育権を、教育裁判を素材に解説します。最後に、

2006 年教育基本法改正とその後の教育法状況を分析しま

す。 

 

1  戦後教育改革と憲法・教育基本法法制 

2  逆コースの教育改革 

3  教科書裁判（１） 

4  教科書裁判（２） 

5  最高裁学テ判決 

6  障害児の学習権――特殊学級入級処分取消訴訟 

7  子どもの市民的自由――内申書裁判 

8  親の教育権――日曜日訴訟 

9  親の教育権――七尾養護学校事件 

10 教師の教育の自由――伝習館高校事件 

11 教師の教育の自由と日の丸･君が代最高裁判決 

12 新任教師と分限処分 

13 住民の教育権――教育委員会制度と教育 

14 教育基本法改正と教育法制 

15 まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
 テキストは指定しませんが、講義時に教育関係の小六法

を携行してください 

 
 試験 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

民法Ⅱ（債権各論）／民法Ⅱ（債権各論）／民法Ⅱ（債権各論）

民法Ⅳ／＊＊＊＊＊ 
担当者 納屋 雅城 

講義目的、講義概要 授業計画 

 民法は、不動産の購入と住宅ローン、借金の連帯保証、

マンションの貸し借り、ケガをさせられたときの損害賠

償、結婚や相続など、私たちの日常生活に直接に関係して

くる身近な法律である。 
 この授業では、民法のうち「債権各論」と呼ばれる部分、

すなわち民法典の「第三編 債権」の「第二章 契約」（民

法 521 条～696 条）、「第三章 事務管理」（民法 697 条～

702 条）、「第四章 不当利得」（民法 703 条～708 条）、「第

五章 不法行為」（民法 709 条～724 条）に関連する条文・

判例（裁判所の立場）・学説を取り上げて説明をしていく。

 
［注意］ 
 履修登録にあたっては、講義内容を正確に理解するため

に、（単に「授業に出ていた」というのではなく）「民法入

門」および「民法Ⅰ」の単位を取得済みであることを強く

推奨する。 
 なお授業に出席する際には、教科書と2015年版の六法

（民法が載っていれば、種類や出版社は問わない）を必ず

持参すること。 

 1. ガイダンス 

 2. 契約の成立、契約の効力① 

 3. 契約の効力②、契約の解除 

 4. 贈与、売買① 

 5. 売買② 

 6. 消費貸借、使用貸借、賃貸借① 

 7. 賃貸借② 

 8. その他の典型契約 

 9. 一般不法行為① 

10. 一般不法行為② 

11. 一般不法行為③ 

12. 特殊不法行為 

13. 不法行為の効果 

14. 事務管理、不当利得 

15. 全体のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

藤岡康宏ほか『民法Ⅳ 債権各論［第 3 版補訂］（有斐閣

Ｓシリーズ）』（有斐閣、2009 年）。なお、講義開始日まで

に改訂版が出版されたときは、改訂版を使用する。 

定期試験（100%）によって評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

民法Ⅲ（担保物権・債権総論）（3 学科共通） 
民法Ⅲ／民法Ⅲ 

担当者 遠藤 研一郎 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

債権総論（民法 399 条～520 条）および担保物権（民

法 295 条～398 条の 22）について解説する。範囲が広

いため、限られた時間の中で全分野を網羅的に取り上

げることは困難である。重要なポイントに絞って解説

する予定である。 

 この分野は、取引実務上も重要な「債権回収」の側

面が強い分野である。基礎的な知識もさることながら、

生きた債権回収法を学び、民法を使いこなせるように

なってもらいたい。 

 なお、授業は、毎回の予習・復習を前提として進め

る。 

 

１．ガイダンス 

２．総説 

３．弁済 

４．債務不履行Ⅰ 

５．債務不履行Ⅱ 

６．債権譲渡 

７．相殺 

８．責任財産の保全 

９．保証 

10．多数当事者の債権関係 

11．抵当権Ⅰ 

12．抵当権Ⅱ 

13．質権 

14．法定担保物権 

15．非典型担保 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

内田貴『民法Ⅲ（債権総論・担保物権）』（東京大学出

版会） 
期末テストによって評価する。ただし、任意提出のレ

ポートを受け付ける（テーマや提出方法等については、

初回の授業で指示する）。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

民法Ⅳ（親族法）／＊＊＊＊＊／民法Ⅳ（親族法） 
民法Ⅴ／＊＊＊＊＊ 

担当者 志村 武 

講義目的、講義概要 授業計画 

民法はわれわれの日常生活に最も密接に関係している

法律といえるが、なかでも親族法は、われわれが「おぎゃ

ー」とこの世に生をうけた段階で、好むと好まざるとにか

かわらず、そこにすでに親子の関係が存在することからも

明らかなように、まさにわれわれが生まれてから亡くなる

までの人生や生活や人間関係そのものに直結している法

領域である。 

この親族法の講義では、民法典の条文の順序に従って、

親族法総則、婚姻、離婚、親子、未成年後見、成年後見制

度、扶養について重要事項を具体的な事例を考えながら学

んでいく。 

相続法は親族法上の概念を前提にして成り立っており、

親族法と相続法の両方を学んではじめて家族に関する法

である家族法を一通り学んだことになるので、民法Ⅳ（親

族法）の履修者はその応用科目として民法Ⅴ（相続法）も

履修することが望ましい。 

 

1.  この授業で何を学ぶか    

2.  親族法総則 

3.  婚姻(1)    

4.  婚姻(2)    

5.  婚姻(3)    

6.  婚姻(4)    

7.  婚姻(5) 

8.  離婚     

9.  親子(1)    

10. 親子(2) 

11. 親子(3)    

12. 親権と未成年後見制度(1)    

13. 親権と未成年後見制度(2)    

14. 成年後見制度    

15. 扶養    

テキスト、参考文献 評価方法 

田山輝明著『事例で学ぶ 家族法（第３版）』 

（法学書院） 

原則として学期末試験によるが、平常点として毎回の受講

者の受講態度を加味することもありうる。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

民法Ⅴ（相続法）／＊＊＊＊＊／民法Ⅴ（相続法） 
法律学特講（相続法）／＊＊＊＊＊ 

担当者 志村 武 

講義目的、講義概要 授業計画 

民法はわれわれの日常生活に最も密接に関係している

法律といえるが、なかでも親族法は、われわれが「おぎゃ

ー」とこの世に生をうけた段階で、好むと好まざるとにか

かわらず、そこにすでに親子の関係が存在することからも

明らかなように、まさにわれわれが生まれてから亡くなる

までの人生や生活や人間関係そのものに直結している法

領域である。 

相続法はこのような親族法を基礎にした死者の財産承

継に関する法領域である。 

この相続法の講義では、親族法で学んだことを基礎とし

て、親族法と関連させながら、民法典の条文の順序に従っ

て、相続人、相続の効力、相続の承認・放棄、財産分離、

相続人の不存在、遺言、遺留分について重要事項を具体的

な事例を考えながら学んでゆく。相続法は親族法上の概念

を前提にして成り立っており、親族法と相続法の両方を学

んではじめて家族に関する法である家族法を一通り学ん

だことになるので、民法Ⅴ（相続法）の履修者はすでに民

法Ⅳ（親族法）を履修していることが望ましい。 

 

1.  この授業で何を学ぶか    

2.  相続法総則    

3.  相続人(1)    

4.  相続人(2)    

5.  相続の効力(1)    

6.  相続の効力(2)    

7.  相続の効力(3) 

8.  遺産分割 

9.  相続の承認・放棄、財産分離、相続人の不存在   

10. 遺言(1) 

11. 遺言(2)    

12. 遺贈(1)    

13. 遺贈(2)    

14. 遺留分(1)    

15. 遺留分(2)    

テキスト、参考文献 評価方法 

田山輝明著『事例で学ぶ 家族法（第３版）』 

（法学書院） 

原則として学期末試験によるが、平常点として毎回の受講

者の受講態度を加味することもありうる。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

会社法Ⅰ／会社法Ⅰ／会社法Ⅰ 
会社法／会社法 

担当者 大川 俊 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

 会社法は、会社の設立、組織、運営及び管理について規整

し、企業社会において生じる諸問題に対して法的な解決手段

を提供する法律です。 

 

 本講義（及びこれに続く会社法Ⅱ）では、会社法を体系的に

理解すること目的として、会社の概念や種類、株式会社の基本

的特質等を確認した上で、設立、株式、資金調達に関する諸

問題を解説します。その際、重要判例や重要論点の考察、旧

商法との比較、時事問題の検討等も行います。 

 

 本講義を通じて、会社法が企業社会において果たす役割を

イメージし、株式会社制度が受講生の皆さんにとって身近なも

のとなることを期待します。 

 

 

 1.  会社法の意義、目的 

 2.  会社の概念、種類 

 3.  株式会社の基本的特質(1) 

 4.  株式会社の基本的特質(2)  

 5.  設立(1) ： 概要、定款の記載事項、変態設立事項 

 6.  設立(2) ： 払込みの仮装、設立中の法律関係 

 7.  株式(1) ： 株式の意義、株主の権利義務 

 8.  株式(2) ： 株主平等の原則、利益供与 

 9.  株式(3) ： 株式の内容と種類 

10.  株式(4) ： 株券、株主名簿 

11.  株式(5) ： 株式の譲渡等 

12.  株式(6) ： 自己株式、単元株式制度 

13.  資金調達(1) ： 募集株式の発行 

14.  資金調達(2) ： 新株予約権 

15.  資金調達(3) : 社債等 

テキスト、参考文献 評価方法 

 教科書として、西脇敏男監修・永田均編著『会社法講義』（八

千代出版、2014 年）を指定します。また、適宜補足のレジュメを

配布します。その他の参考書は講義中に紹介します。 

 

 学期末の筆記試験（100％）により評価します。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

会社法Ⅱ／会社法Ⅱ／会社法Ⅱ 
会社法／会社法 

担当者 大川 俊 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

 会社法は、会社の設立、組織、運営及び管理について規整

し、企業社会において生じる諸問題に対して法的な解決手段

を提供する法律です。 

 

 本講義では、会社法Ⅰに続く内容として、機関、組織再編、

計算に関する諸問題を解説します。その際、重要判例や重要

論点の考察、旧商法との比較、時事問題の検討等も行いま

す。 

 

 本講義を通じて、会社法が企業社会において果たす役割を

イメージし、株式会社制度が受講生の皆さんにとって身近なも

のとなることを期待します。 

 

 

 1.  機関総説 

 2.  株主総会(1) 

 3.  株主総会(2) 

 4.  取締役、取締役会、代表取締役(1)  

 5.  取締役、取締役会、代表取締役(2) 

 6.  取締役、取締役会、代表取締役(3) 

 7.  監査役（会）、会計監査人、会計参与 

 8.  監査等設置会社、取締役会非設置会社 

 9.  役員等の義務 

10.  役員等の責任 ： 対会社責任、対第三者責任 

11.  株主代表訴訟 

12.  組織再編(1) ： 事業譲渡、合併 

13.  組織再編(2) ： 会社分割、株式交換、株式移転 

14.  会社の計算(1) ： 概要、資本金等 

15.  会社の計算(2) ： 剰余金の配当 

テキスト、参考文献 評価方法 

 教科書として、西脇敏男監修・永田均編著『会社法講義』（八

千代出版、2014 年）を指定します。また、適宜補足のレジュメを

配布します。その他の参考書は講義中に紹介します。 

 

 学期末の筆記試験（100％）により評価します。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

会社法Ⅰ／会社法Ⅰ／会社法Ⅰ 
会社法／会社法 

担当者 吉川 信將 

講義目的、講義概要 授業計画 

 この講義では、経済社会の中で大きな役割を担う会社の

組織・運営を規律する会社法について、会社法Ⅱとあいま

って、全体像を把握することを目的とする。 

 会社法を含め、商法関連法規は私法の一般法である民法

の特別法に当る。民法には個人の日常生活に密接に関連す

る規定も多いのに対し、会社法は学生の殆どにとって直接

的関係がないためイメージが湧きにくいものとなってい

る。条文も極めて技術的であり、複雑化している。そのた

め、いたずらに細部にまで立ち入るのではなく、その骨格

となる部分を中心に論じる。 

 なお、会社法に関連するニュースがある場合には、出来

るだけそれを紹介・解説する。 

1．ガイダンス、商法における会社法の位置（１） 

2．商法における会社法の位置（２） 

3．商法における会社法の位置（３） 

4．企業を巡るステークホルダーと企業形態（1） 

5．企業を巡るステークホルダーと企業形態（２） 

6．企業を巡るステークホルダーと企業形態（３） 

7．株式会社の存在意義と会社法の目的（１） 

8．株式会社の存在意義と会社法の目的（２） 

9．株式会社の基本原則（１） 

10．株式会社の基本原則（２） 

11．コーポレート・ガバナンス－経営の決定と責任（１）

12．コーポレート・ガバナンス－経営の決定と責任（２）

13．コーポレート・ガバナンス－経営の決定と責任（３）

14．コーポレート・ガバナンス－経営の決定と責任（４）

15．講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

シラバス作成時点では平成 26 年改正会社法を反映すべく

改訂作業中の書籍が多いため、テキストは開講時に指定す

る（場合によっては、テキストではなくレジュメを使用す

る）。改正会社法が載っている六法持参のこと。 

評価方法：期末試験の結果をベースに受講姿勢等を斟酌し

て判断する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

会社法Ⅱ／会社法Ⅱ／会社法Ⅱ 
会社法／会社法 

担当者 吉川 信將 

講義目的、講義概要 授業計画 

 この講義では、経済社会の中で大きな役割を担う会社の

組織・運営を規律する会社法について、会社法Ⅰに引き続

き、全体像を把握することを目的とする。 

 会社法を含め、商法関連法規は私法の一般法である民法

の特別法に当る。民法には個人の日常生活に密接に関連す

る規定も多いのに対し、会社法は学生の殆どにとって直接

的関係がないためイメージが湧きにくいものとなってい

る。条文も極めて技術的であり、複雑化している。そのた

め、いたずらに細部にまで立ち入るのではなく、その骨格

となる部分を中心に論じる。 

 なお、会社法に関連するニュースがある場合には、出来

るだけそれを紹介・解説する。 

1．ガイダンス、コーポレート・ガバナンス－経営監督（１）

2．コーポレート・ガバナンス－経営監督（２） 

3．コーポレート・ガバナンス－株主の役割（１） 

4．コーポレート・ガバナンス－株主の役割（２） 

5．会社の資金調達（１） 

6．会社の資金調達（２） 

7．会社の財務・剰余金の配当（１） 

8．会社の財務・剰余金の配当（２） 

9．会社組織の誕生と変動（１） 

10．会社組織の誕生と変動（２） 

11．会社組織の誕生と変動（３） 

12．会社組織の誕生と変動（４） 

13．会社グループの法規制（１） 

14．会社グループの法規制（２） 

15．講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

シラバス作成時点では平成 26 年改正会社法を反映すべく

改訂作業中の書籍が多いため、テキストは開講時に指定す

る（場合によっては、テキストではなくレジュメを使用す

る）。改正会社法が載っている六法持参のこと。 

評価方法：期末試験の結果をベースに受講姿勢等を斟酌し

て判断する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

手形・小切手法／＊＊＊＊＊／手形・小切手法 
手形・小切手法／＊＊＊＊＊ 

担当者 陳 亮 

講義目的、講義概要 授業計画 

「手形王国」といわれる日本において、手形は、企業取

引における代金支払の手段及び手形割引の方法による金

融の手段として重要な機能を果たしている。一方、小切手

は、日本国内で利用されることはそれほど多くないが、ア

メリカやヨーロッパ諸国では便利な支払手段として広く

用いられている。それゆえ、手形・小切手の使いやすさや

手形取引の安全迅速性を確保し、ひいては手形・小切手制

度に対する信頼を根底から支えている手形法及び小切手

法を学ぶ意義は決して小さくない。本講義は、手形・小切

手に関する法的な基礎知識及び思考方法の習得を目的と

している。 

春学期では、約束手形をめぐる総論的な問題とともに、

約束手形の振出と裏書について、重要な判例・学説に触れ

ながら講述する。 

１．ガイダンス－手形とは何か－ 

２．手形法総論(1)手形の属性・法律関係の流れ・手形法の視点 

３．手形法総論(2)原因関係と手形関係 

４．手形行為の成立要件(1)記載事項 

５．手形行為の成立要件(2)手形行為独立の原則・手形の交付 

６．手形行為の成立要件(3) 手形行為の有効要件 

７．他人による手形行為(1)代理方式による手形行為 

８．他人による手形行為(2)無権代理 

９．他人による手形行為(3)機関方式による手形行為 

10．他人による手形行為(4)偽造 

11．手形上の記載の変更・変造 

12．手形上の権利の移転と裏書(1)通常の譲渡裏書 

13．手形上の権利の移転と裏書(2)特殊の譲渡裏書 

14．手形上の権利の移転と裏書(3)特殊の裏書 

15．まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

弥永真生著『リーガルマインド手形法・小切手法［第 2 版

補訂 2 版］』（有斐閣、2007 年） 
期末試験（100％）によって評価するが、授業への積極的

参加度なども加味する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

商法総則・商行為／商法総則・商行為／商法総則・商行為

商法総則・商行為／商法総則・商行為 
担当者 吉川 信將 

講義目的、講義概要 授業計画 

現代の取引社会では商法の領域に属する法令は、その重要

性を増している。本講義では、私法の基本法である民法と

その特別法と言われる商法の差異に注目することにより、

商人の営利性や取引安全の保護を顧慮した商法の特性を

理解することを目的とする。 

 なお、商法総則・商行為に関連する時事的話題がある場

合には、出来るだけそれを紹介・解説する。 

1．ガイダンス・商法の意義と適用範囲 

2．商法総則・商行為法の適用範囲 

3．商業登記 

4．商号 

5．営業（事業）の譲渡 

6．商業帳簿 

7．商業使用人と代理商 

8．商行為・商人の行為に関する規定 

9．商事売買 

10．有価証券 

11．仲立と取次 

12．運送営業と倉庫営業 

13．場屋の主人の責任 

14．匿名組合と交互計算 

15．講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：弥永真生『リーガルマインド商法総則・商行為

［第 2 版補訂版］』（有斐閣・2014 年）。六法持参のこと。

参考文献等については、適宜授業中に紹介する。 

評価方法：期末試験の結果をベースに受講姿勢等を斟酌し

て判断する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

保険法／＊＊＊＊＊／保険法 
保険法／＊＊＊＊＊ 

担当者 陳 亮 

講義目的、講義概要 授業計画 

火災や交通事故など、様々な危険にさらされながら日々

生活している現代人にとって、保険はなくてはならない存

在であり、それを支えるための法制度としての保険法を知

ることはきわめて有益である。本講義は、保険に関する法

的な基礎知識と思考方法の習得を目的としている。 

春学期では、保険法、保険契約および損害保険契約の総

論・各論（火災保険・責任保険など）について、重要な判

例・学説に触れながら講述する。 

１．ガイダンス－保険とは何か－ 

２．保険法総論―保険制度・保険契約法・保険契約 

３．保険契約総論(1)保険契約の当事者と関係者 

４．保険契約総論(2)保険契約の成立 

５．保険契約総論(3)保険契約の内容(1) 

６．保険契約総論(4)保険契約の内容(2) 

７．保険契約総論(5)保険契約の効果(1) 

８．保険契約総論(6)保険契約の効果(2) 

９．保険契約総論(7)保険契約の終了 

10．損害保険契約総論(1)損害保険契約の意義・種類 

11．損害保険契約総論(2)損害保険契約の内容(1) 

12．損害保険契約総論(3)損害保険契約の内容(2) 

13．損害保険契約各論(1)火災保険契約 

14．損害保険契約各論(2)責任保険契約 

15．まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

坂口光男著＝陳亮補訂『保険法（補訂版）』（文眞堂、2012
年） 

期末試験（100％）によって評価するが、授業への積極的

参加度なども加味する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

国際私法 a／国際私法 a／＊＊＊＊＊ 
国際私法 a／国際私法 a 

担当者 山田 恒久 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

講義の目的と講義概要 

国際私法とは、渉外的な私法関係（外国的な要素を何らか

の形で含んでいる民商法に関連する事実関係）に、適用す

るべき法を指定する規則のことです。  

例えば、「婚姻の身分的な効力」、「不法行為債権の成立」、

「物権変動」など予め類型的に分類された法律関係（単位

法律関係）ごとに、もっとも密接に関連する事項（連結点）

を定めておき、この事項が存在する国の法が指定されま

す。 

本講義では、この国際私法の基本的な考え方について講

義します。 

 

１．序  国際私法概説 

   （１）国際私法の方法 

２． （２）国際私法の法源 

３． （３）国際私法の関連領域 

４．第一編 財産編 

  第一章 能力 

   （１）自然人①権利能力 

５．       ②行為能力 

６． （２）法人 

７．第二章 債権法 

   （１）契約の実質的成立要件の準拠法 

８．  (２）契約の形式的成立要件の準拠法 

９． （３）消費者・労働契約の特則 

10．  （４）法定債権の成立 

11． （５）債権債務関係 

12．第三章 物権法 

  （１）物権の静態 

13．（２）物権の動態（その１；法律行為による物権変動） 

14．（３）物権の動態（その２；法律行為によらない物権変動）

15．終章 まとめと展望 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは指定しませんが、条文の解釈をしていくため、

携帯用の六法は、必ず所持してください。 

 

定期試験の成績と受講の様子を総合的に判断します。 

 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

国際私法 b／国際私法 b／＊＊＊＊＊ 
国際私法 b／国際私法 b 

担当者 山田 恒久 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

講義の目的と講義概要 

例えば、Ａ国航空会社の飛行機が、Ｂ国内で墜落し乗客が

死亡した場合には、「不法行為の成立」が単位法律関係と

されますが、この連結点は「不法行為地」と定められてい

ますから、Ｂ国民法が指定されることになります。このＢ

国民法を、準拠法（準拠実質法）といいます。 

講義では、予め分類されている単位法律関係ごとに、その

連結点と準拠法を確認してゆきます。加えて、その分類の

妥当性、連結点の設定の仕方の妥当性（制定法の正当性）

をも、検討してみたいと思います。主として、民法・商法

にかかわる分野ですが、可能な限り、手続きについても扱

う予定です。 

 

１．第二編 身分編 

      －属人法概説 

２． 第一章 婚姻 

   （１）婚姻関係の成立（その１；実質的成立要件）

３． （２）婚姻関係の成立（その２；形式的成立要件）

４． （３）婚姻の効力（その１；身分的効力） 

５． （４）婚姻の効力（その２；財産的効力） 

６． （５）離婚 

７．第二章 親子 

   （１）親子関係の成立（その１；実親子関係の成立）

   （２）親子関係の成立（その２；養親子関係の成立）

８． （３）親子関係の効力 

９．第三章 相続 

   （１）相続の形態 

10． （２）相続の準拠法 

11． （３）遺言の効力 

12． （４）遺言の方式 

13．第三編 国際私法総論 

   （１）反致 

14． （２）公序 

15．終章 まとめと展望 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは指定しませんが、条文の解釈をしていくため、

携帯用の六法は、必ず所持してください。 

 

定期試験の成績と受講の様子を総合的に判断します。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

国際取引法／国際取引法／＊＊＊＊＊ 
国際取引法／国際取引法 

担当者 三浦 哲男 

講義目的、講義概要 授業計画 

「国際取引」の基礎的な分析・検討を行った上で、それら

の取引の主体となる組織、国際取引を規律する様々な国

際ルール、国際取引に伴う国際課税問題、更に国際取引

から派生する紛争解決の仕組み等の分野を対象として

講義を進めます。 

 

 

1． 国際取引とは何か（国内取引との対比において） 

2． 国際取引契約の基本的な考え方（１） 

3．  同上（２） 

4． 国際売買（貿易取引）契約（１）－貿易取引の基本 

5． 同上（２）－契約の主要条件 

6． 製造物責任 

7． 国際取引と知的財産権 

8． 国際技術提携（ライセンス契約等） 

9． 国際事業投資の形態 

10． 合弁会社契約 

11． 通商問題（WTO、FTA/EPA 等） 

12． 通商摩擦 

13． 原産地規則 

14． 国際取引と租税（租税協定（PE 課税問題）と移転価

格） 

15． 国際取引の紛争解決 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

花水征一・三浦哲男・土屋弘三「企業取引法の実務（補訂

版）」（商事法務/2011） 
原則として、期末試験による（100％）。講義期間中、簡

単な理解度チェック試験を実施し、その評点も加味して最

終評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑法総論Ⅰ／刑法総論Ⅰ／刑法総論Ⅰ 
刑法総論Ⅰ／刑法総論Ⅰ 

担当者 若尾 岳志 

講義目的、講義概要 授業計画 

目的「犯罪が成立するかどうか」、法的な思考に乗せて、

考え、結論が出せるようになってほしいと思います。 
概要「刑法」は、犯罪と刑罰、およびその両者の関係を規

定した法律（「実質的意義における刑法」）です。「刑法総

論」は、①そもそも「刑法」ってなんだろうか、という基

本的な事柄（「刑法の基礎」）、②犯罪とはなんだろうか、

という「犯罪論」、③刑罰とはなんだろうか、という「刑

罰論」の３つからなります。 
 この刑法総論Ⅰの授業では、①「刑法の基礎」を中心に、

②「犯罪論」の始めの方まで進みたいと思います。③「刑

罰論」については、折に触れて授業の中で、お話する機会

を作ります。 
 刑法は論理性が強く求められます。さらに、刑法総論は

非常に抽象的な話になります。馴染むまでに少し時間がか

かると思いますが、一度馴染むと楽しめます。 
授業の進め方授業の中で課題に取り組んでもらいます。事

前に自分で教科書を読んでおく、という予習が必要な授業

になります。文科省の定めに従って、出席は当然とします。

なお、獨協大学のPortaを利用するので、こまめにチェッ

クしてください。 

１．イントロダクション（授業と刑法の） 
２．刑法とは 
３．刑法の機能（法益保護機能１） 
４．刑法の機能（法益保護機能２） 
５．刑法の機能（人権保障機能・・・罪刑法定主義１） 
６．刑法の機能（人権保障機能・・・罪刑法定主義２） 
７．刑罰の目的１ 
８．刑罰の目的２ 
―――（ここまでが、①「刑法の基礎」の範囲）――― 
９．犯罪論体系 
10．構成要件総説 

11．実行行為（未遂犯論） 

12．不作為犯 

13．因果関係（条件関係）   

14．因果関係（広義の相当性）   

15．因果関係（狭義の相当性） 

 
 ※授業計画は目安です。実際の進行と異なることがあり

ます。実際の授業回数と上記の数字も無関係です。 

テキスト、参考文献 評価方法 

曽根威彦『刑法総論 第 4 版』（弘文堂）または 
松原芳博『刑法総論』（日本評論社） 

平常点（＝出席して課題に取り組む）１００%（履修者が

多い場合は、評価方法を変更することがあります）。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑法総論Ⅱ／刑法総論Ⅱ／刑法総論Ⅱ 
刑法総論Ⅱ／刑法総論Ⅱ 

担当者 若尾 岳志 

講義目的、講義概要 授業計画 

目的「犯罪が成立するかどうか」、法的な思考に乗せて、

考え、結論が出せるようになってほしいと思います。 
概要 
 刑法総論Ⅱでは、刑法総論の内容のうち、刑法総論Ⅰで

終えることのできなかったことをやっていきます。つま

り、②「犯罪論」の残りの部分をやっていきます。 
ですので、刑法総論Ⅰを受講しておくことが望ましいと考

えています。刑法総論Ⅰを理解した上で、この刑法総論Ⅱ

を受講してください。 
授業の進め方授業の中で課題に取り組んでもらいます。事

前に自分で教科書を読んでおく、という予習が必要な授業

になります。文科省の定めに従って、出席は当然とします。

なお、獨協大学の Porta を利用するので、こまめにチェッ

クしてください。 
 
※11 の錯誤論以降には進めない可能性があります。 
 

１．イントロダクション（刑法総論Ⅰの復習） 

２．違法論総説 

３．法令行為・正当業務行為 

４．被害者の同意・安楽死 

５．正当防衛（防衛状況） 

６．正当防衛（防衛行為） 

７．緊急避難 

――――――――――――――――――――――――― 

８．責任論総説・責任能力 

９．原因において自由な行為 

10．故意・過失 

11．錯誤論（事実の錯誤１）  

12．錯誤論（事実の錯誤２）  

13．錯誤論（事実の錯誤３）  

14．違法性の錯誤・期待可能性 

15．共犯論（共同正犯・教唆犯・幇助犯） 

 

 ※授業計画は目安です。実際の進行と異なることがあり

ます。実際の授業回数と上記の数字も無関係です。 

テキスト、参考文献 評価方法 

曽根威彦『刑法総論 第 4 版』（弘文堂）または 
松原芳博『刑法総論』（日本評論社） 
 

平常点（＝出席して課題に取り組む）１００%（履修者が

多い場合は、評価方法を変更することがあります）。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑法総論Ⅰ／刑法総論Ⅰ／刑法総論Ⅰ 
刑法総論Ⅰ／刑法総論Ⅰ 

担当者 中空 壽雅 

講義目的、講義概要 授業計画 

この講義では刑法学のうち特に刑法総論の分野を扱いま

す。 

刑法総論は，殺人や傷害といった個々の犯罪が共通して持

っている性格を明らかにすることで，犯罪と非犯罪とを明

確に区別しようとするものです。また，一体なぜ刑法はあ

るのか，刑罰は何のためにあるのかも，何が犯罪かを考え

るには重要です。これらの点を含めて，犯罪の本質を追求

します。 

刑法総論 I では，刑法の全体像の理解，犯罪論のうちの構

成要件論から違法論までを学習します。 

講義を受ける際の注意点は第 1 回目に行います。 

第１回：刑法とは何か？刑法総論では何を学ぶか？ 

第２回：刑法の機能・目的と刑罰の機能・目的 

第３回：刑法の適用範囲と刑法理論の基本原理 

第４回：犯罪の基本的概念と犯罪論体系 

第５回：因果関係とは何か 

第６回：因果関係の判断基準 

第７回：作為犯と不作為犯の違い 

第８回：不作為犯の処罰条件 

第９回：故意犯と過失犯 

第 10 回：違法性の本質について 

第 11 回：正当防衛と緊急避難 

第 12 回：正当防衛をめぐる諸問題 

第 13 回：正当防衛をめぐる諸問題 

第 14 回：正当行為・その他について 

第 15 回：被害者の承諾 

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。 

テキスト、参考文献 評価方法 

基本的にはレジュメを使用して授業をします。教科書とし

て「大谷実『刑法総論』成文堂」を使用します。 
期末テスト（１００パーセント）で評価します。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑法総論Ⅱ／刑法総論Ⅱ／刑法総論Ⅱ 
刑法総論Ⅱ／刑法総論Ⅱ 

担当者 中空 壽雅 

講義目的、講義概要 授業計画 

この講義では刑法学のうち特に刑法総論の分野を扱いま

す。 

刑法総論は，殺人や傷害といった個々の犯罪が共通して持

っている性格を明らかにすることで，犯罪と非犯罪とを明

確に区別しようとするものです。また，一体なぜ刑法はあ

るのか，刑罰は何のためにあるのかも，何が犯罪かを考え

るには重要です。これらの点を含めて，犯罪の本質を追求

します。 

刑法総論IIでは，違法論，責任論，未遂論，共犯論を学習

します。 

講義を受ける際の注意は第1回目に行います。 

第１回：責任論の意義・責任の本質 

第２回：責任能力・違法性の錯誤について 

第３回：事実の錯誤と違法性の錯誤の違いについて 

第４回：具体的事実の錯誤について 

第５回：抽象的事実の錯誤について 

第６回：誤想防衛・誤想過剰防衛 

第７回：  〃 

第８回：未遂犯・不能犯・中止犯について 

第９回：正犯と共犯 

第 10 回：共犯の処罰根拠・教唆及び幇助 

第 11 回：犯罪共同説と行為共同説 

第 12 回：共同正犯をめぐる諸問題 

第 13 回：共同正犯をめぐる諸問題 

第 14 回：間接正犯 

第 15 回：共犯と身分 

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

基本的にはレジュメを使用して授業をします。教科書とし

ては「大谷実『刑法総論』成文堂」を使用します。 
期末テスト（１００パーセント）で評価します。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑法各論Ⅰ／刑法各論Ⅰ／刑法各論Ⅰ 
刑法各論／刑法各論 

担当者 神馬 幸一 

講義目的，講義概要 授業計画 

【目的】 
刑法各論とは，①刑罰法規において設定された保護法益

（法によって守られるべき社会生活上の利益）の内容（本

質）を探究し，②各犯罪類型における（内部的）構造の中

から，必須の成立要件及び派生的処罰条件を抽出化し，③

類似する犯罪類型間の（外部的）相互関係を把握すること

で各々の明瞭な限界化を試みる学問領域である。本講義の

目的は，そのような刑法各論における基本的視座の修得で

ある。 

【概要】 
本講義は「財産罪以外」の個人的法益，社会的法益，国家

的法益に対する罪の中から，重要な論点を含む犯罪類型を

取り扱う。 
【注意事項】 
刑法各論の学習においては，個々の犯罪における成否を問

う際に刑法全体の基本的な理解が必要となる。従って，本

講義を受講するに当たっては「刑法総論Ⅰ・Ⅱ」が履修済

みであることを推奨する。 

1. 生命に対する罪（1） 

2. 生命に対する罪（2） 

3. 身体に対する罪（1） 

4. 身体に対する罪（2） 

5. 自由に対する罪（1） 

6. 自由に対する罪（2） 

7. 名誉に対する罪（1） 

8. 名誉に対する罪（2） 

 

9. 公共危険犯（1） 

10. 公共危険犯（2） 

11. 偽造関連犯罪（1） 

12. 偽造関連犯罪（2） 

 

13. 公務執行妨害罪 

14. 刑事司法・審判作用に対する犯罪 

15. 収賄罪・贈賄罪 

テキスト，参考文献 評価方法 

指定教科書： 

大野真義＝加藤久雄＝飯島暢＝島田良一＝神馬幸一 
『刑法各論』世界思想社（2014） 

定期試験の結果により評価（100％）。判例・学説を正しく

理解し，私見を論理的で説得力ある論旨により主張できて

いるかどうかに注目する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑法各論Ⅱ／刑法各論Ⅱ／刑法各論Ⅱ 
刑法各論／刑法各論 

担当者 神馬 幸一 

講義目的，講義概要 授業計画 

【目的】 
刑法各論とは，①刑罰法規において設定された保護法益
（法によって守られるべき社会生活上の利益）の内容（本
質）を探究し，②各犯罪類型における（内部的）構造の中
から，必須の成立要件及び派生的処罰条件を抽出化し，③
類似する犯罪類型間の（外部的）相互関係を把握すること
で各々の明瞭な限界化を試みる学問領域である。本講義の
目的は，そのような刑法各論における基本的視座の修得で
ある。 
【概要】 
本講義は，個人的法益の中でも「財産犯（刑法各論Ⅰにお
いて除かれた個人的法益に対する罪の部分）」を主として
採り上げて，そこにおける重要な論点を中心に解説を加え
ていく。 
【注意事項】 
刑法各論の学習においては，刑法全体にわたる基本的な理
解が必要となる。また，財産犯の理解においては，民法上
の債権・物権に関する基本的知識が必要な論点も幾つか存
在する。従って，本講義を受講するに当たっては「刑法総
論Ⅰ・Ⅱ」及び「民法Ⅰ・Ⅱ」が履修済みであることを推
奨する（但し，そのような論点を理解するために必要な最
低限の知識に関しては，なるべく具体例を用いて授業中に
解説する予定である）。 

1. 財産犯の体系・分類，財物の意義 

2. 保護法益（1） 

3. 保護法益（2），不法領得の意思 

 

4. 窃盗罪（1） 

5. 窃盗罪（2） 

6. 強盗罪（1） 

7. 強盗罪（2），事後強盗罪 

8. 強盗致死傷罪，強盗強姦・同致死罪 

9. 詐欺罪（1） 

10. 詐欺罪（2） 

11. 恐喝罪 

12. 横領罪（1） 

13. 横領罪（2） 

14. 背任罪 

15. 盗品等に関する罪，毀棄・隠匿罪 

テキスト，参考文献 評価方法 

指定教科書： 

大野真義＝加藤久雄＝飯島暢＝島田良一＝神馬幸一 
『刑法各論』世界思想社（2014） 

定期試験の結果により評価（100％）。判例・学説を正しく

理解し，私見を論理的で説得力ある論旨により主張できて

いるかどうかに注目する。 
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産
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財
産
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論
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑法各論Ⅰ／刑法各論Ⅰ／刑法各論Ⅰ 
刑法各論／刑法各論 

担当者 若尾 岳志 

講義目的、講義概要 授業計画 

目的どのような「犯罪が成立するかどうか」、法的な思考

に乗せて、考え、結論が出せるようになってほしいと思い

ます。刑法総論Ⅰ・Ⅱ、刑法各論Ⅰ・Ⅱと学んでいけばで

きるようになると思います。 
概要刑法各論では、刑法典の各則に定められた個別の犯罪

類型をそれぞれ検討していきます。検討に当っては、刑法

の基本原理や、犯罪論の理解が必要ですので、なるべく刑

法入門、刑法総論Ⅰ・Ⅱなどを（少なくとも同時に）受講

しておくようにしてください。 
 刑法典の各則に規定される犯罪類型は、大きく三つに分

類されます。個人的法益に対する罪、社会的法益に対する

罪、国家的法益に対する罪の三つです。春学期では、主に

個人的法益に対する罪のうち、財産罪以外の犯罪類型を取

り上げます。時間にゆとりがあれば、社会的法益に対する

罪も取り上げたいと思います（授業計画を参照）。 
授業の進め方授業の中で課題に取り組んでもらいます。事

前に自分で教科書を読んでおく、という予習が必要な授業

になります。文科省の定めに従って、出席は当然とします。

なお、獨協大学のPortaを利用するので、こまめにチェッ

クしてください。 

１．イントロダクション（授業と刑法の） 

２．人の始期（殺人罪と堕胎罪） 

３．人の終期（脳死とは） 

４．傷害罪と暴行罪（結果的加重犯） 

５．危険運転致死傷罪 

６．遺棄罪（不作為犯） 

７．逮捕罪・監禁罪 

８．脅迫罪・強要罪 

９．強制わいせつ罪・強姦罪 

10．公然わいせつ罪・わいせつ物頒布等の罪  

11．名誉毀損罪  

12．放火罪① 

13．放火罪②  

14．文書偽造罪①  

15．文書偽造罪② 

 

 ※授業計画は目安です。実際の進行と異なることがあり

ます。実際の授業回数と上記の数字も無関係です。 

テキスト、参考文献 評価方法 

曽根威彦『刑法各論 第５版』（弘文堂） 平常点（＝出席して課題に取り組む）１００%（履修者が

多い場合は、評価方法を変更することがあります）。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑法各論Ⅱ／刑法各論Ⅱ／刑法各論Ⅱ 
刑法各論／刑法各論 

担当者 若尾 岳志 

講義目的、講義概要 授業計画 

目的どのような「犯罪が成立するかどうか」、法的な思考

に乗せて、考え、結論が出せるようになってほしいと思い

ます。刑法総論Ⅰ・Ⅱ、刑法各論Ⅰ・Ⅱと学んでいけばで

きるようになると思います。 
概要刑法各論では、刑法典の各則に定められた個別の犯罪

類型をそれぞれ検討していきます。検討に当っては、刑法

の基本原理や、犯罪論の理解が必要ですので、なるべく刑

法入門、刑法総論Ⅰ・Ⅱなどを（少なくとも同時に）受講

しておくようにしてください。 
 刑法典の各則に規定される犯罪類型は、大きく三つに分

類されます。個人的法益に対する罪、社会的法益に対する

罪、国家的法益に対する罪の三つです。春学期では、主に

個人的法益に対する罪のうち、財産罪以外の犯罪類型を取

り上げます。時間にゆとりがあれば、社会的法益に対する

罪も取り上げたいと思います（授業計画を参照）。 
授業の進め方授業の中で課題に取り組んでもらいます。事

前に自分で教科書を読んでおく、という予習が必要な授業

になります。文科省の定めに従って、出席は当然とします。

なお、獨協大学の Porta を利用するので、こまめにチェッ

クしてください。 

１．イントロダクション（刑法各論Ⅰの復習） 

２．財産罪総論① 

３．財産罪総論② 

４．窃盗罪 

５．強盗罪 

６．奪取罪の諸問題 

７．詐欺罪① 

８．詐欺罪② 

９．恐喝罪 

10．横領罪①  

11．横領罪② 

12．背任罪  

13．盗品等に関する罪 

14．公務執行妨害罪 

15．賄賂に関する罪 

 

 ※授業計画は目安です。実際の進行と異なることがあり

ます。実際の授業回数と上記の数字も無関係です。 

テキスト、参考文献 評価方法 

曽根威彦『刑法各論 第５版』（弘文堂） 平常点（＝出席して課題に取り組む）１００%（履修者が

多い場合は、評価方法を変更することがあります）。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑事政策 a／刑事政策 a／刑事政策 a 
刑事政策 a／刑事政策 a 

担当者 安部 哲夫 

講義目的、講義概要 授業計画 

本講義は、犯罪予防や犯罪対策さらには刑事制裁のシステ

ムについて検討を進めるものです。犯罪者の処遇（被収容

者処遇法および更生保護法）や被害者の保護政策（犯罪被

害者等基本法）などのように、近年、刑事立法や刑事司法

をめぐる新たな重要課題が示されてきました。講義では、

こうした動きを題材として、刑事政策のあるべき理念と立

案を論じようと思います。犯罪に対する認識と問題意識

は、私たちの身近なものになりましたが、それだけに安易

な判断ではなく、幅広い情報を駆使してより深い洞察が必

要です。法律学としての刑事政策学は、めまぐるしく動く

現実に目を向けるとともに、普遍的な政策理念との調和を

どう講じるかにかかっています。「刑事政策なき刑法学は

盲目であり、刑法学なき刑事政策は危険である」とするリ

スト(Franz von Liszt)の言葉は、今日こそ重要です。 

「刑事政策a」では、①犯罪現象の捉え方、②犯罪原因論、

③近時の犯罪対策立法、④被害者保護の視点から見た刑事

政策、⑤死刑制度の現在と将来を中心に授業展開したいと

思います。 

 

１．犯罪と刑事政策の基礎（刑事政策とは何か） 

２．犯罪現象の捉え方（犯罪統計の読み方） 

３．犯罪原因の研究①（素因論から環境論へ） 

４．犯罪原因の研究②（相互作用論から新たな研究） 

５．犯罪被害者の研究（被害者学の発展とその成果） 

６．犯罪被害者の保護のための法整備 

７．刑罰制度の意義と種類（刑罰はなぜ必要なのか） 

８．刑罰と保安処分（責任と予防） 

９．犯罪の司法的処理（警察・検察・裁判の流れ） 

10．死刑制度を考える①（死刑存廃と米国の実情） 

11．死刑制度を考える②（日本の問題と死刑代替刑） 

12．財産刑の現状と課題（罰金を中心に） 

13．犯罪者の社会復帰と刑事政策 

14．新行刑法と新更生保護法 

15．新たな刑事制裁の可能性 

テキスト、参考文献 評価方法 

指定教材：安部哲夫ほか編『ビギナーズ刑事政策（第２版）』

参考教材：法務総合研究所『平成２６年版犯罪白書』 

学期末試験 60％、授業内テスト（レポート）及び参加度

40％で評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑事政策 b／刑事政策 b／刑事政策 b 
刑事政策 b／刑事政策 b 

担当者 安部 哲夫 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

犯罪に対する認識と問題意識は、裁判員制度の実施とと

もに私たちの身近なものになりましたが、それだけに安易

な判断ではなく、幅広い情報を駆使してより深い洞察が必

要です。法律学としての刑事政策学は、めまぐるしく動く

現実に目を向けるとともに、普遍的な政策理念との調和を

どう講じるかにかかっています。「刑事政策なき刑法学は

盲目であり、刑法学なき刑事政策は危険である」(Franz von 

Liszt)との言葉をかみしめて講義に臨んでほしい、と思い

ます。 

「刑事政策ｂ」では、①刑罰制度としての自由刑、②保護

観察・更生保護、③個々の犯罪対策（性犯罪、常習犯罪、

精神障害犯罪、高齢者犯罪など）を中心に授業を進めます。

とくに、被収容者処遇法（2006年）および更生保護法（2007 

年）によって、犯罪者処遇が現在どう展開されているのか

を検討します。 

授業計画にある課題は、状況により変更もあります。 

 

１．現代刑事政策の課題 

２．自由刑の現状と課題(欧米の行刑との比較) 

３．受刑者処遇の歴史 

４．施設内処遇の諸問題①（新たな受刑者処遇法） 

５．施設内処遇の諸問題②（作業、改善処遇） 

６．社会内処遇の諸問題①（中間処遇、仮釈放） 

７．社会内処遇の諸問題②（保護観察、地域処遇） 

８．保護処分（少年犯罪と刑事政策） 

９．重大犯罪・組織犯罪の現状と対策 

10．薬物犯罪の現状と対策 

11．外国人犯罪の現状と対策 

12．触法精神障害の現状と対策 

13．性犯罪の現状と対策 

14．交通犯罪の現状と対策 

15．高齢者犯罪の現状と対策 

テキスト、参考文献 評価方法 

指定教材：安部哲夫ほか編『ビギナーズ刑事政策（第２版）』

参考教材：法務総合研究所『平成２６年版犯罪白書』 

学期末試験 60％、授業内テスト（レポート）及び参加度

40％で評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

少年法 a／＊＊＊＊＊／少年法 a 
法律学特講（青少年保護法総論ー少年犯罪と少年法）／＊＊＊＊＊ 

担当者 安部 哲夫 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

本授業では、近年問題化してきた重大な少年事件を中心

に、少年非行の現状、背景、非行原因、法的対応、立法上

の課題などについて講義を進める。周知のように、少年法

（1948 年）は、少年事件の被害者の声や社会の「不寛容

主義」の高まりとともに、2000 年の「一部改正」がなさ

れたところである。その後14 歳未満の「触法少年」によ

る残虐事件（長崎2003 年、佐世保2004 年）が発生したこ

とにより、これまで児童福祉の保護のもとにあった「触法

少年」についても、より厳正な司法的処理と新たな処分を

ねらいとした「一部改正」が進められた（2007 年改正）。

そして2008 年、少年審判への被害者の傍聴を認める法改

正も行われた。さらには、少年院法の改正や少年の不定期

刑重罰化へ向けた第4次改正など、こうした動きに目を向

けつつ、現在の少年事件の司法的処理について、基本的な

知識を習得することがこの授業の狙いである。 

秋学期の授業と併せて履修することが望ましい。また、

法心理学の授業も履修することを薦めたい。 

 

１．少年犯罪と少年法入門（はじめに） 

２．少年非行の現状①（わが国の現状と動向） 

３．少年非行の現状② （諸外国の問題状況） 

４．少年非行の原因と非行理論 

５．少年保護の法原理（自己決定と保護主義） 

６．少年保護の歴史（救貧政策・感化教育・自立支援） 

７．少年法の誕生と理念（児童の権利条約との関係） 

８．少年非行の発見（少年警察、街頭補導） 

９．少年非行と審判（家庭裁判所・少年鑑別所の役割） 

10．少年非行と矯正（少年院、少年刑務所） 

11．少年非行と保護（保護観察） 

12．少年事件報道と少年法 

13．少年司法の改革（少年法の改正の経緯と展開） 

14．諸外国の少年法（アメリカ・ドイツなど） 

15．まとめ（少年法改正によって何が変わったか） 

テキスト、参考文献 評価方法 

指定教材：安部哲夫『新版・青少年保護法（補訂版）』 

尚学社2014 

参考教材：守山正ほか『ビギナーズ少年法』成文堂 2009 

 

学期末試験 60％、授業内小テスト（レポート）および授業

参加度 40％にて評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

少年法 b／＊＊＊＊＊／少年法 b 
法律学特講（青少年保護法各論ー被害者としての青少年）／＊＊＊＊＊

担当者 安部 哲夫 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

春学期には、加害者としての少年に対する司法的対応の

問題について学習した。秋学期では、その少年事件の背景

に、少年が「家庭」や「学校」さらには「社会環境」の場

において、さまざまな被害をうける状況におかれている点

に目を向け、いわば「被害者」としての少年にスポットを

あてることで、少年の権利の擁護を含め、少年保護から青

少年保護への視点を強調する授業を進めたい。 

具体的には、青少年保護に関する法令（少年法、児童福

祉法、学校教育法、青少年健全育成条例など）や、青少年

および青少年相互の諸問題について考察を深めることを

目的とするが、「少年の福祉を害する犯罪」を中心に講義

を進める。そこでは「家庭」における児童虐待や、「学校」

における体罰やいじめ問題、「地域」における青少年育成

活動、「社会」における青少年社会環境問題を取り上げる。

そこでは「青少年の自立と大人社会の責任」を強調する。

春学期の授業と併せて履修してほしい。 

 

１．被害者としての犯罪少年（はじめに） 

２．青少年問題と法概論（少年法と青少年保護法制） 

３．児童虐待とその対策（児童虐待防止法の意義と再編）

４．子どもの権利とは何か 

５．いじめ・体罰事件とその対策（裁判例を読む） 

６．子どもの安全と社会環境 

７．児童ポルノ規制のあり方（法改正の方向性は？） 

８．青少年の性行動と法的対応（児童買春を考える） 

９．青少年の喫煙・飲酒と保護法制 

10．青少年の薬物乱用の実態と対策 

11．有害表現・有害情報と青少年 

12．青少年の保護・育成・支援の担い手たち 

13．青少年健全育成条例の生成から展開まで 

14．ドイツの青少年保護法 

15．まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

指定教材：安部哲夫『新版・青少年保護法（補訂版）』 

尚学社2014 

参考教材：内閣府『平成２７年版子ども・若者白書』 

 

学期末試験 60％、授業内小テスト（レポート）および授業

参加度 40％にて評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

労働法 a／＊＊＊＊＊／労働法 a 
労働法 a／＊＊＊＊＊ 

担当者 石井 保雄 

講義目的、講義概要 授業計画 

人は多様な社会関係なかで生活を送っている。この講義

では、そのうちで「労働者」としての生活関係＝雇用をめ

ぐって、どのような法的問題が提起されるのか、またそこ

でのトラブルや紛争の解決のあり方を示したい。なお講義

科目名として「労働法」となっている。従来は、労基法な

どに関する「労働法保護法」「個別的労使関係法」を中心

に進めた。最近の労働法に関連する立法動向や裁判例の多

くは、これに関するものであり、それらを反映して議論も

主に保護法についてのものが多い。しかし今年からは、労

組法に関わる「集団的労資関係法」についても言及したい

と思う。 

春学期は、労働＝雇用関係、すなわち労働契約の成立・

展開・終了について、関連立法がいかなる規制を行なって

いるか、また人が「労働者」として働くにあたって、その

労働条件や待遇内容はどのような法的組みのなかで決定

されるのか、その基本的枠組みを示したいと思う。 

講義に際しては、レジュメや資料を配布する。 

１ 「労働法」とは何か？――イントロダクション―― 

２ 雇用関係の成立と法による規制 

３ 労働の場における男女平等と差別の禁止 

４ 職場におけるハラスメントと法的対応 

５ 労働関係の成立－募集・採用内定と試用期間 

６ 就業規則―使用者による労働条件・職場のルールの設

定・変更― 

７ 「労働組合」の存在意義――労働条件の集団的規制 

８ 労働条件等をめぐる集団的取引（１）団体交渉 

９ 労働条件等をめぐる集団的取引（２）労働協約 

１０ 労働「契約」関係における権利と義務 

１１ 人事異動－配置転換と出向 

１２ 企業秩序と懲戒制度 

１３ 雇用＝労働契約関係の終了（１）解雇 

１４ 雇用＝労働契約関係の終了（２）辞職・定年退職 

１５ 新たな職を求めて：転職・再雇用をめぐって 

テキスト、参考文献 評価方法 

毛塚勝利ほか『アクチュアル労働法』（法律文化社・２０

１４） 

 

定期試験の「結果」如何が基本である。ただしレポートの

提出を求め、それも最終評価に際して参考にすることも予

定している。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

労働法 b／＊＊＊＊＊／労働法 b 
労働法 b／＊＊＊＊＊ 

担当者 石井 保雄 

講義目的、講義概要 授業計画 

講義の内容として、秋学期は、人が「労働者」として使

用者の指揮命令のもとに働くに際して、その労働条件や待

遇の内容について、現行法では、いかなる規制がなされて

いるかについて論じる。 

具体的には、まず、労働条件の典型である、賃金について、

現行法上の規制内容についてふれる。次に広い意味での労

働時間について、労基法はどのような規制を行ない、とく

に短縮と産業構造や働き方の変化に対応しようとしてい

るのかについて検討する。さらに人は働くなかで「仕事」

に関連して負傷したり、病気（職業病）になったり、死亡

することもありえる。そこで職場における安全衛生体制と

はどのようなものとなっているのかについて触れ、さらに

は不幸にして労働災害が発生したときの事後的救済のあ

りかた、通勤途上の災害、さらには最近関心を呼んでいる

過労死・自殺問題なども考察したいと考えている。講義に

際しては、レジュメや資料を配布するので、詳細は、それ

らを参照。 

１ 「労働者」とは誰か？―イントロダクション― 

２ 労働条件・待遇の決定に関する法的仕組みとそ 

の相互関係 

３ 賃金（１）―最低賃金・支払い方法の規制 

４ 賃金（２）―賞与・退職金 

５ 賃金（３）昇格・昇進・降格・降職と人事考課 

６ 労働時間（１）労基法改正・１週４０時間１日 

８時間労働制・規制の弾力化 

７ 労働時間（２）変形労働時間制 

８ 労働時間（３）時間外・休日労働、休憩時間そ 

して週休制 

９ 労働時間（４）年次有給休暇 

１０ 労働時間（５）年少者・母性保護と家族的責任の保

障 

１１ 職場の安全衛生―労働災害発生の防止 

１２ 労働災害補償制度―労災の事後的処理 

１３ 労働災害における業務上外認定 

１４ 過労死と過労自殺 

１５ 労使紛争の解決システム：労働審判制度 

テキスト、参考文献 評価方法 

毛塚勝利ほか『アクチュアル労働法』（法律文化社・２０

１４） 

定期試験の「結果」如何が基本である。ただしレポートの

提出を求め、それも最終評価に際して参考にすることも予

定している。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

社会保障法 a／＊＊＊＊＊／社会保障法 a 
社会保障法 a／＊＊＊＊＊ 

担当者 石井 保雄 

講義目的、講義概要 授業計画 

この講義では第一義的には、国民の生活保障を目的とす

る制度である社会保障法について、春学期では、まずは総

論的課題として、社会保障法の意義と、現在の法状況を検

討したいと思う。つぎに私たちにとって、もっとも身近な

ものとして利用している医療保険について検討する。つぎ

に国民の多くが「労働者」として生活することに着目して、

労働に関わる社会保障制度である労働災害補償と雇用保

険に関する制度内容を示し、またこれらの領域において問

題となっている法的論点を明らかにしたいと思う。 

１「社会保障」とは何か――労働生活と社会保障― 

２ 社会保障法を取り巻く環境 

３ 社会保障法の制度と仕組み 

４ 医療保険（１）――病気やけがをしたらどうするか？

５ 医療保険（２）――医療保険給付の内容 

６ 医療保険（３）――高齢者医療制度 

７ 医療保険（４）――診療報酬と薬価基準 

８ 労災保険（１）――労災補償の意義と沿革 

９ 労災保険（２）――業務上外認定 

１０ 労災保険（３）――過労死・過労自殺と労災認定 

１１ 労災保険（４）――通勤途上災害 

１２ 雇用保険（１）――雇用保険と労働者 

１３ 雇用保険（２）――失業給付 

１４ 雇用保険（３）――雇用継続を支える給付 

１５ まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

本澤巳代子・新田秀樹〔編〕『トピック社会保障法〔第９

版〕』（不磨書房・２０１５春刊行予定） 

定期試験の「結果」如何が基本である。ただしレポートの

提出を求め、それも最終評価に際し参考とすることも考慮

している。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

社会保障法 b／＊＊＊＊＊／社会保障法 b 
社会保障法 b／＊＊＊＊＊ 

担当者 石井 保雄 

講義目的、講義概要 授業計画 

秋学期では、社会保障制度の歴史的展開を今一度大まか

に掴んだうえで、各論的考察を引き続き行ないたいと思

う。具体的には、「国民」「健康」「社会的弱者」という

ことに着目して、生活保護制度と年金、とくに老齢年金制

度、それから介護と成年後見の各制度のあり方と法的な論

点として、どのような問題が提起されているのかを考察し

てみたい。 

１ 社会保障法とは何か・再論――秋学期の課題 

２ 社会保障法の歴史（１）――欧米における大きな流れ

３ 社会保障の歴史（２）――日本の社会福祉制度の歴史

的展開 

４ 生活保護（１）――貧困とは何か 

５ 生活保護（２）――基本原理 

６ 生活保護（３）――申請・決定の手続 

７ 生活保護（４）――種類と方法 

８ 年金制度（１）――わが国制度の概要 

９ 年金制度（２）――公的年金制度の歴史 

１０ 年金制度（３）――障害年金と学生無年金訴訟 

１１ 年金制度（４）――これからの年金制度 

１２ 介護保険（１）――制度の成立 

１３ 介護保険（２）――法改正と現状 

１４ 成年後見制度 

１５ まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

本澤巳代子・新田秀樹〔編〕『トピック社会保障法〔第９

版〕』（不磨書房・２０１５春刊行予定） 

定期試験の「結果」如何が基本である。ただしレポートの

提出を求め、それも最終評価に際し参考とすることも考慮

している。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

環境法 a／＊＊＊＊＊／環境法 a 
環境法 a／＊＊＊＊＊ 

担当者 一之瀬 高博 

講義目的、講義概要 授業計画 

〔講義目的〕 

 環境に関わる紛争や立法･政策を素材に、発展途上にあ

る環境法の現段階を明らかにしてゆくとともに、法律学が

環境保全にどのような機能を果たし得る課を考察する。 

 

〔講義概要〕 

 公害･環境問題の性質･歴史およびそれに対する環境法

の発展を概観した上で、主として、環境紛争の法的解決の

手法を素材に、環境法の救済法としての側面を検討する。

 

 1 講義の概要 

 2 公害･環境問題の性質と法律学の関わり 

 3 公害･環境法制度の発展過程① 

 4 公害･環境法制度の発展過程② 

 5 公害民事賠償の理論と裁判例① 

 6 公害民事賠償の理論と裁判例② 

 7 環境問題と国家賠償① 

 8 環境問題と国家賠償② 

 9 民事差止めの理論と裁判例① 

10 民事差止めの理論と裁判例② 

11 環境行政訴訟をめぐる諸問題① 

12 環境行政訴訟をめぐる諸問題② 

13 被害者救済制度・紛争処理制度 

14 講義のまとめ 

15 講義のまとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

 テキストは開講時に指示する。参考文献として、
阿部・淡路編『環境法』第 4 版有斐閣 2011 年 
『環境法判例百選』第 2 版有斐閣 2011 年 

期末試験の成績（70%）により評価し、平常授業での課

題レポート・小テストなどの成果（30%）も評価対象にす

る。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

環境法 b／＊＊＊＊＊／環境法 b 
環境法 b／＊＊＊＊＊ 

担当者 一之瀬 高博 

講義目的、講義概要 授業計画 

〔講義目標〕 

 環境に関わる紛争や立法･政策を素材に、発展途上にあ

る環境法の現段階を明らかにしてゆくとともに、法律学が

環境保全にどのような機能を果たしうるかを考察する。 

 

〔講義概要〕 

 環境法の原則、手法、考え方などその基礎的な構造を検

討するともに、最近増加している個別的な環境保全の法制

度の内容と機能を分析する。 

 1 講義の概要 

 2 環境権、自然の権利 

 3 環境基本法･環境基本計画 

 4 環境保全の法的手法 

 5 環境影響評価 

 6 公害･環境規制法① 

 7 公害･環境規制法② 

 8 公害･環境規制法③ 

 9 化学物質管理法 

10 廃棄物･リサイクル法制① 

11 廃棄物･リサイクル法制② 

12 自然環境保全① 

13 自然環境保全② 

14 講義のまとめ 

15 講義のまとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

 テキストは開講時に指示する。参考文献として、
阿部・淡路編『環境法』第 4 版有斐閣 2011 年 
『六訂ベーシック環境六法』第一法規 2014 年 

期末試験の成績（70%）により評価し、平常授業での課

題レポート・小テストなどの成果（30%）も評価対象にす

る。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

経済法／＊＊＊＊＊／経済法 
経済法／＊＊＊＊＊ 

担当者 宗田 貴行 

講義目的、講義概要 授業計画 

経済法の中核に位置する独占禁止法について、基本的知

識を習得することを目的とする。この目的達成のために、

本講義では、独占禁止法の基本的事項について、図、表、

グラフ等を用いて、分かりやすく講義を行う。 
独占禁止法の目的、手続、禁止される行為類型について

解説を行う。 
 母法であるアメリカ反トラスト法や、EU の独禁法も解

説する。 
独占禁止法は、その条文は極めて抽象的に書かれている

ため、規制内容を確実に理解するには、ケーススタディー

が不可欠である。このため、本講義では、事例の分析を積

極的に取り上げる。また、改正が多い分野であるため、近

時の改正についても解説を行う。 
大学のカリキュラムは、各回の講義の予習復習に 4 時間

程度必要としている。これを前提に受講されたい。 
 講義に出席することは当たり前であり、これが出来ない

者は、単位を取得できない可能性が大いにある。 
 レポートは、講義に出席していれば答えられる問題に正

解できない場合には、単位を取得できないこととなるもの

である。 

１ イントロダクション 

２ 経済法の成立① 

３ 経済法の成立② 

４ アメリカ反トラスト法 

５ EU 競争法、ドイツ競争制限禁止法 

６ 日本の独禁法の目的① 

７ 日本の独禁法の目的② 

８ 不当な取引制限① 

９ 不当な取引制限② 

10 私的独占① 

11 私的独占② 

12 不公正な取引方法① 

（再販売価格維持、優越的地位の濫用） 

13 不公正な取引方法② 

（抱き合わせ販売、不当廉売） 

14 独禁法のエンフォースメント（行政、刑事、民事） 

15 総括 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
特に購入を強制するものではないが、以下の文献が参考に

なる。 岸井大太郎他『経済法』有斐閣アルマ 

 
レポート 
 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

消費者法／＊＊＊＊＊／消費者法 
消費者法／＊＊＊＊＊ 

担当者 岩重 佳治 

講義目的、講義概要 授業計画 

講義目的 
１ 消費者被害と救済の実態を知る 
２ 消費者事件の解決に特有の視点、法理を身につける 
３ 消費者被害の法的解決方法を自分で考え、その法的見

解を第３者に主張・展開し、第３者の法的見解を正当

に評価する力を身につける 
４ 生の事実を素材に、生きた法的思考を身につける 
５ 消費者法の学習を通じて、自分の長所を発見する 
講義概要 
１ 毎回レジュメを用いて講義する。 
２ 事例の検討を中心とし、法的見解を述べ合う実践的内

容の講義にしたい。 
３ 知識の多寡にかかわらず、受講者には積極的な発言を

求めたい。受動的に講義を聞くという姿勢は、本講義

に適さない。 
４ 春学期は、消費者法の基礎的な知識の習得にも重点を

置き、秋学期への足がかりにしたい。 
５ 受講には基礎的な法的知識があればよい。 
  消費者問題に関心があればなおさら良いが、関心を持

てるかどうか見てみようという人も大いに歓迎する。

６ 通年での受講が望ましい。 

１ ガイダンス 

２ 消費者被害救済の法理（１） 

３ 消費者被害救済の法理（２） 

４ 消費者契約法（１） 

５ 消費者契約法（２） 

６ 敷金をめぐるトラブル 

７ 英会話教室をめぐるトラブル 

８ クレジット契約をめぐるトラブル 

９  内容証明郵便の利用の仕方 

10 消費者団体訴訟制度 

11 消費者被害の救済を考える 

12 奨学金問題を考える 

13 予備 

14 まとめ① 

15 まとめ② 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは特に使用しない。 
参考文献は、随時紹介する。 

期末定期試験の結果、課題レポートなどの実績に、事業へ

の参加度を加味して総合的に評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（消費者法）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法律学特講（消費者法）／＊＊＊＊＊ 

担当者 岩重 佳治 

講義目的、講義概要 授業計画 

講義目的 
１ 消費者被害と救済の実態を知る 
２ 消費者事件の解決に特有の視点、法理を身につける 
３ 消費者被害の法的解決方法を自分で考え、その法的見

解を第３者に主張・展開し、第３者の法的見解を正当

に評価する力を身につける 
４ 生の事実を素材に、生きた法的思考を身につける 
５ 消費者法の学習を通じて、自分の長所を発見する 
講義概要 
１ 毎回レジュメを用いて講義する。 
２ 事例の検討を中心とし、法的見解を述べ合う実践的内

容の講義にしたい。 
３ 受講者には積極的な発言を求めたい。受動的に講義を

聞くという姿勢は、本講義に適さない。 
４ 春学期で身につけた基礎的知識を土台に、より実践的

内容の講義にしたい。答弁書の作成等も行う予定であ

る。 
５ 深刻化する多重債務問題についての講義も行う。 
６ 春学期の講義で身につけた知識が前提になるので、通

年での受講が望ましい。 
 

１ 保証人被害 

２ 集団的消費者被害事件（預託商法被害） 

３ リース契約をめぐるトラブル 

４ 訴状を受け取ったときの対処法（総論） 

５ 訴状を受け取ったときの対処法（答弁書作成） 

６ 振り込め詐欺の被害 

７ クレジット・サラ金被害に関する基礎知識 

８ 借金整理法（１） 

９ 借金整理法（２） 

10  犯罪被害収益の吐き出し 

11 貧困ビジネスの実態 

12  生活保護を考える 

13 奨学金問題その２ 

14 予備 

15 まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは特に使用しない。 
参考文献は、随時紹介する。 

期末定期試験の結果、課題レポートなどの実績に、事業へ

の参加度を加味して総合的に評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

知的財産権法 a／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
知的財産権法 a／＊＊＊＊＊ 

担当者 張 睿暎 

講義目的、講義概要 授業計画 

知的財産権法は、産業的な側面の工業所有権法（特許・

実用新案・商標・意匠等）と文化的な側面の著作権法に大

別することができる。この講義では、工業所有権法のうち、

様々な不正競争行為を規制する不正競争防止法、登録を受

けたマークを保護する商標法、登録を受けた工業デザイン

を保護する意匠法を扱う。これらは、特定の者が用いてい

る特定のマーク、ブランド、デザインなどを、他人による

無断使用から守るための法律である。 

なお、特許法・実用新案法は、後期の「知的財産権法 b」

で、著作権法は、「法律学特講（春/秋）」で扱うので、

合わせて受講することが望ましい。 

教科書と併用して、裁判例に関する画像やウェブサイト

など、視覚情報も紹介しながら講義を進める。毎回の講義

には、教科書と知的財産権法文集を持参して出席してほし

い。初回の授業ガイダンスには講義の詳細な進め方に関す

る告知等があるので、必ず出席すること。 

1  授業のガイダンス 

2  知的財産権法の概観、不正競争防止法・商標法・意

  匠法の概要と関係 

3  不正競争防止法１：不正競争行為規制の意義 

4  不正競争防止法２：不正競争の内容と要件 

5  不正競争防止法３：違反の効果 

6  商標法１：商標制度の意義 

7  商標法２：商標登録を受けるための要件 

8  商標法３：登録手続 

9  商標法４：商標権の効力、消滅 

10 商標法５：特殊な商標、商標権の経済的利用 

11 意匠法１：意匠制度の意義 

12 意匠法２：意匠登録を受けるための要件 

13 意匠法３：登録手続 

14 意匠法４：商標権の効力、特殊な意匠 

15 総括：質問への回答と復習 

テキスト、参考文献 評価方法 

教科書：伊藤塾『知的財産法（第 4版）』（弘文堂・2012

年）、参考書：大渕他編『商標・意匠・不正競争判例百選』

（有斐閣・2007 年） 

定期試験の結果（80％）および授業への参加度（20％）

を合わせて評価する。 

 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

知的財産権法 b／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
知的財産権法 b／＊＊＊＊＊ 

担当者 張 睿暎 

講義目的、講義概要 授業計画 

知的財産権法は、産業的な側面の工業所有権法（特許・

実用新案・商標・意匠等）と文化的な側面の著作権法に大

別することができる。この講義では、工業所有権法の中心

をなす特許法を主に扱う。これは、特許庁に登録された一

定範囲の技術思想について、権利者以外の者が無断で実施

することを禁じる法律である。特許法以外では、保護の対

象や手法において近縁の実用新案法と種苗法を扱う。 

不正競争防止法・商標法・意匠法は、前期の「知的財産

権法 a」で、著作権法は、「法律学特講（春/秋）」で扱う

ので、合わせて受講することが望ましい。 

教科書と併用して、裁判例に関する画像やウェブサイト

など、視覚情報も紹介しながら講義を進める。毎回の講義

には、教科書と知的財産権法文集を持って出席してほし

い。初回の授業ガイダンスには講義の詳細な進め方に関す

る告知等があるので、必ず出席すること。 

1  授業のガイダンス 

2  知的財産権法の概観、特許法・実用新案法・種苗法

   の概要と関係 

3  特許法１：特許を受けるための要件（１） 

4  特許法２：特許を受けるための要件（２） 

5  特許法３：特許を受けるための要件（３） 

6  特許法４：登録手続（１） 

7  特許法５：登録手続（２） 

8  特許法６：登録手続（３） 

9  特許法７：特許権の効力（１）効力の範囲 

10 特許法８：特許権の効力（２）効力の制限 

11 特許法９：特許権侵害とそれに対する救済、消滅 

12 特許法１０：特許権の経済的利用、特許情報 

13 実用新案法：実用新案制度の意義､要件､効力､消滅 

14 種苗法：種苗法の意義、要件、効力、消滅 

15 総括：質問への回答と復習 

テキスト、参考文献 評価方法 

教科書：伊藤塾『知的財産法（第 4版）』（弘文堂・2012

年）、参考書： 中山他編『特許判例百選 第 4版』（有斐

閣・2012 年） 

定期試験の結果（80％）および授業への参加度（20％）

を合わせて評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

民事訴訟法 a／＊＊＊＊＊／民事訴訟法 a 
民事訴訟法 a／＊＊＊＊＊ 

担当者 小川 健 

講義目的、講義概要 授業計画 

「民事訴訟」は「私人間の法的な関係」(債権その他の権利

関係等)の最終的な「実現手段」として用意されている制度で

ある。 
私人間の法的関係実現のための手続の総体は「広義の『民事

訴訟』」と呼ばれるが、法的関係実現の手続のうち「国が私人

間の法的関係を確認し確定する手続段階」は、特に「狭義の『民

事訴訟』」と呼ばれ、「民事訴訟法」という法律(「法典」)
に規定されている。また、「国による私人間の法的関係の確認、

確定」は、裁判所の「判決」という種類の「判断」によりなさ

れることから、この手続段階は「判決手続」とも呼ばれる。本

講義が対象とするのはこの「狭義の民事訴訟」である。 
本講義では、判決手続において確定されるべき対象である

「法的関係」あるいは「法」とはどのようなものであるのか。

国による法確定の手続の基本的な枠組みはどのようなもので

あるのか、またあるべきなのか。国による法の実現のしくみは

全体としてどのようなものなのか。現在あるしくみにはどのよ

うな問題があるのか。といった点を、受講者とともに考えるこ

とにしたい。 
講義形式の授業であるが、受講者の講義への積極的な参加を

期待する。試験やレポートによる得点の他に、有意義な質問を

してくれた受講者には、一つの質問あたり、最大 5 点の加算

をする。 

春学期は、「判決手続の基本的な構成要素」についての理解

を目標として講義を行う。 

 

講義項目: 

《民事手続の意義》 

1 「法」とは何か(「国家法」と「法の実現」) 

《手続の開始》 

2 「訴え」訴えの類型、訴状 

《手続の目的》 

3 「判決 1」請求と判決事項、判決書 

4 「判決 2」処分権主義 5 「裁判」裁判の種類 

6 「判決」と「審理手続」 

7 「判決の確定」審級制度 

8  レポート作成 

9 「判決の確定」確定の意味 

10「判決の効力 1」終局判決 

11「判決の効力 2」執行力、既判力、形成力 

12「既判力の作用 1」物的限界 

13「既判力の作用 2」人的限界 

14「既判力の作用 3」限界の拡張 

 

15  まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

現在適当なテキストはないが、参考文献として以下のものを

挙げておく:小川「民事執行法 法と法実現」基本民事法(2005
成文堂); 中野貞一郎・松浦馨・鈴木正裕編「新民事訴訟法講

義」2版補訂 2版(有斐閣大学双書)¥4,968(税込) 

希望する学生については学期末筆記試験だけのいわゆる「一発勝

負」とするが、学期中に任意提出レポートを課して救済の道を確

保する予定である。これらに質問点を加算して評価を決する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

民事訴訟法 b／＊＊＊＊＊／民事訴訟法 b 
民事訴訟法 b／＊＊＊＊＊ 

担当者 小川 健 

講義目的、講義概要 授業計画 

春学期に、その「基本的な構成要素」を概観した判決手続の

分野について、そのような「手続を現実に動かしていくために

考慮しなければならない重要な事項」を概観する。 
講義形式の授業であるが、受講者の講義への積極的な参加を

期待する。レポートや報告による得点の他に、有意義な質問を

してくれた受講者には、一つの質問あたり、最大 5 点の加算

をする。 

講義項目:  

《手続の変則的な終了》 

1 「判決によらない訴訟の終了 1」 請求の放棄認諾、和解 

2 「判決によらない訴訟の終了 2」 訴えの取下 

《手続の利用》 

3 「訴訟要件 1」裁判権、管轄 

4 「訴訟要件 2」当事者、代理人 

5 「訴訟要件 3」請求に関連する要件 

6 「訴え提起」の効果 

《手続の運営》 

7 「審理 1」判断資料の蒐集(当事者主義と職権主義) 

8 「審理 2」事実と証拠 

9  レポート作成 

《手続の運営機関》 

10「管轄」 

11「裁判機関」裁判機関の構成、公正な機関の確保 

《手続の人的変動》 

12「訴訟関係の変動」参加、承継 

《特別な手続》 

13「特殊な手続」 

14「外国判決、仲裁判断」 

 

15  まとめ

テキスト、参考文献 評価方法 

春学期と同じ。 希望する学生については学期末筆記試験だけのいわゆる「一発勝

負」とするが、学期中に任意提出レポートを課して救済の道を確

保する予定である。これらに質問点を加算して評価を決する。 

 



71 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

民事執行・保全法／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
民事執行・保全法／＊＊＊＊＊ 

担当者 小川 健 

講義目的、講義概要 授業計画 
民事執行は私人間の法律関係の最終的な実現手段として用意さ

れている制度である。 

判決で権利その他の「法律関係」が裁判所により確定されたと

しても、ただそれだけで終わってしまうのなら、判決(書)はただ

の紙切れでしかないことになる。そこで執行手続は、法律関係が

債務者により任意に履行されない場合に備えて、国家の実力をも

って強制的にこの「観念的な存在に過ぎない法律関係」を「現実

の世界で実現」するために用意されているわけである。 

もっとも、法律関係を実現しようとした時に目的物や相手方の

財産が無くなってその実現自体が不可能となってしまえば、いか

に強制的な法律関係の実現手段を用意していようとも役には立た

ない。従って、その実現についての事前確保の方法が用意される

必要がある。また、実際に執行が必要な状況では相手方が支払能

力を失っていることも少なくないため、そのような際に債務者に

関わる債権債務関係全体を一括して処理しようとする倒産法制と

の関係も考えておかなければならない。さらには日本の裁判所の

判断についてだけでなく、外国の裁判所その他により「確定」さ

れた「法的関係」を我が国の裁判所としてはどのように扱うべき

かについても考える必要がある。 

本講義では、このような民事執行手続の基本的な構造と、それ

に関連する制度との関係の理解を主眼として民事執行と保全とを

講義形式で概観する。 

《民事執行総論》 
1  法とは何か(「国家法」と「法の実現」) 

2  民事執行手続の概要、法典の構造 

《手続の開始》 

3  債務名義(債務名義の意義と種類)1 

4  債務名義(債務名義の意義と種類)2 

5  民事執行の手続原則、執行文制度 

《執行の方法》 

6  金銭債権に基く執行(執行対象による相違と差押) 

7  強制管理、船舶執行、動産執行 

8  レポート作成 

9  配当要求、換価、売却、関連する権利関係 

10 引渡命令、配当と配当異議 

11 債権執行(差押禁止債権、供託、取立訴訟、転付命令、譲渡命令) 

《執行に関わる紛争》 

12 その他の財産権に対する執行、非金銭執行(明渡、引渡、代替執

行、間接強制)、担保権の実行  

13 各種の不服申立方法  

《保全》 

14 保全手続 

 

15 まとめ 

なお、受講者の講義への積極的な参加を期待する。試験やレポート

による得点の他に、有意義な質問をしてくれた受講者には、一つの質

問あたり、最大 5点の加算をする。 

テキスト、参考文献 評価方法 
参考書:小川「民事執行法 法と法実現」基本民事法(2005成文堂)、

中野 貞一郎 「民事執行・保全入門」補訂版(有斐閣 2013) ¥2,268
（税込）。 

希望する学生については学期末筆記試験だけのいわゆる「一発勝 
負」とするが、学期中に任意提出レポートを課して救済の道を確保

する予定である。これらに質問点を加算して評価を決する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

倒産法／＊＊＊＊＊／倒産法 
倒産法／＊＊＊＊＊ 

担当者 小川 健 

講義目的、講義概要 授業計画 
個人や会社が「倒産する」というと、これらの当事者や関係者

は社会から抹殺されてしまうかのように思われがちである。 
確かに、無計画な借入や支出を繰返したり、無計画な投資を行

った結果として倒産に至る者は多い。しかし、そのような無計画

な借入や投資の資金を提供した側にも責任の一端が認められる場

合は少なくない。また、倒産の結果、一般社会の外にはじき出され

る者が増えるとすれば、社会は不安定にならざるをえない。さら

に、倒産者と取引していた、また今後取引の可能性を持つ人々に

とっては、倒産により取引相手が社会から抹殺されてしまうとす

れは、取引の機会か減少することにもなる。 
このようなことから、現代の倒産処理は、債権者の債権の本来

的な満足をある程度は犠牲にしても、倒産者の社会活動の継続あ

るいは再開をなるべく可能にするようなやり方で行われる。たと

えば、個人倒産者の債務等を清算するにあたって、倒産者に財産

を幾分かは残し、残りの債務の負担からは解放するという方法を

採るし、企業倒産にあたっては、収益をあげている部門等はこれ

を売却することによって、売却先において社会的な活動を続ける

ことを可能にしながら債権者に対する弁済財源を増加させるとい

うことも行われる。倒産手続は、決して「倒産者についての残務

整理」ではなく、経済活動が円滑に働くなくなった「倒産」とい

う病理状態を正常な状態に戻す作用を行っているわけである。 
本講義では、倒産手続の全体像把握を試みるとともに、近年大

きな改正が行われたこの制度の今後の行方も考えたい。 

《倒産法概論》  

1  倒産手続とは(倒産手続の目的、倒産手続に用いられる手法、個

別執行との関係) 

2  倒産手続の類型、現在の倒産処理の状況、国際倒産の問題点  

3  倒産手続の開始原因、倒産手続の流れ、手続原則 

《破産手続》 

4  手続開始決定、公告、債権調査、不服申立 

5  手続開始の効果、他の手続との調整 

6  共有関係、双務契約、継続的契約等 

7  取戻権、別除権 

8  相殺権 

9  レポート作成 

10 否認 

11 手続に関係する機関(裁判所、管財人、保全管理人、債権者集会、

債権者委員会)  

12 保全、債権届出、倒産債権・財団債権・共益債権、届出の効果、

債権調査、債権者表の作成と認否 

13 配当、廃止、免責、特則(住宅資金貸付債権、外国倒産処理、簡

易再生、小規模個人再生、給与所得者再生) 

《破産以外の倒産手続》 

14 会社更生、民事再生、商法上の手続 

 

15 まとめ 

受講者の講義への積極的な参加を期待する。試験やレポートの

得点の他に、有意義な質問には一質問あたり最大 5 点を加算する。

テキスト、参考文献 評価方法 
テキストを強いて挙げれば、山本和彦「倒産処理法入門」4 版(有

斐閣 2012)¥2,376（税込）。倒産関係法登載の携帯六法には、有斐

閣「ポケット六法」と、三省堂「デイリー六法」があるが、いずれ

も会社更生法は抄録である。 

希望する学生については学期末筆記試験だけのいわゆる「一発

勝負」とするが、学期中に任意提出レポートを課して救済の道を

確保する予定である。これらに質問点を加算して評価を決する。
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑事訴訟法 a／＊＊＊＊＊／刑事訴訟法 a 
刑事訴訟法 a／＊＊＊＊＊ 

担当者 齋藤 実 

講義目的、講義概要 授業計画 

１ 刑事訴訟法とは 

 「刑事訴訟法」と聞いても、馴染みが薄い人が多いのではな

いかと思います。しかし、裁判員裁判という言葉を聞いたこの無

い人はいないでしょうし、刑事裁判に関連するニュース報道が

全くない日はほとんどありません。刑事訴訟法は、実は馴染み

やすく、面白い科目です。 

 具体的には、犯罪が起こり、捜査が開始され、（事件によって

は）起訴され、判決が言い渡される、判決に不服のある者はさ

らに争う、という流れを扱います。 

 なお、担当者は現役の弁護士であり、学問的な水準を保ちな

がらも、実務にも配慮した授業をしたいと思います。 

２ 講義の目的 

 刑事訴訟法を通じて、事案を解決するために、適切な条文を

探し出し、その要件を検討し結論を導く、という能力を鍛えるこ

とを最終的な目標とします。法律を「使える」能力を、養って欲

しいと思います。 

３ 出席等 

 定期テストが長文の事例問題を解いてもらうため、授業の理

解が前提となります。そのため、出席していない学生の単位取

得は極めて難しいものと認識してください。 

1. 講義の概要 

2. 刑事訴訟法の全体像（１） 

3. 刑事訴訟法の全体像（２） 

4. 刑事訴訟法の全体像（３） 

5. 捜査（１） 

6. 捜査（２） 

7. 捜査（３） 

8. 捜査（４） 

9. 捜査（５） 

10. 捜査（６） 

11. 公訴提起（１） 

12. 公訴提起（２） 

13. 公訴提起（３） 

14. 前期のまとめ 

15. 前期のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

裁判所職員総合研修所『刑事訴訟法概説（三訂再訂版）』（司

法協会） 
評価方法：原則として期末試験の結果のみによって評価す

るが、課題を出すことも検討している。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

刑事訴訟法 b／＊＊＊＊＊／刑事訴訟法 b 
刑事訴訟法 b／＊＊＊＊＊ 

担当者 齋藤 実 

講義目的、講義概要 授業計画 

１ 刑事訴訟法 b について 

「刑事訴訟法 a」に続けて、刑事手続後半を扱います。刑

事事件が起訴された後の刑事裁判の段階を扱います。刑事

訴訟法 b から受講される学生でも対応出来るように工夫は

しますが、前期刑事訴訟法 a が受講可能であれば、前期か

ら受講することを勧めます。 

 刑事訴訟法 b からの受講を考えている学生は、「刑事訴

訟法 a」のシラバスも参考にして下さい。 

２ 出席について 

 定期テストが長文の事例問題を解いてもらうため、授業

の理解が前提となります。そのため、出席していない学生

の単位取得は極めて難しいものと認識してください。  

1. 前期の復習 

2. 公判（１） 

3. 公判（２） 

4. 公判（３） 

5. 公判（４） 

6. 証拠（１） 

7. 証拠（２） 

8. 証拠（３） 

9. 証拠（４） 

10. 証拠（５） 

11. 裁判 

12. 救済手続（１） 

13. 救済手続（２） 

14. 後期のまとめ 

15. 後期のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

裁判所職員総合研修所『刑事訴訟法概説（三訂再訂版）』（司

法協会） 

評価方法：原則として期末試験の結果のみによって評価す

るが、課題を出すことも検討している。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

国際法Ⅰ／国際法Ⅰ／国際法Ⅰ 
国際法Ⅰ／国際法Ⅰ 

担当者 鈴木 淳一 

講義目的、講義概要 授業計画 

〔講義目的〕 
本講義は、国際社会を国際法の視点から分析するために

不可欠である国際法の基礎的知識を提供することを目的

とします。 
 

〔講義概要〕 
国際社会は、国内社会とは違って身近に感ずることは困

難かもしれません。また、世界政府が存在しない状況下で、

国際社会に「法」が果たして存在しうるのか疑問に感ずる

かもしれません。本講義では、国際法をなるべく身近に感

じてもらえるように、多くの事例をあげながら具体的に説

明したいと考えています。 
具体的には、国際法の法源、国際法の主体、国際法と国

内法の関係、国家管轄権、外交関係、国家承認等を扱いま

す。 
また、この講義では、教室で行う通常の授業を補うため、

授業レポート・システム等を活用して、教員とのコミュニ

ケーションを図ります。 

 

1 はじめに 

 2 国際法の意義 

3 国際法と国内法 

 4 国際法の法源 

5 条約法① 

6 条約法② 

7  国際法の主体 

8  国家の権利義務 

9  国家管轄権 

10  外交関係 

11  領事関係 

12  主権免除 

13  国家承認・政府承認 

14 国家承継・政府承継 

15  まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：杉原『基本国際法 第２版』(有斐閣，2014 年)
『国際条約集 2015』（有斐閣，2015 年） 

学期末に実施する試験により評価(100%)、平常点を加点材

料とします(ただし上限 10%)。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

国際法Ⅱ／国際法Ⅱ／国際法Ⅱ 
国際法Ⅱ／国際法Ⅱ 

担当者 大塚 敬子 

講義目的、講義概要 授業計画 

【講義目的】 
 この講義は、国際法を通して国際社会をみることの大切

さを学ぶこと、そして、国際社会における課題や問題につ

いて考えるための基本的知識を得ることを目的とします。

 
【講義概要】 
 国際法Ⅱでは、主に「領域」に関する国際法を学びます。

国にとって、自らの権利・権限が及ぶ範囲を画定すること

は大事な問題であり、その問題が、時に他国との対立や紛

争を引き起こすことにもつながることは、日頃のニュース

などからもご承知のとおりです。 
 国際法では、国の領土・領海・領空に関する規則が長い

年月を経て確立されており、また、他国とともに利用する

海洋、空、宇宙、南極など地球内外の空間については、互

いの利益を確保すべく共通の規則が設けられています。そ

こにある様々な考え方、価値観、目的なども含めて「法」

による規律の重要性について学び、国際社会における協力

のあり方についても理解を深めたいと思います。 

1 はじめに 

2 空間に関する国際法 

3 国の領域（1） 

4 国の領域（2） 

5 国際海洋法（1）歴史・領海 

6 国際海洋法（2）排他的経済水域・大陸棚 

7 国際海洋法（3）島・日本と海洋 

8 国際海洋法（4）深海底・公海 

9 国際海洋法（5）海洋資源 

10  空の国際法 

11  国際宇宙法（1）条約・ソフトロー 

12  国際宇宙法（2）国際協力 

13  国際的な「空間」（1）南極 

14  国際的な「空間」（2）北極 

15  まとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

杉原高嶺『基本国際法（第 2 版）』（有斐閣、2014 年） 
 ※第 1 版（2011 年）でもよい 
『国際条約集 2015 年版』（有斐閣） 

平常講義における取り組み度（講義にて実施する小レポー

ト提出を含む）20％、学期末の試験 80％で評価します。

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

国際法Ⅲ／国際法Ⅲ／＊＊＊＊＊ 
国際法Ⅲ／国際法Ⅲ 

担当者 大塚 敬子 

講義目的、講義概要 授業計画 

【講義目的】 
 この講義は、国際法を通して国際社会をみることの大切

さを学ぶこと、そして、国際社会における課題や問題につ

いて考えるための基本的知識を得ることを目的とします。

 
【講義概要】 
 国際法Ⅲは、国際法における個人、国際責任、紛争の平

和的解決、戦争・武力行使に関する議論や規則、軍縮の国

際法などを学ぶことを通して、国際社会の平和と安全につ

いて考察する時間にしたいと考えています。必要に応じて

事例を取り上げ、国際社会の平和を脅かす事態について具

体的に理解することで、自分ごととして平和について考え

るきっかけにもなればと思います。 
 国際法という視点から国際社会をとらえられるよう、国

際法Ⅰ及びⅡ、その他関連科目についても積極的に学ぶこ

とをお勧めします。 

1 はじめに 

2 国際法における個人（1）個人と国 

3 国際法における個人（2）人権 

4 国際法における個人（3）犯罪 

5 国の国際責任（1） 

6 国の国際責任（2） 

7 紛争の平和的解決（1）解決手段 

8 紛争の平和的解決（2）国際裁判 

9 戦争・武力行使に関する国際法（1）戦争・紛争 

10  戦争・武力行使に関する国際法（2）武力行使の議論

11  戦争・武力行使に関する国際法（3）自衛権 

12  国際社会の平和と安全の維持（1）集団安全保障 

13  国際社会の平和と安全の維持（2）PKO 

14  国際社会の平和と安全の維持（3）軍縮・軍備管理 

15  まとめ 
 

テキスト、参考文献 評価方法 

杉原高嶺『基本国際法（第 2 版）』（有斐閣、2014 年） 
 ※第 1 版（2011 年）でもよい 
『国際条約集 2015 年版』（有斐閣） 

平常講義における取り組み度（講義にて実施する小レポー

ト提出を含む）20％、学期末の試験 80％で評価します。
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

国際人道法／国際人道法／＊＊＊＊＊ 
国際人道法／国際人道法 

担当者 鈴木 淳一 

講義目的、講義概要 授業計画 

〔講義目的〕 
本講義は、国際法学の対象分野のうち、国際人道法に関

する国際法の基礎的知識を提供することを目的とします。
 
〔講義概要〕 
 本講義では、武力紛争(戦争・内戦)下の戦闘行動の規制
と紛争犠牲者の保護、戦争犯罪人の処罰等について扱いま
す。 
 国際人道法は、武力紛争が実際に発生した場合に、どの
ようにして対処するべきなのか、具体的に規定している国
際法です。国際人道法は戦争の悲惨な経験から人類が獲得
してきた貴重な知恵であり、戦争の惨禍から自分自身や家
族を守るためにも必要な知識となります。 
本講義を受講するにあたっては、国際法を履修している

ことが望ましいのですが、本講義だけを履修することも可
能です(なお秋学期にはテキストの『国際条約集』が在庫切
れとなってしまうことが多いので、春学期のうちに購入す
ることを強く勧めます。） 
また、この講義では、教室で行う通常の授業を補うため、

授業レポート・システム等を活用して、教員とのコミュニ
ケーションを図ります。 
 

１．はじめに 

２．戦争を規制する国際法 

３．自衛権と集団安全保障 

４．国際人道法の概念と歴史 

５．国際人道法の適用範囲（民族解放闘争と内戦） 

６．戦闘員・捕虜・文民の区別について 

７．敵対行為の方法を規制する基本原則 

８．害敵手段の規制 

９．紛争犠牲者の保護 

10．国際人道法の履行確保 

11．国際刑事裁判所 

12．中立① 

13．中立② 

14. 日本と国際人道法 

15. おわりに 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：『国際条約集 2015』（有斐閣、2015 年） 
参考文献：酒井ほか『国際法』(有斐閣、2011 年) 

藤田『国際人道法 再増補』(有信堂、2003 年) 
村瀬・真山編『武力紛争の国際法』(東信堂、2004 年)

学期末に実施する試験により評価し(100%)、平常点を加点

材料とします(ただし上限 10%)。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

国際政治学 a／国際政治学 a／国際政治学 a 
国際政治学 a／国際政治学 a 

担当者 岡垣 知子 

講義目的、講義概要 授業計画 

国際政治学は、他の社会科学および自然科学の知見を取り

入れながら、戦争の原因および平和の条件をその中心的課

題として、発展してきた学問である。この講義は、複雑化

する今日の国際政治事象を体系的に考え、一見アト・ラン

ダムな寄せ集めに見える国際的事件の中に一定のパター

ンを見出し、分析する力を養うことを目的として、国際政

治学の基礎概念や代表的理論を紹介する。 

 

 

１．国際政治学とは何か 

２．国際政治の先駆思想 

３．国際政治の歴史 

４．国際政治学の基礎概念（１）集合行為の論理 

５．国際政治学の基礎概念（２）分析のレベル 

６．国際政治学の基礎概念（３）国家とは 

７．国際政治学の基礎概念（４）国際政治の構造と安定性

８．リアリズムの世界（１）古典的リアリズム 

９．リアリズムの世界（２）構造主義とネオリアリズム 

１０．リベラリズムの世界（１）相互依存論 

１１．リベラリズムの世界（２）民主主義による平和論 

１２．リベラリズムの世界（３）国際制度論 

１３．コンストラクティヴィズム、その他の理論 

１４．理論と政策 

１５．まとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：なし 
参考文献：適宜紹介する  

小テスト：１０％ 
宿題：１０％ 
中間試験：４０％ 
学期末試験：４０％ 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

国際政治学 b／国際政治学 b／国際政治学 b 
国際政治学 b／国際政治学 b 

担当者 岡垣 知子 

講義目的、講義概要 授業計画 

国際政治についての体系的なものの見方や主要概念を踏

まえたうえで、この講義では、国際政治学と外交史、国際

法、経済学、比較政治学、社会学等との学際的接点に注目

しながら、今日のさまざまな国際政治事象を詳しく分析す

る。 

１．国際政治経済学の基礎 

２．国際政治経済学（１）：グローバリゼーションの諸相

３．国際政治経済学（２）：開発経済学の視点 

４．国際政治経済学（３）地域統合のダイナミクス 

５．国際安全保障論の基礎 

６．国際安全保障論（１）：安全保障概念の変遷 

７．国際安全保障論（２）：安全保障レジーム 

８．国際安全保障論（３）：新しい安全保障問題 

９．今日の課題（１）：環境 

１０．今日の課題（２）：人権問題 

１１．今日の課題（３）：核拡散 

１２．今日の課題（４）：中国の台頭 

１３．今日の課題（５）：アメリカと国際社会 

１４．国連 

１５．世界の中の日本 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：なし 
参考文献：適宜紹介する 

小テスト：１０％ 
宿題：１０％ 
中間試験：４０％ 
学期末試験：４０％ 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

日本政治外交史a／日本政治外交史a／日本政治外交史a
日本政治外交史 a／日本政治外交史 a 

担当者 福永 文夫 

講義目的、講義概要 授業計画 

21 世紀に入っても、日本政治は混迷の淵から抜け出せな

いでいる。私たちは、出口を求めてさまよっていると言え

よう。いずれにせよ、未来図は、過去の経験と現在の選択

においてしか描かれることはない。本講義では、第２次大

戦後の日本の政治と外交を論ずることで、この国の来し方

を考えてみたい。 

春学期は敗戦を経て、どのようにして戦後日本がつくら

れたかを、アメリカの日本占領政策をたどり、それに日本

の諸政治勢力－とくに諸政党がどう対応していったかを

考えてみたい。その際、日本国憲法によって生み出された

体制がどのようなものであったか、占領期に行われた改革

が戦後日本にどのような影響を与えたかを見てみる。 

その際、国際社会のなかで日本はどうあるべきかを念頭

に、受講者には歴史を学ぶだけでなく、歴史を考えてもら

いたい。 

 

１．はじめに―国際社会のなかの日本― 

２．日米戦争と戦後日本（１） 

３．日米戦争と戦後日本（２） 

４．敗戦と占領    （１） 

５．敗戦と占領    （２） 

６．日本国憲法の誕生 （１） 

７．日本国憲法の誕生 （２） 

８．政党政治の再出発 

９．政党政治の展開 

10．中道政権の軌跡  （１） 

11．中道政権の軌跡  （２） 

12．占領政策の転換  （１） 

13．占領政策の転換（１）－吉田茂の再登場 

14．占領政策の転換（２）－ドッジ・ライン 

15．おわりに 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

【テキスト】福永文夫『日本占領史 1945～1952－東京・

ワシントン・沖縄』中公新書。 
講義中に行う平常試験（50 点）と年度末の定期試験（50
点）によって判定する。詳細は講義中に指示する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

日本政治外交史b／日本政治外交史b／日本政治外交史b
日本政治外交史 b／日本政治外交史 b 

担当者 福永 文夫 

講義目的、講義概要 授業計画 

21 世紀に入っても、日本政治は混迷の淵から抜け出せな

いでいる。私たちは、出口を求めてさまよっていると言え

よう。いずれにせよ、未来図は、過去の経験と現在の選択

においてしか描かれることはない。本講義では、第２次大

戦後の日本の政治と外交を論ずることで、この国の来し方

を考えてみたい。本講義では、戦後日本の政治と外交を論

ずることで、この国の来し方を考えてみたい。 

敗戦を経て、どのようにして戦後日本がつくられたか

を、サンフランシスコにおける講和・独立から「５５年体

制」を経て１９７０年代に至る日本の政治外交のあり方を

たどり、それに日本の諸政治勢力－とくに諸政党がどう対

応していったかを考えてみたい。 
その際、国際社会のなかで日本はどうあるべきかを念頭

に、受講者には歴史を学ぶだけでなく、歴史を考えてもら

いたい。 

 

１．はじめに―国際社会のなかの日本― 

２．講和への胎動（１） 

３．講和への胎動（２） 

４．講和をめぐる国内政治－全面講和と多数講和 

５．講和をめぐる国際関係－サンフランシスコ講和 

６．「55 年体制」の形成－保守勢力の混迷 

７．「55 年体制」の成立－保守合同と社会党の統一 

８．「55 年体制」展開－鳩山・岸内閣 

９．60 年安保騒動と政党政治 

10．高度成長期の政治と外交－池田政権 

11．高度成長期の政治と外交－佐藤政権 

12．混迷の 70 年代（１） 

13．混迷の 70 年代（２） 

14．混迷の 70 年代（３） 

15．おわりに 

テキスト、参考文献 評価方法 

【テキスト】福永文夫『日本占領史 1945～1952－東京・

ワシントン・沖縄』中公新書。【参考文献】福永文夫『大

平正芳－戦後保守とは何か』中公新書。 

講義中に行う平常試験（50 点）と年度末の定期試験（50
点）によって判定する。詳細は講義中に指示する。 

 



78 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

政治学原論 a／政治学原論 a／政治学原論 a 
政治学原論 a／政治学原論 a 

担当者 福永 文夫 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

政治学には二つの顔がある。「政治学は難しい」という

声がある一方、政治については誰でも何かを語ることがで

きるというのも事実である。そして現在、日本においては、

マス・メディアから政治に関するニュースが大量に垂れ流

されている。それらは、人々に政治に対する関心を呼び起

こす一方、逆に政治についてのイメージの混乱を招き、そ

れへの不信・無関心さえ引き起こしている。 

もちろん「政治とは何か」という問いかけに対し、即座に

答えることは難しい。本講義では、素人談義ではない、科

学としての「政治学」を紹介し、政治に対する見方を養い

たい。 

講義ではできるだけ、日本を題材に説明し、かつ政治学

の基礎知識および考え方を紹介したい。 

 

１．はじめに―現代の政治過程 

２．デモクラシーとは何か 

３．選挙と政治（１） 

４．選挙と政治（２） 

５．政党と政治（１） 

６．政党と政治（２） 

７．利益団体と政治（１） 

８．利益団体と政治（２） 

９．議会と立法過程（１） 

10．議会と立法過程（２） 

11．政策過程（１） 

12．政策過程（２）－対外政策の形成 

13．国際政治（１） 

14．国際政治（２） 

15．おわりに 

テキスト、参考文献 評価方法 

講義中にプリントを配布する。【参考文献】久米郁男・真

渕勝ほか『政治学』有斐閣。 
定期試験を基本に評価する。講義中、レポートを課す場合

もある。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

政治学原論 b／政治学原論 b／政治学原論 b 
政治学原論 b／政治学原論 b 

担当者 柴田 平三郎 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

 今日、政治はますます混迷の度を深めている。 

 自分たちの国の政治だけでなく、世界の政治において

も。 

 政治が複雑で、錯綜し、われわれの目に不確かな現象に

なればなるほど、政治とはいったい何か、を原理の問題と

して考えようとすることが必要となろう。 

 この講義では、そうした視点に立って、制度の細かな説

明や時事問題の解説ではなく、政治の原理を考える際の基

礎的な知識や分析枠組みの習得をめざす。 

 

１ はじめに―――全体ガイダンス 

２ 政治の概念 

３ 民主政治とは何か（１） 

４ 同（２） 

５ 国家と社会（１） 

６ 同（２） 

７ 近代国家とはなにか（１） 

８ 同（２） 

９ 同（３） 

１０ 近代を動かしたイデオロギー（１） 

１１ 同（２）―――保守主義 

１２ 同（３）―――自由主義 

１３ 同（４）―――社会主義 

１４ 同（５）―――全体主義 

１５ 講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

とくに指定しない。講義中に参考文献を紹介する。 
毎回、プリントを配布する。 

定期試験を基本に評価する。その間、小テストを行い、出

席をとり、平常点とする。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

地方自治論 a／地方自治論 a／地方自治論 a 
地方自治論 a／地方自治論 a 

担当者 荏原 美恵 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

この講義では、地方自治の基本的な考え方とその仕組み

を習得することを目的とします。 

全体の講義を通じて、地方自治の主な理論とその実際、

制度とその運用について基本となる部分をおさえていき

ます。その上で、多角的かつ俯瞰的な視点も取り入れなが

ら自治体の事例等を交えて講義を展開します。 

また、地方自治の仕組みをよりリアルに体感してもらう

ために、場合によってはその当事者であるゲストスピーカ

ーをお呼びする予定です。 

 

春学期では地方自治の制度全般、秋学期では地方自治の

理解を深めるべく、より実践的な内容を予定しているた

め、通年受講をお勧めします。 

 

 

1. 講義の概要 

2. 自治体と地方自治制度 

3. 地方自治制度の歴史① 

4. 地方自治制度の歴史② 

5. 地方自治と分権改革① 

6. 地方自治と分権改革② 

7. 市区町村と都道府県 

8. 地方自治の未来・自治体のカタチ 

9. 自治体の統治機構① 

10. 自治体の統治機構② 

11. 自治体の組織管理 

12. 職員の職務と人事管理 

13. 自治体の財政運営 

14. 自治体の現状と課題 

15. 講義のまとめ 

※一部内容を変更する場合もあります。 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト、参考文献については講義中に紹介します。 平常点 60%（毎回出席カード提出が前提）及びレポート

（40％）によって評価します。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

地方自治論 b／地方自治論 b／地方自治論 b 
地方自治論 b／地方自治論 b 

担当者 荏原 美恵 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

この講義では、地方自治の「今」を特に意識しています。

そして、自治体が抱える様々な課題の解決に必要な基本的

な考え方や政策手法を習得することで、受講生自らが将来

実務で求められる問題解決能力に必要な基礎的な思考力

を養うことを目的としているのが特色です。 

講義の前半では、自治体の行政改革の実際とその課題に

ついて実例を交えながら考察します。後半では自治体が直

面する複雑・多様化、広域化する政策課題を取り上げます。

講義の中では、その一線で活躍するゲストスピーカーを

お呼びし、常に変化し続ける自治体の現場を体感するとと

もに、自治体行政の事例研究を実施する予定です。 

また、先進自治体の取組事例等を紹介することで、新た

な挑戦をする自治体行政の実際について知見を深めます。

春学期では地方自治の制度全般、秋学期では地方自治の

理解を深めるべく、より実践的な内容を予定しているた

め、通年受講をお勧めします。 

 

1. 講義の概要 

2. 行政統制と自治体改革① 

3. 行政統制と自治体改革②  

4. 行政統制と自治体改革③（事例研究） 

5. 自治体の政策と総合計画 

6. 自治体の政策形成 

7. 政策法務と条例① 

8. 政策法務と条例② 

9. 自治体の広報戦略 

10. 環境政策 

11. 健康・福祉政策 

12. キャリア支援と雇用政策 

13. 自治体の先進政策 

14. 講義のまとめ① 

15. 講義のまとめ② 

※一部内容を変更する場合もあります。 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト、参考文献については講義中に紹介します。 平常点 60%（毎回出席カード提出が前提）及びレポート

（40％）によって評価します。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

政治思想史 a／西洋政治思想史 a／西洋政治思想史 a 
政治思想史 a／西洋政治思想史 a 

担当者 柴田 平三郎 

講義目的、講義概要 授業計画 

 現代世界の思想状況は混迷状態にある。思想や哲学が疎

んじられている、といってよいかもしれない。そういう状

況認識を意識の内側に入れながら、西洋政治思想の歴史を

概観する。 

 われわれの近代化が西洋近代をモデルにしつつ、その受

容と反発の過程であった以上、西洋近代思想を間に挟んで

古典古代から現代へと流れる政治思想史の道筋を負うこ

とはわれわれ自身の姿をそこに重ねることである。 

 一口に政治思想といっても、そこには様々なタイプやニ

ュアンスの相違がある。そうした政治思想の歴史的展開を

時代や社会の変化の中でとらえながら、想像力と感性を養

っていきたい。 

 

 受講生へ  

 講義の一層の理解のために毎回プリントを配布する。 

１ はじめに―――全体ガイダンス 

２ 政治思想史の課題と方法 

３ 古典古代の意味 

４ ギリシアの政治思想―――ソクラテスをめぐる状況 

５ 同―――プラトン（１） 

６ 同―――プラトン（２） 

７ 同―――アリストテレス（１） 

８ 同―――アリストテレス（２） 

９ ヘレニズム時代の政治思想 

１０ 古代ローマの政治思想 

１１ キリスト教と西洋政治思想の伝統 

１２ アウグスティヌス（１） 

１３ アウグスティヌス（２） 

１４ アウグスティヌス（３） 

１５ 春学期のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

トマス・アクィナス『君主の統治について』岩波文庫 基本的に定期試験で評価する。なお、期間中に１、２度、

小テストをおこなう場合がある。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

政治思想史 b／西洋政治思想史 b／西洋政治思想史 b 
政治思想史 b／西洋政治思想史 b 

担当者 柴田 平三郎 

講義目的、講義概要 授業計画 

現代世界の思想状況は混迷状態にある。思想や哲学が疎

んじられている、といってよいかもしれない。そういう状

況認識を意識の内側に入れながら、西洋政治思想の歴史を

概観する。 

 われわれの近代化が西洋近代をモデルにしつつ、その受

容と反発の過程であった以上、西洋近代思想を間に挟んで

古典古代から現代へと流れる政治思想史の道筋を負うこ

とはわれわれ自身の姿をそこに重ねることである。 

 一口に政治思想といっても、そこには様々なタイプやニ

ュアンスの相違がある。そうした政治思想の歴史的展開を

時代や社会の変化の中でとらえながら、想像力と感性を養

っていきたい。 

 

 受講生へ  
 講義の一層の理解のために毎回プリントを配布する。 

１ 中世と中世政治思想の今日的意味 

２ 中世政治思想―――ソールズベリのジョン 

３ 同―――トマス・アクィナス（１） 

４ 同―――トマス・アクィナス（２） 

５ ルネサンスの政治思想―――マキアヴェッリ 

６ 宗教改革の政治思想―――ルターとカルヴァン 

７ 近代の政治思想―――ホッブズ 

８ 同―――ジョン・ロック 

９ 同―――ルソー 

１０ 近代のイデオロギー 

１１ 同―――保守主義 

１２ 同―――自由主義 

１３ 同―――社会主義 

１４ 同―――全体主義 

１５ 秋学期のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

トマス・アクィナス『君主の統治について』岩波文庫 基本的に定期試験で評価する。なお、期間中に１、２度、

小テストをおこなう場合がある。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

行政学 a／行政学 a／行政学 a 
行政学 a／行政学 a 

担当者 雨宮 昭一 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

受講生が、現在と将来において、社会の需要を観測し、

それを政策と課題に変換し、その政策を実施し、それを評

価する時に、有益な歴史的、構造的、技術的な知見を行政

サービスの変化、政府間関係、組織を中心に講義する。 

1. 講義の概要 

2. 現代と行政サービスの範囲 

3. 官僚制と大衆民主制 

4. 官僚制から公務員制へ 

5. アメリカ行政学の展開 

6. 日本における行政学 

7. 政府体系－中央集権と地方分権 

8. 戦後日本の中央－地方関係 

9. 分権改革の到達点と残された課題 

10. 議院内閣制と省庁制 

11. 公務員制度 

12. 官僚制論（１） 

13. 官僚制論（２） 

14. 講義のまとめ 

15. 講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

西尾勝『行政学』（新版）有斐閣 2003 年（テキスト） 平常のテストないしレポートと期末試験の両方。 
 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

行政学 b／行政学 b／行政学 b 
行政学 b／行政学 b 

担当者 雨宮 昭一 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

受講生が現在と将来において社会の需要を観測しそれ

を政策と課題に変換し、その政策を実施し、それを評価す

る時に、有益な歴史的、構造的、技術的な知見を政策形成、

政策立案を中心に行政サービスの変化、政府間関係、組織

の解明を通して講義する。 

 

1. 講義の概要 

2. 官僚制組織の行動の仕方 

3. 職員の行動様式 

4. ストリート・レベルの行政職員 

5. 第一線職員と対象集団 

6. 官僚制批判の系譜 

7. キャリアとノンキャリア 

8. 政策形式と政策立案 

9. 環境の変化と政策立案（１） 

10. 環境の変化と政策立案（２） 

11. 日本の中央省庁の意思決定方式 

12. 予算と会計 

13. 行政活動の能率と行政改革 

14. 行政統制と行政責任 

15. 講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

西尾勝『行政学』（新版）有斐閣 2003 年（テキスト） 平常のテストないしレポートと期末試験の両方。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（裁判法 1）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法律学特講（裁判法 1）／＊＊＊＊＊ 

担当者 小川 佳子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 法と裁判について講義を行う。 

 春学期は、民事裁判について、実務的な立場から講義を

行う。 

 具体的には、裁判制度の概略、訴訟と裁判外紛争解決、

保全と執行、調停等である。なお、新しい家事手続につい

ての説明も行う予定である。 

 

1 裁判と法 

2 裁判の基本原理：民事裁判と刑事裁判 

3 民事訴訟 1 

4 民事訴訟 2 

5 民事訴訟 3 

6 裁判外紛争解決(ADR) 

7 民事調停 

8  家事調停と審判 

9  民事保全 

10 民事執行 

11 弁護士職務基本規程と民事事件 1 

12 弁護士職務基本規程と民事事件 2 

13 裁判事例（1） 

14 裁判事例（2） 

15 まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

六法（最新版）。そのほかは特に指定しない。 原則として期末試験で評価する。ただし特段の事情のある

場合はその他の方法で評価を行うことがある。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（裁判法 2）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法律学特講（裁判法 2）／＊＊＊＊＊ 

担当者 小川 佳子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 秋学期は、刑事裁判について、やはり実務的な観点から

の講義を行う。具体的には、裁判員制度、刑事訴訟の原理

原則、心神喪失者医療観察制度や被害者参加制度、さらに

矯正関係の新しい制度刑事裁判における弁護人の役割等を

扱う。 

1 裁判と法 

2 裁判の基本原理：民事裁判と刑事裁判 

3 刑事裁判手続：捜査 

4 刑事裁判手続：公判 

5 刑事裁判手続：裁判員制度 

6 刑事裁判手続：被害者参加制度・損害賠償命令制度 

7  裁判事例（1） 

8 心身喪失者医療観察制度 

9  刑罰と執行 

10 行刑：矯正と施設（1） 

11 行刑：矯正と施設（2） 

12 弁護人の職務と弁護士倫理（1） 

13 弁護人の職務と弁護士倫理（2） 

14 裁判事例（2） 

15 まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

六法（最新版）。そのほかは特に指定しない。 原則として期末試験で評価する。ただし特段の事情のある

場合はその他の方法で評価を行うことがある。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（刑事訴訟法演習 a）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法律学特講（刑事訴訟法演習 a）／＊＊＊＊＊ 

担当者 齋藤 実 

講義目的、講義概要 授業計画 

１ 講義目的 

 本講義は、刑事訴訟法 a・b で学んだ知識を元に、具体

的な事件を「自分の力で解決」出来る能力を育成すること

を本講義の目的とします。刑事訴訟法 a・b で学んだ条文

やその要件は前提事項となりますので、講義は刑事訴訟法

a・bに比べ高度な内容となります。 

 

２ 講義概要 

 判例百選に出てくる事案の中から、重要な事件を選び、

検討していきたいと考えています。裁判官ならどう考える

のか、弁護人ならどう考えるのか、検察官ならどう考える

のか、様々な立場の違いを前提とし考えながら、皆さんが

「自分の力で解決」することが出来るようになって欲しい

と思っています。 

 「刑事訴訟法を楽しみながら一生懸命学びたい」と思っ

ている学生の皆さんが受講することを期待しています。 

 

３ 受講条件・出席等 

 一定の知識を前提しているため、刑事訴訟法 ab いずれ

も単位取得していることを前提とします。 

 

1. 講義の概要 

2. 刑事訴訟法の全体像（１） 

3. 刑事訴訟法の全体像（２） 

4. 刑事訴訟法の全体像（３） 

5. 捜査（１） 

6. 捜査（２） 

7. 捜査（３） 

8. 捜査（４） 

9. 捜査（５） 

10. 捜査（６） 

11. 公訴提起（１） 

12. 公訴提起（２） 

13. 公訴提起（３） 

14. 前期のまとめ 

15. 前期のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

『刑事訴訟法判例百選 第９版』（有斐閣 2011 年） 
評価方法：原則として期末試験の結果のみによって評価す

るが、課題を出すことも検討している。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（刑事訴訟法演習 b）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法律学特講（刑事訴訟法演習 b）／＊＊＊＊＊ 

担当者 齋藤 実 

講義目的、講義概要 授業計画 

１ 講義目的 

 本講義は、刑事訴訟法 a・b で学んだ知識を元に、具体

的な事件を「自分の力で解決」出来る能力を育成すること

を本講義の目的とします。刑事訴訟法 a・b で学んだ条文

やその要件は前提事項となりますので、講義は刑事訴訟法

a・bに比べ高度な内容となります。 

 

２ 講義概要 

 判例百選に出てくる事案の中から、重要な事件を選び、

検討していきたいと考えています。裁判官ならどう考える

のか、弁護人ならどう考えるのか、検察官ならどう考える

のか、様々な立場の違いを前提とし考えながら、皆さんが

「自分の力で解決」することが出来るようになって欲しい

と思っています。 

 「刑事訴訟法を楽しみながら一生懸命学びたい」と思っ

ている学生の皆さんが受講することを期待しています。 

 

３ 受講条件・出席等 

 一定の知識を前提しているため、刑事訴訟法 ab いずれ

も単位取得していることを前提とします。 

 

1. 前期の復習 

2. 公判（１） 

3. 公判（２） 

4. 公判（３） 

5. 公判（４） 

6. 証拠（１） 

7. 証拠（２） 

8. 証拠（３） 

9. 証拠（４） 

10. 証拠（５） 

11. 裁判 

12. 救済手続（１） 

13. 救済手続（２） 

14. 後期のまとめ 

15. 後期のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

『刑事訴訟法判例百選 第９版』（有斐閣 2011 年） 
評価方法：原則として期末試験の結果のみによって評価す

るが、課題を出すことも検討している。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（初めての著作権法）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法律学特講（初めての著作権法）／＊＊＊＊＊ 

担当者 張 睿暎 

講義目的、講義概要 授業計画 

今どき、著作権という言葉を知らない人はもはや少な

い。しかし、著作権を正しく知るには、著作権法を読み、

立法意図や条文の解釈をしなければならない。この講義

は、著作権法を学びたい初学者のための入門講義であり、

著作権に興味のある、あらゆる学生を歓迎する。 

講義では教科書に沿って著作権法の体系と内容を理解

し、裁判例を数多く見ながら著作権法の解釈と適用を理解

していく。また、関連画像・音楽やウェブサイトなど、視

聴覚情報も紹介しながら講義を進める。 

毎回の講義には教科書と著作権法条文を持参し、あらか

じめ予習してきてほしい。初回の授業ガイダンスには講義

の詳細な進め方に関する告知等があるので、必ず出席する

こと。 

 

1  授業のガイダンス 

2  知的財産権と著作権、著作権法の体系 

3  著作物１ 

4  著作物２  

5  著作者と著作権者：共同著作、職務著作 

6  著作者の権利１：著作者人格権  

7  著作者の権利２：著作権（著作財産権） 

8  著作権の制限１：例外規定 

9  著作権の制限２：例外規定、保護期間  

10 著作物の利用：利用許諾、出版権、譲渡、担保設定

11 著作隣接権 

12 権利侵害、みなし侵害 

13 権利侵害に対する救済：権利救済制度 

14 著作権の登録制度、著作物の利用に関する集中処 

  理・裁定制度  

15 総括：質問への回答と復習 

テキスト、参考文献 評価方法 

教科書：伊藤塾『知的財産法（第 4版）』（弘文堂・2012

年）、参考書： 中山他編『著作権判例百選 第 4 版』(有

斐閣・2009 年)  

定期試験の結果（80％）および授業への参加度（20％）

を合わせて評価する。 

 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（著作権法の諸問題）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法律学特講（著作権法の諸問題）／＊＊＊＊＊ 

担当者 張 睿暎 

講義目的、講義概要 授業計画 

この講義では、著作物の種類や利用局面ごとに、著作権

とその隣接分野で実際に起こった紛争や新たに台頭して

きた問題、法改正に向けてなされている議論等を詳しく解

説する。法学部の講義として、著作権法の基礎知識のある

学生に向けておこなうため、前期の「【法】法律学特講（初

めての著作権法）」、「【経】著作権法 a」を履修してい

ることが前提となる。先修科目を履修せずに受講したい場

合には、あらかじめ担当教員に相談すること。 

講義では教科書と併用して、裁判例、論文、報告書、関

連画像・音楽やウェブサイトなども数多く紹介しながら進

める。毎回、次週の予習のための文献が指定され、講義は

それを読んできたことを前提におこなわれる。 

毎回の講義には教科書と著作権法条文を持参し、あらか

じめ予習してきてほしい。初回の授業ガイダンスには講義

の詳細な進め方に関する告知等があるので、必ず出席する

こと。 

1  授業のガイダンス 

2  出版 

3  音楽と放送 

4  キャラクター／漫画 

5  デザイン／応用美術 

6  映画：映画の著作物の特例、映画の著作権の帰属 

7  ゲームソフト 

8  インターネット１ 

9  インターネット２ 

10 インターネット３ 

11 パロディ問題 

12 フェアユース導入の議論 

13 肖像権・パブリシティ権、いわゆる疑似著作権 

14 著作権をめぐる時事問題 

15 総括：質問への回答と復習 

テキスト、参考文献 評価方法 

教科書：島並良＝上野達弘＝横山久芳『著作権法入門』(有

斐閣・2009 年) 、参考書： 中山他編『著作権判例百選 第

4版』(有斐閣・2009 年) 

定期試験の結果（80％）および授業への参加度（20％）

を合わせて評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（刑法各論上の社会・国家法益に対する罪）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊

法律学特講（刑法各論上の社会・国家法益に対する罪）／＊＊＊＊＊ 
担当者 内山 良雄 

講義目的、講義概要 授業計画 

本講義は、刑法各論を取り扱います。刑法「総論」は、

すべての犯罪に共通する要素や原理・原則を解明するもの

ですが、「各論」は、殺人罪や傷害罪といった個別犯罪に

特有の成立要件や、類似する他の犯罪との異同・限界を明

らかにすることを課題とします。本講義は、「刑法各論Ⅰ・

Ⅱ」の講義では十分に言及されない「社会的法益、国家的

法益に対する罪」を取り扱います。これらの犯罪は、それ

を処罰することによって何を保護しているのかが具体的

でないことから、解釈に困難が伴います。犯罪の成立要件

を正しく理解し、具体的な事案を対象に、犯罪が成立する

か否か、成立するのは何罪かを、刑法各則の条文解釈を通

じて論理的に結論づけられるようになることが、本講義の

目標です。 

【履修上の注意事項】 

本講義は、「刑法入門」または「刑法総論Ⅰ・Ⅱ」、「刑

法各論Ⅰ・Ⅱ」を受講してから履修することを、強く推奨

します(受講済であれば、単位の取得は問いません。「刑法

各論Ⅰ」は同時履修でも構わないです)。 

１．騒乱罪・多衆不解散罪 

２．放火罪（１） 

３．放火罪（２） 

４．文書偽造罪（１） 

５．文書偽造罪（２）・有価証券偽造罪 

６．支払用カード電磁的記録に関する罪・不正指令電磁的

記録に対する罪 

７．わいせつ物に関する罪、公然わいせつ罪 

８．内乱罪・外患誘致罪【進度が遅れた場合は省略します】

９．公務の執行を妨害する罪（１） 

10．公務の執行を妨害する罪（２） 

11．逃走の罪、犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪 

12．偽証罪 

13．公務員職権濫用の罪 

14．贈収賄罪（１） 

15．贈収賄罪（２） 

＊受講生の理解度に応じて進度調整しますので、この通り

に進まないことがあります。 

テキスト、参考文献 評価方法 

曽根威彦『刑法各論［第 5 版］』（弘文堂） 
参考書：「参考書案内」を PorTa にアップします。講義中

の配布物も、PorTa で入手できます。 

定期試験の答案に問題の所在を明示し、判例・学説を正し

く理解し、自分の考えを他説を批判しながら論理的で説得

力ある論旨で主張できているか、を重視して評価します。

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（行政過程論）／＊＊＊＊＊／行政過程論 
法律学特講（行政過程論）／＊＊＊＊＊ 

担当者 木藤 茂 

講義目的、講義概要 授業計画 

「行政過程論」という用語は、近年の行政法の教科書で

も時折目にしますが、その位置付けや方法論は論者によっ

て必ずしも一様ではないように思われます。 
他方で、そこには、伝統的な行政法学が基礎としてきた

「私人と行政とが対立する二元的図式」の見直しや「行政

活動の動態的な分析」の必要性といった、ある程度共通し

た視点・認識を見出すことはできるでしょう。 
本講義は、こうした行政過程論の体系的な解説を行うも

のでも、あるべき政策の姿を模索する公共政策学の講義で

もありません。憲法・行政法の基礎的な理解を前提に、行

政過程における「法」の役割や機能について考察すること

を主眼にしています。具体的には、現実の行政過程におい

て「法」がどのように機能しているのかということを、具

体的な素材を取り上げつつ、多角的な視点から受講者自身

に主体的に考えてもらう時間になると思います。 
したがって、「憲法（入門・人権・統治）」「行政法Ⅰ・

Ⅱ」を履修済であることを前提に、行政学や公共政策学等

にも関心がある３年生以上の方を対象とします。 
以上のような趣旨から、教員による一方的な説明ではな

く、受講者の主体的・積極的な参加や議論を求める進め方

になりますので、十分に留意の上で履修をしてください。

 
１．～ ２．憲法・行政法の基礎知識の確認（テスト）

３．    行政活動と法の交錯（総論） 
４．～ ６．行政活動と法の交錯の諸局面（行政立法）

７．～ ９．行政活動と法の交錯の諸局面（行政計画）

１０．～１２．行政活動と法の交錯の諸局面（行政行為）

１３．～１４．行政活動と法の交錯の諸局面（法律の留保）

１５．まとめ 
 
 
※ 講義の前提となる憲法・行政法の基礎的な理解が十分

かどうかを受講者自身に自覚してもらうため、第１回・

第２回の講義時間中に、テスト形式の素材をもとにした

議論を行います。 
この段階で理解が不十分と確認できた場合、あるい

は、講義の前半までにある程度の回数の参加がない場合

には、形式的に履修登録をしていたとしても、その後の

参加や学期末のレポートの提出は認めませんので、この

点は予め了解した上で履修登録をして臨んでください。

テキスト、参考文献 評価方法 

教材・資料等を適宜配布します。 
ただし、小型の『六法』は、各自毎回持参してください。

受講者は例年 10 名程度ですので、毎回の出席を“前提”

とした上で、講義時間中の議論への積極的な参加（50％）

と学期末のレポート（50％）を基に総合的に評価します。

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 



88 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（債権総論［基礎編］）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊

法律学特講（債権総論［基礎編］）／＊＊＊＊＊ 
担当者 納屋 雅城 

講義目的、講義概要 授業計画 

 この授業で取り扱うのは、民法典の「第三編 債権」の

中の「第一章 総則」の一部（民法 399 条～422 条、474
条～520 条）である。債権とは、特定の人に対して一定の

行為（金銭を支払うこと、物を修理すること、など）を請

求することのできる法律上の権利のことである。そしてこ

の債権全般について規定しているのが「第三編 債権」の

「第一章 総則」（いわゆる債権総論）である。 
 この授業では、債権総論のうち、債権が発生し、実行さ

れ、消滅するという基礎的な流れについて、関連する条

文・判例（裁判所の立場）・学説を取り上げて説明をして

いく。 
 

［注意］ 

 授業に出席する際には、教科書と2015年版の六法（民法

が載っていれば、種類や出版社は問わない）を必ず持参す

ること。 

 1. ガイダンス 

 2. 債権の目的 

 3. 債権の効力 

 4. 履行の強制 

 5. 債務不履行① 

 6. 債務不履行② 

 7. 損害賠償① 

 8. 損害賠償②、受領遅滞 

 9. 弁済① 

10. 弁済② 

11. 弁済③ 

12. 相殺① 

13. 相殺② 

14. 供託、更改、免除、混同 

15. 全体のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

野村豊弘ほか『民法Ⅲ 債権総論［第 3 版補訂］（有斐閣

Ｓシリーズ）』（有斐閣、2012 年）。なお、講義開始日まで

に改訂版が出版されたときは、改訂版を使用する。 

定期試験（100%）によって評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（被害者学）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法律学特講（被害者学）／＊＊＊＊＊ 

担当者 齋藤 実 

講義目的、講義概要 授業計画 

講義目的・講義概要 

犯罪の「当事者」は加害者と被害者ですが、被害者は長

い間、刑事手続の蚊帳の外に置かれており、たとえ自分の

親族が殺されても、「忘れられた存在」でした。しかし、

近年、その被害者に注目が集まっており、例えば、裁判員

裁判が導入された前年（2008）から導入されました。被害

者に関する様々な立法がなされています。また、諸外国を

見ると、被害者の支援のみに特化した官庁（犯罪被害者庁）

を設ける国もあります。このように、被害者学は新しい分

野ではありますが、近年とてもホットな分野です。担当者

は弁護士でもあり、出来る限り、実務を意識した内容もあ

わせてお話ししたいと思っています。 

 

本講義で扱う主な内容 

 

1～3  被害者学の全体像 

3、4  犯罪被害者の歴史 

5、6  犯罪被害者への経済的支援 

7～10  犯罪被害者と刑事訴訟手続 

11、12 犯罪被害者への精神的支援 

13，14 諸外国の犯罪被害者支援 

15   まとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

特に指定しませんが、六法は持ってきてください（出版社

は問いません）。 

評価方法：原則として期末試験の結果のみによって評価す

るが、課題を出すことも検討しています。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的，講義概要 授業計画 

  

テキスト，参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（医事法）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法律学特講（医事法）／＊＊＊＊＊ 

担当者 神馬 幸一 

講義目的，講義概要 授業計画 

【目的】 
医事法とは，臨床医療・医学研究に関連する様々な法規範
の内容に対して体系的な枠組みを付与することで，そのよ
うな医療・医学の現場における具体的な諸問題への理論的
な解決を示唆する試みである。それは，従来型の法的問題
解決に対して再検討を迫るものである。すなわち，新しい
法の在り方を模索する挑戦的な領域である。本講義の目的
は，そのような医事法における基本的視座の修得である。
【概要】 
本講義は，医事法領域の諸問題において共通の検討課題を
採り上げる「総論」部分と個別具体的な医療分野の問題を
採り上げる「各論」部分とに大きく区分される。各々の内
容に関しては，右欄の「授業計画」を参照すること。 
【注意事項】 
医事法は，学際的な領域である。そこで議論されている諸
問題を理解するためには，基本的な医療制度に関する知識
だけでは足りない。公法・民事法・刑事法に関する幅広い
知識の活用が求められる。従って，本講義を受講するに当
たっては，憲法・行政法・民事法・刑事法領域において配
当されている基本科目が履修済みであることを推奨する
（但し，そのような論点を理解するために必要な最低限の
知識に関しては，なるべく具体例を用いて授業中に解説す
る予定である）。 

1. 医事法とは何か？ 

2. 医療紛争の法的解決 

3. 医療安全対策に関する動向（1） 

4. 医療安全対策に関する動向（2） 

5. インフォームド・コンセントの法理 

6. 医療情報の保護 

 

7. 遺伝子医療 

8. 人工妊娠中絶 

9. 生殖補助技術 

10. 臓器移植医療（1） 

11. 臓器移植医療（2） 

12. 臓器移植医療（3） 

13. 終末期医療（1） 

14. 終末期医療（2） 

15. 終末期医療（3） 

テキスト，参考文献 評価方法 

教科書は，特に指定しない（日進月歩の分野であるため，

常に最新の情報を入手する必要がある）。講義は，担当者

が用意するレジュメ等を配布しながら実施する。 

定期試験の結果により評価（100％）。論点の内容を正しく

理解し，そのことに関する私見を論理的で説得力ある論旨

により主張できているかどうかに注目する。 

 

医
事
法
総
論

医
事
法
各
論
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（借地借家法）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法律学特講（借地借家法）／＊＊＊＊＊ 

担当者 周藤 利一 

講義目的、講義概要 授業計画 

借地借家法は身近で重要な法律である。東京都では50%近

い世帯が借家世帯であり、持家の約10%が借地の上にある。

最近でも、定期借地権（平成３年）、定期借家権（平成11 

年）、終身借家権（平成13 年）の創設など議論が多い。

本講義の目的は、他の法律との関連にも注意しつつ、借地

借家法の規定の意義を明らかにすることである。 

借家編と借地編に分け、それぞれの講義を行う。 

借地では、土地についての借地と土地の上の建物所有とい

う二つの点を理解しなければならず、また、借地のための

法制度として地上権と賃借権があり、やや複雑であるのに

対し、借家は建物の賃貸借という面に絞って検討すれば足

りるため、借地借家法の条文の順番とは逆に、借家法から

論ずる。 

講義に際しては，民法の一般的な法理との関係のみならず

権利の実現という面から訴訟・執行との関係についても言

及する。 

1 借地及び借家の意義 

2 借家の期間 借家契約は期間満了でどうなるか。正当事由制度と

は何か。 

3 借家権の対抗力 借家人は、借家が売却されたら退去するのか。

妨害排除はできるのか。 

4 借家人の契約上の権利・義務 借家人の一度の賃料不払で、賃貸

人は契約を解除しうるか。 

5 借家権の譲渡・転貸 借家が賃貸人の承諾を得て転貸されたとき

いかなる法律関係が生まれるか。 

6 近年の諸問題 定期借家・終身借家は、何を目的にしているか。

破産は借家契約にどう影響するか。 

7 借地権の意義 借地権にはどのような種類があるか。土地の賃貸

借一般とどう異なるか。 

8 借地権の期間 借地期間が満了したときの問題 

9 定期借地権 3 種類の定期借地権の特徴は何か。 

10 借地権の対抗力 土地が売却されたとき、借地権はどうなるか｡

建物はどうなるか。 

11 借地権者の権利・義務 借地権者は、建物増改築できるか。地

主の承諾がないとどうなるか。 

12 借地権の譲渡・転貸 借地上の建物売却、抵当権。 

13 判例百選の借地関係 

14 判例百選の借家関係 

15 講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは講義で配布する。参考文献として、荒木新五『実

務 借地借家法 新訂第 3版』（商事法務）ほか講義で紹介

する。 

期末試験を中心にする（80％）。日常点も加味する。教室

のスペースに余裕があり、公正な実施が可能な場合には中

間試験も実施する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（情報法）／国際関係法特講（情報法）／＊＊＊＊＊ 

法律学特講（情報法）／国際関係法特講（情報法） 
担当者 夛賀谷 一照 

講義目的、講義概要 授業計画 

情報法制に関する主なテーマについて論じ、物的所有権法

制と情報法制との法体系としての違いを教える。  

このため、特定の法分野に限定することなく、公法・私法 

を問わず、広い分野において情報法のあり方について多角

的に講義する。 学生が、情報法についての基本的な知識

を持つと共に、 情報ネットワーク上での法律関係におい

て、民法・行政法 などを応用するのに必要な知識を習得

させる。  

１、はじめに  

２、情報空間と物理的空間 

３、通信・放送の仕組み 

４、通信法制  

５、インターネット、クラウドと法 

６、個人情報保護  

７、技術の発展と個人情報保護  

８、電子的法律関係 

９、電子商取引 

１０、情報セキュリティ 

１１、放送と表現の自由  

Ⅰ２、ブロードバンド  

１３、著作権と情報  

１４、情報と刑法  

１５、まとめ  

 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト なし。 
参考文献 授業で随時指示 

毎回レジメを配布する。 
中間レポートもしくは小テストを行う。 
最終試験と合わせて評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（企業法）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法律学特講（企業法）／＊＊＊＊＊ 

担当者 陳 亮 

講義目的、講義概要 授業計画 

「手形王国」といわれる日本において、手形は、企業取

引における代金支払の手段及び手形割引の方法による金

融の手段として重要な機能を果たしている。一方、小切手

は、日本国内で利用されることはそれほど多くないが、ア

メリカやヨーロッパ諸国では便利な支払手段として広く

用いられている。それゆえ、手形・小切手の使いやすさや

手形取引の安全迅速性を確保し、ひいては手形・小切手制

度に対する信頼を根底から支えている手形法及び小切手

法を学ぶ意義は決して小さくない。本講義は、手形・小切

手に関する法的な基礎知識及び思考方法の習得を目的と

している。 

秋学期では、手形抗弁、満期以後の法律関係、手形保証、

公示催告手続と除権決定、白地手形、手形の書替のほかに、

為替手形や小切手、手形・小切手訴訟について、重要な判

例・学説に触れながら講述する。 

１．ガイダンス 

２．手形抗弁(1)物的抗弁・人的抗弁① 

３．手形抗弁(2)人的抗弁② 

４．満期以後の法律関係(1)支払呈示、支払 

５．満期以後の法律関係(2)遡求、手形債権の短期消滅時効

６．満期以後の法律関係(3)利得償還請求権 

７．手形保証(1)方式・隠れた手形保証・効力 

８．手形保証(2)手形保証人の地位 

９．公示催告と除権決定 

10．白地手形(1)意義・成立要件、白地手形に表章される権利

11．白地手形(2)白地手形の補充をめぐる問題 

12．手形の書替 

13．為替手形・小切手 

14．手形訴訟・小切手訴訟 

15．まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

弥永真生著『リーガルマインド手形法・小切手法［第 2 版

補訂 2 版］』（有斐閣、2007 年） 
期末試験（100％）によって評価するが、授業への積極的

参加度なども加味する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（生命保険）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法律学特講（生命保険）／＊＊＊＊＊ 

担当者 陳 亮 

講義目的、講義概要 授業計画 

 「生命保険大国」といわれる日本において、生命保険は、

遺族のための死亡保障のほか、医療保障、老後保障、介護

保障など、私たちが安心して生きてゆくための生活必需品

となっている。しかしその一方で、生命保険をめぐる法的

なトラブルが年々増えているのもまた実情である。本講義

は、生命保険に関する法的な基礎知識と思考方法の習得を

目的としている。 

 秋学期では、主として、生命保険の全般について重要な

判例・学説に触れながら講述するが、近年著しい普及を見

せている傷害保険及び疾病保険（入院保険・がん保険など）

についても、簡潔に解説することとしたい。 

１．ガイダンス 

２．生命保険契約の意義・種類・内容 

３．他人の死亡の保険契約 

４．第三者のためにする保険契約 

５．生命保険契約の締結(1)概説・承諾前死亡 

６．生命保険契約の締結(2)告知義務 

７．生命保険契約の効果(1)保険者の義務 

８．生命保険契約の効果(2)保険契約者側の義務 

９．生命保険債権の処分・差押 

10．生命保険契約の変更・復活 

11．傷害保険契約(1)意義・種類・道徳危険 

12．傷害保険契約(2)保険事故・効果 

13．疾病保険契約(1)意義・種類・法規制 

14．疾病保険契約(2)保険事故・契約前発病不担保条項 

15．まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

坂口光男著＝陳亮補訂『保険法（補訂版）』（文眞堂、2012
年） 

期末試験（100％）によって評価するが、授業への積極的

参加度なども加味する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法律学特講（刑法各論と特別刑法 ）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

法律学特講（刑法各論と特別刑法 ）／＊＊＊＊＊ 
担当者 若尾 岳志 

講義目的、講義概要 授業計画 

目的 
身近な犯罪類型を学ぶことを通して、抽象的な刑法理論

をどのように生かしていくのかを身につける。 
概要 
 刑事罰の対象となる行為は、主に「刑法典」に定められ

ています。ですが、「刑法典」以外にも、臓器移植法や売

春防止法など、様々な法律の中で、刑事罰の対象となる行

為が定められています（「広義の特別刑法」）。このような

特別刑法に規定されている犯罪類型の方が、より身近な行

為であることが多いのです。 
 そこで、刑法各論の発展として、刑法各論と関連性の深

い特別刑法上の犯罪類型を取り上げて、その法解釈上の問

題や判例などを検討していきたいと思います。 
 テーマは大きく分けると二つです。まず、①生命にかか

わる問題です。安楽死や臓器売買などの問題を取り上げま

す。次に②性に関わる問題です。特に売春防止法や児童買

春・ポルノ禁止法などを取り上げます。根底の問題意識は、

「倫理」の問題と「自己決定」の限界です。 
なお、なるべくその時に話題となっている事柄を取り上げ

たいと思いますので、講義の順番はもちろん、内容も変更

されるかもしれません。 
※獨協大学の Porta を利用しますので、こまめにチェック

してください。 

１．イントロダクション（授業と刑法各論の） 

（①生命に関わる問題） 

２．人と胎児 

３．人工妊娠中絶 

４．脳死と臓器移植 

５．クローン・ES 細胞・iPS 細胞 

６．安楽死・尊厳死 

７．まとめ 

（②性に関わる問題） 

８．不倫（旧姦通罪） 

９．わいせつ物 

10．強姦罪 

11．児童と性行為 

12．売春防止法 

13．痴漢 

14．まとめ 

15．現代的問題 

 

※実際の授業回数と上記の数字は無関係です。あくまで授

業の進行の目安です。 

テキスト、参考文献 評価方法 

資料を配付します。 レポート（2 回）と平常点で評価します。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法曹特講（法曹の仕事‐弁護士業務を中心として）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

法曹特講（法曹の仕事‐弁護士業務を中心として）／＊＊＊＊＊ 
担当者 小川 佳子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 いわゆる法曹三者の仕事について解説し、とりわけ弁護

士業務の内容について具体的に説明する。弁護士の仕事は

多岐にわたり、さまざまな業務がある。進路決定の参考に

もなるよう、できるだけ具体的なイメージを描けるよう講

義を行いたい。 

 

1  法曹三者〜弁護士、裁判官、検察官 

2  弁護士の仕事 

3  裁判官の仕事 

4  検察官の仕事 

5  弁護士倫理 1 

6  弁護士倫理 2 

7  弁護士業務：民事事件 

8  弁護士業務：刑事事件 

9  弁護士業務：会社関係実務 

10 弁護士業務：渉外実務 

11 弁護士業務：労働事件 

12 弁護士業務：プロボノ活動 

13 弁護士業務：インハウスローヤー 

14 弁護士のあるべき姿 

15 まとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

最新版六法以外特に指定しない。 原則として期末試験で評価する。ただし特段の事情のある

場合はその他の方法で評価を行うことがある。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法曹特講（弁護士業務の諸問題）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法曹特講（弁護士業務の諸問題）／＊＊＊＊＊ 

担当者 小川 佳子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 前期での講義を前提に、後期は弁護士としての事件処理

について、より具体的に説明する。 

 

1  法律相談 

2  受任、準備、方針決定 

3  さまざまな手続と起案 

4  交渉、裁判、尋問 1 

5  交渉、裁判、尋問 2 

6  財産関係事件 

7  家族関係事件 

8  相続関係事件 

9  その他の特殊分野 1 

10 その他の特殊分野 2 

11 刑事弁護 1 

12 刑事弁護 2 

13 弁護士倫理 1 

14 弁護士倫理 2 

15 まとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

春学期に同じ。 原則として期末試験で評価する。ただし特段の事情のある

場合はその他の方法で評価を行うことがある。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法曹特講（ニュースから考える刑事訴訟法）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊

法曹特講（ニュースから考える刑事訴訟法）／＊＊＊＊＊ 
担当者 齋藤 実 

講義目的、講義概要 授業計画 

１ 講義目的・概要 

 本講義は、ニュースから刑事訴訟法を考え、「自分の力

で刑事訴訟法を使うことが出来る」ことを最終的な目標に

します。刑事訴訟法 a・b で学んだ内容は前提事項となり

ます。 

 

２ 講義概要 

 2015 年に新聞やテレビ等でニュースとなった事件を中

心に、刑事訴訟法の観点からどのように考えるかを、講義

します。また、講義が軌道に乗った後は、受講生の皆さん

にも授業の後半に発表をしてもらいたいと思います。成績

は、その内容と、その後に提出されたレポートを中心に評

価します（プレゼンの能力やレポート作成の技術も向上す

るように指導します）。 

 

３ 受講条件・出席等 

 一定の知識を前提しているため、刑事訴訟法 ab いずれ

も単位取得していることを前提とします。 

  

1. 刑事訴訟法の全体像 
2. 捜査の端緒 
3. 捜査－逮捕・勾留 
4. 捜査－捜索・差押 
5. 捜査－新しい捜査方法 
6. 公訴の提起 
7. 不起訴となった場合の処理 
8. 公判手続きの流れ 
9. 証拠法－伝聞法則 
10. 証拠法－自白法則 
11. 証拠法－違法収集証拠排除法則 
12. 控訴・上告 
13. 刑の執行 
14. 刑事訴訟法に関わる最新の問題点 
15. まとめ 
 
※授業で扱う項目は主に以上の通りであるが、ニュースを

扱う性質上、扱う項目は前後します。 
 

テキスト、参考文献 評価方法 

特に指定しませんが、六法は持ってきてください（出版社

は問いません）。 
評価方法：原則として発表及びレポートで評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法曹特講（債権回収・担保法上の諸問題）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

法曹特講（債権回収・担保法上の諸問題）／＊＊＊＊＊ 
担当者 遠藤 研一郎 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

債権回収・担保法は、民法の中でも特に学生にとっては

ハードルの高い分野であると思われるが、取引実務におい

ては、避けて通れない重要な領域である。本特講は、履修

者が債権総論および担保物権に関する基礎知識を有して

いることを前提として、事例問題等を通じて実力を要請し

ていく。「知っている」から「使える」という所まで実力

を高めることを目的とする。 

毎週、基礎知識の定着を確認する作業を行った後に、事

例問題を検討する。毎週、必ず予習が義務付けられるので、

それができない者の受講は認めない。与えられる課題の内

容も、相当ハイレベルのものとなるので、その自覚をもっ

て履修すること。 

 

１．ガイダンス 

２．抵当権Ⅰ 

３．抵当権Ⅱ 

４．保証Ⅰ 

５．保証Ⅱ 

６．債権譲渡担保Ⅰ 

７．債権譲渡担保Ⅱ 

８．相殺Ⅰ 

９．相殺Ⅱ 

10．責任財産保全制度Ⅰ 

11．責任財産保全制度Ⅱ 

12．動産担保Ⅰ 

13．動産担保Ⅱ 

14．消滅時効Ⅰ 

15．消滅時効Ⅱ 

テキスト、参考文献 評価方法 

指定しない。毎週のテーマに沿って、各自が所有してい

る基本書を使用すること。なお、事例問題等の教材は、教

員が用意して配布する。 

テスト等は行わない。毎回の授業への出席状況、授業での発表・
発言内容、どれだけ真剣に課題に取り組んできているか等を総合
的に勘案し決定する（平常点 100％）。なお、4 回以上欠席した（理
由は問わない。就職活動等であっても変わらず、一切例外はない）
場合は単位を付与しない。
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法曹特講（刑事法 10）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法曹特講（刑事法 10）／＊＊＊＊＊ 

担当者 中空 壽雅 

講義目的、講義概要 授業計画 

法曹特講（刑事法１０）では、刑法各論の重要問題につい

て，基本的な問題から現代的な問題まで含めて検討するこ

とで，刑法的な思考方法を身につけることを目指します。

受講する学生諸君が，刑法各論の先取り学習あるいは復習

整理に役立てるとともに，刑法，そして現代社会が抱える

様々な問題に興味を持つようになることも併せて目的と

しています。 

具体的な授業の進め方については第１回目の授業で説明

します。 

 

１ 生命の刑法による保護の全体像 

２ 生命保護の限界問題ー胎児障害・堕胎と安楽死・尊 

  厳死 

３ 不作為の殺人と保護責任者遺棄致死について 

４ 精神障害と傷害罪について 

５ 財産罪の全体像についてー保護法益論をめぐって 

６ 窃盗罪と詐欺罪の違い 

７ 強盗罪と恐喝罪の違い 

８ 横領罪と背任罪の違い 

９ 預金を利用した財産罪について 

１０ 文書偽造罪の基本的概念と全体像 

１１ 文書偽造罪の成否が問題となる事例の検討 

１２ 放火罪について 

１３ 業務妨害罪と公務執行妨害罪について 

１４ 総合事例検討 

１５ 総合事例検討 

テキスト、参考文献 評価方法 

基本的にはレジュメを使用して講義します。また自分のも

っている刑法各論の教科書、さらに必要に応じて指定する

文献・判例が参考文献です。 

レポート（１００パーセント）で評価します。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

法曹特講（債権総論［発展編］）／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
法曹特講（債権総論［発展編］）／＊＊＊＊＊ 

担当者 納屋 雅城 

講義目的、講義概要 授業計画 

 この授業で取り扱うのは、民法典の「第三編 債権」の

中の「第一章 総則」の一部（民法 423 条～473 条）であ

る。債権とは、特定の人に対して一定の行為（金銭を支払

うこと、物を修理すること、など）を請求することのでき

る法律上の権利のことである。そしてこの債権全般につい

て規定しているのが「第三編 債権」の「第一章 総則」

（いわゆる債権総論）である。 
 この授業では、債権総論の中でも特に発展的な部分であ

る「責任財産の保全」、「多数当事者の債権関係」、そして

「債権譲渡」という 3 つの大きなテーマについて、関連す

る条文・判例（裁判所の立場）・学説を取り上げて説明を

していく。そのため受講者は、春学期開講の「法律学特講

（債権総論［基礎編］）」を履修済みであることが望ましい。

 
［注意］ 
 授業に出席する際には、教科書と 2015 年版の六法（民

法が載っていれば、種類や出版社は問わない）を必ず持参

すること。 

 1. ガイダンス 

 2. 債権者代位権① 

 3. 債権者代位権② 

 4. 詐害行為取消権① 

 5. 詐害行為取消権② 

 6. 分割債権・債務、不可分債権・債務 

 7. 連帯債務① 

 8. 連帯債務② 

 9. 保証債務① 

10. 保証債務② 

11. 債権譲渡① 

12. 債権譲渡② 

13. 債権譲渡③ 

14. 債務引受 

15. 全体のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

野村豊弘ほか『民法Ⅲ 債権総論［第 3 版補訂］（有斐閣

Ｓシリーズ）』（有斐閣、2012 年）。なお、講義開始日まで

に改訂版が出版されたときは、改訂版を使用する。 

定期試験（100%）によって評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

経済原論 a／現代経済論 a／経済原論 a 
経済原論 a／現代経済論 a 

担当者 野村 容康 

講義目的、講義概要 授業計画 

講義概要 経済学を初めて学ぶ学生を対象に、現代経済学

の基礎的な理論について概説する。前期は、家計と企業に

代表される個別経済主体の行動分析に焦点を当て(ミクロ

経済分析)、後期は、一国経済全体の視点から国民所得決定

の理論、財政･金融政策等について議論する(マクロ経済分

析)。 
講義目的 身の回りの様々な経済現象がどのように経済

理論によって説明されるかを自分なりに考察できるよう

にするため、まずは経済学の基礎的な「文法」と「用語」

を習得することが本講義の目的である。 

１．     経済学の目的と方法 

２．     家計の行動① 

３．     家計の行動② 

４．     家計の行動③ 

５．     企業の行動① 

６．     企業の行動② 

７．     企業の行動③ 

８．     市場価格の決定 

９．   不完全競争市場 

１０． 厚生経済学の基本定理 

１１． 市場の失敗 

１２． 所得の分配 

１３． 政府による市場介入① 

１４． 政府による市場介入② 

１５． まとめ 

 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
特に指定しない。参考文献については、初回の講義にて紹

介する。 

 
原則として定期試験の成績で評価する。 
小テストを行う場合がある。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

経済原論 b／現代経済論 b／経済原論 b 
経済原論 b／現代経済論 b 

担当者 野村 容康 

講義目的、講義概要 授業計画 

講義概要 経済学を初めて学ぶ学生を対象に、現代経済学

の基礎的な理論について概説する。前期は、家計と企業に

代表される個別経済主体の行動分析に焦点を当て(ミクロ

経済分析)、後期は、一国経済全体の視点から国民所得決定

の理論、財政･金融政策等について議論する(マクロ経済分

析)。 
講義目的 身の回りの様々な経済現象がどのように経済

理論によって説明されるかを自分なりに考察できるよう

にするため、まずは経済学の基礎的な「文法」と「用語」

を習得することが本講義の目的である。 

１．   マクロ経済学の体系 

２．   国民所得の諸概念 

３．     消費と貯蓄の理論 

４．     投資の理論 

５．     国民所得決定の理論 

６．     生産物市場の分析 

７．     金融市場の分析 

８．     財政・金融政策の有効性① 

９．   財政・金融政策の有効性② 

１０． 財政赤字と政府債務 

１１． 国際金融システム 

１２． 開放マクロ経済下の経済政策 

１３． 景気の循環 

１４． 経済成長の決定要因 

１５． まとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
特に指定しない。参考文献については、初回の講義にて紹

介する。 

 
原則として定期試験の成績で評価する。 
小テストを行う場合がある。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

会計学 a／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
会計学 a／＊＊＊＊＊ 

担当者 内倉 滋 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

 ｢会計学ａ,ｂ｣という科目は、複式簿記原理の最低限の

知識を前提として、それに内容的な意味付けを試みていく

ものであり、会計を言語に例えるならば｢意味論｣に相当す

るものである。そこで取り扱われる中身は、広義の意味で

の会計学の全領域ということになる。 

 そのうち｢会計学ａ｣では、最初に複式簿記の基本原理を 

ごく簡単に説明した上で、財務会計論の領域の諸問題を順

次講義していきたい。具体的には、資産や負債の定義とい

うことから始めて、最終的にはキャッシュフロー計算書や

連結財務諸表の作成方法についての説明も予定している。

 なお、本講義は、ここ数年 科目登録が抽選制になって

しまい、設置学科の学生が希望しても受講できない事態に

なってしまっていた。そのため本年度については、経営学

科には類似科目が設置されていることもあるので、経営学

科生の履修を許可しないこととしたい。 

 

1 オリエンテイション(本講義の 目的,目標 等) 
2 テキスト第１章 決算書から見える世界(①決算書とは,
②会計学の２つの領域) 

3 テキスト第２章 会計と決算 その１：複式簿記の基本概
念と 貸借対照表,損益計算書 

4 テキスト第２章 会計と決算 その２：取引の仕訳 
5 テキスト第２章 会計と決算 その３：勘定口座への転記
6 テキスト第２章 会計と決算 その４：決算修正 
7 テキスト第２章 会計と決算 その５：貸借対照表,損益
計算書 の中身について 

8 テキスト第２章 会計と決算 その５：間接法によるキャ
ッシュフロー計算書 

9 テキスト第２章 会計と決算 その６：直接法によるキャ
ッシュフロー計算書 

10 テキスト第２章 会計と決算 その７：グループ経営と
決算書(連結財務諸表の作成) 

11 テキスト第２章 会計と決算 その８：資産,負債 定義
とリース取引 

12 ①テキスト第２章第４節,②テキスト第３章 第１,２節
13 テキスト第３章 第３節：資産評価の基礎 
14 総復習 その１……第 2 回講義～第 13 回講義の総復習
15 総復習 その２……期末試験の予行演習 

テキスト、参考文献 評価方法 

山浦久司･廣本敏郎 編著、『ガイダンス企業会計入門[第

４版]』(白桃書房) 

 7～8 割は期末試験の結果,残りは平常点(講義中の小テ

スト等) で評価する。その際、相対評価を基本とし、絶対

評価を加味する。 

 

08～15 律・国・総 

03～07 律・国 

会計学 b／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

会計学 b／＊＊＊＊＊ 
担当者 内倉 滋 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

 「会計学ｂ」は、｢会計学ａ」の知識を前提として、‘会

計監査論’,‘管理会計論’,‘経営分析論’,‘税務会計

論’といった領域の諸問題を、教科書に沿った形で講義し

ていきたい。  

 なお、本講義は、ここ数年 科目登録が抽選制になって

しまい、設置学科の学生が希望しても受講できない事態に

なってしまっていた。そのため本年度については、経営学

科には類似科目が設置されていることもあるので、経営学

科生の履修を許可しないこととしたい。 

 

1 テキスト第３章 決算書のルール その１： 剰余金の額,
剰余金の配当 

2 テキスト第３章 決算書のルール その２：会計基準の登
場,会計基準の国際的調和 

3 テキスト第４章 :製造会社の決算書 第１節 
4 テキスト第４章 :製造会社の決算書 第２節 その１：総
合原価計算 その１ 

5 テキスト第４章 :製造会社の決算書 第２節 その２：総
合原価計算 その２ 

6 テキスト第４章 :製造会社の決算書 第２節 その３：個
別原価計算  

7 テキスト第４章 :製造会社の決算書 第４節 標準原価計
算 

8 テキスト第５章 決算書の信頼性を確かめる 
9 テキスト第６章 決算書の内部利用 第２節 ＣＶＰ分析
10 テキスト第６章 決算書の内部利用 第４節 機会原価

概念,差額原価収益分析 
11 テキスト第７章 決算書を読んでみよう 
12 テキスト第８章 決算書と税金 
13 テキスト第８章の特論：税効果会計 
14 総復習 その１……第 1 回講義～第 13 回講義の総復習
15 総復習 その２……期末試験の予行演習 

テキスト、参考文献 評価方法 

 ｢会計学ａ｣と同じ。 「会計学 a」と同様。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／比較法史／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 吉川 信將 

講義目的、講義概要 授業計画 

 本年度は、経済活動の主要な担い手である会社の組織・

運営を規律する会社法を題材とし、主要国の会社法が異な

る地理的・政治的・経済的環境の中でどのように生成され、

現在の形に至ったのかをたどる。現在の経済社会はグロー

バル化していると言われるが、各国の会社法においては、

相互に影響を及ぼしあっている事項がある反面、大きな差

異が存在する事項もある。そうした事項が生じた原因・理

由を探ることにより、あるべき会社法の姿を模索する。 

 イギリスとアメリカの会社法の生成・発展については、

原文を読むことがあので、ある程度の読解力が必要とな

る。 

1．ガイダンス 

2．ドイツ株式法の生成・発展（１） 

3．ドイツ株式法の生成・発展（２） 

4．ドイツ株式法の生成・発展（３） 

5．イギリス会社法の生成・発展（１） 

6．イギリス会社法の生成・発展（２） 

7．イギリス会社法の生成・発展（３） 

8．アメリカ会社法の生成・発展（１）  

9．アメリカ会社法の生成・発展（２） 

10．アメリカ会社法の生成・発展（３） 

11．中国会社法の生成・発展（１） 

12．中国会社法の生成・発展（２） 

13．日本の会社法の生成・発展（１） 

14．日本の会社法の生成・発展（２） 

15．講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

必要な資料は、授業時に適宜配布する。 評価方法：期末試験（またはレポート）の結果をベースに

受講姿勢等を斟酌して判断する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／比較政治 a／比較政治 a 
＊＊＊＊＊／比較政治 a 

担当者 作内 由子 

講義目的、講義概要 授業計画 

近年の先進諸国においては、政治に対する批判がかまび

すしいが、それを単に政治家の資質や国民性に帰すので

は、問題解決を図るための一歩を踏み出すことができな

い。この講義では、日本と同様の政治問題を抱える先進諸

国(西ヨーロッパおよびアメリカ)の政治制度を比較政治理

論の観点から分析し、このような問題に直面する理由を構

造的に考察し理解することを目的とする。 

扱う対象は、主として先進国の政府―議会―選挙とそれ

を媒介する政党とについてである。大統領制と議院内閣制

の両方を対象とするが、常に日本の政治制度に言及しつつ

講義を進めるので、比重は議院内閣制に傾くであろう。 

１．はじめに 

２．「比較する」ことの意味 

３．大統領制と議院内閣制 

４．選挙①：小選挙区制と比例代表制、選挙区の大きさ 

５．選挙②：各国の選挙制度 

６．政党①：政党システム論 

７．政党②：政党組織論 

８．アメリカの政党と選挙 

９．連合政治 

１０．官僚制 

１１．中央地方関係 

１２．議会の外の政治：社会運動論と利益団体論 

１３．政治とメディア  

１４．政党システムの変容 

１５．おわりに 

テキスト、参考文献 評価方法 

参考文献として：建林正彦・曽我謙吾・待鳥聡史『比較政

治制度論』有斐閣、2008 年 
その他は授業中に適宜紹介する。 

期末試験（８０％） 
平常点として不定期のリアクションペーパー（２０％） 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／比較政治 b／比較政治 b 
＊＊＊＊＊／比較政治 b 

担当者 作内 由子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 比較政治 b では、福祉国家について扱う。就職できるの

か、年金はもらえるのか、生活保護はなんのためにあるの

か。現在日本においては雇用も社会保障も転換点を迎えて

おり、私たちの生涯設計も予測が困難になっている。この

ような問題はすべて福祉国家の問題と結びついている。こ

のような問いに対して、根性や人情による解決、あるいは

官僚悪玉論で答えるのではなく、まずそもそもなぜそれが

問題となっているのかを構造的に理解するのが本講義の

目的である。 

 まず福祉の種類と類型とを検討したのち、ヨーロッパ諸

国と日本における福祉国家を個別に検討する。次に福祉を

めぐる現代的な問題について扱う。最後に「制度」とは何

か、何のために存在するのか、という一般的な議論をして、

比較政治 ab のまとめとする。 

１．はじめに 

２．福祉国家とは何か：雇用・社会保障・社会扶助 

３．エスピン＝アナセンによる福祉国家三類型 

４．社会民主主義レジームの事例：スウェーデン 

５．保守主義レジームの事例：ドイツ 

６．自由民主主義レジームの事例：イギリス 

７．ネオ・コーポラティズム 

８．比較のなかの日本の福祉国家①：雇用 

９．比較のなかの日本の福祉国家②：社会保障 

１０．比較のなかの日本の福祉国家③：社会扶助 

１１．福祉をめぐる問題①：労働の多様化 

１２．福祉をめぐる問題②：少子高齢化 

１３．福祉をめぐる問題③：貧困の拡大 

１４．福祉国家論のまとめ 

１５．おわりに：望ましい制度とは何か 

テキスト、参考文献 評価方法 

参考文献として： 
宮本太郎『福祉政治』有斐閣、2008 年。 
その他は授業中に適宜紹介する。 

期末試験（８０％） 
平常点として不定期のリアクションペーパー（２０％） 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際組織法-1／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際組織法-1 

担当者 鈴木 淳一 

講義目的、講義概要 授業計画 

〔講義目的〕 
本講義の目的は、国際社会が抱える地球規模の問題（た

とえば、安全保障、テロ、世界規模の感染症等）とそれへ

の国際社会（特に国際組織）の取り組みについて理解する

ことです。 
〔講義概要〕 
国際社会には世界政府は存在しません。しかし、多様な

国際組織が、国家とともに、国際社会の共通利益の実現の

ために重要な役割を担っています。本講義では、これら国

際組織の様々な活動分野をとりあげて、国際組織が各分野

で果たしている機能を具体的に説明します。 
本講義の履修にあたっては、国際法の知識は必ずしも必

要ではありませんが、講義の中では主に国際法の視点から

分析を行うため、一連の講義に先立ち、国際社会と国際法

についての簡単なレクチャーを行います(なお国際教養学

部や経済学部の学生が履修する場合は 2 年生以上で受講す

ることをお勧めします)。 
この講義では、教室で行う通常の授業を補うため、授業

レポート・システム等を活用して、教員とのコミュニケー

ションを図ります。 
 

１ はじめに 

２ 国際組織と国際法 

３  紛争の平和的解決に関わる国際組織（１） 

４  紛争の平和的解決に関わる国際組織（２） 

５ 安全保障に関わる国際組織（１） 

６  安全保障に関わる国際組織（２） 

７  軍備管理・軍縮・不拡散に関わる国際組織 

８  人権問題にかかわる国際組織 

９ 人道・難民問題に関わる国際組織 

10  国際貿易・国際金融に関わる国際組織 

11  開発援助と南北問題に関わる国際組織 

12  教育・文化に関わる国際組織 

13  国際保健に関わる国際組織 

14  海洋に関わる国際組織 

15 まとめ 

 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：大森正仁編著『よくわかる国際法（第２版）』（ミ

ネルヴァ書房） 
学期末に実施する試験により評価し(100%)、平常点を加点

材料とします(ただし上限 10%)。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際組織法-2／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際組織法-2 

担当者 鈴木 淳一 

講義目的、講義概要 授業計画 

〔講義目的〕 
本講義は、国際連合を中心とする国際組織を規律してい

る法に関する講義を提供することを目的とします。 
 
〔講義概要〕 
今日、国際連合をはじめとした多くの国際組織が活動

し、多くの人々がいわゆる「国際公務員」として活躍して

います。しかし、これらの活動は、国際組織の設立条約や

地位協定、職員規則などのルールに従っています。本講義

は、国際組織や国際公務員の活動を規律しているルールに

ついて、主に国際連合を例として分析を行います。 
本講義は、国際法や国際組織法１を履修していなくても

履修できます(主に国際法の視点から国際組織の分析を行

うため、全学共通授業科目の国際法や法学部の国際法も同

時に受講することを奨励します)。 
また、この講義では、教室で行う通常の授業を補うため、

授業レポート・システム等を活用して、教員とのコミュニ

ケーションを図ります。 

１ はじめに 

２ 国際組織の概念と歴史 

３ 国際法の基礎知識 

４ 国際組織の設立と解散 

５ 国際組織の国際法上の地位 

６ 国際組織の国内法上の地位 

７ 国際組織と加盟国 

８ 国際組織間の連携・協力 

９ 国際組織と NGO（民間団体） 

10 国際公務員 

11 国際組織の意思決定 

12 国際組織と財政・分担金・運営上の諸問題 

13  国際組織に関する事例研究(1) 

14  国際組織に関する事例研究(2) 

15  まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは指定しませんが、参考文献として大森正仁編著

『よくわかる国際法（第２版）』（ミネルヴァ書房, 2014 年）、

杉原『基本国際法 第２版』(有斐閣,2014 年)、横田編『国

際社会と法』(有斐閣，2010 年)等を参照してください。 

学期末に実施する試験により評価し(100%)、平常点を加点

材料とします(ただし上限 10%)。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際人権法 a／国際人権法 a 
＊＊＊＊＊／国際人権法 a 

担当者 成嶋 隆 

講義目的、講義概要 授業計画 

【講義目的】 

 国際人権法に関する基礎的な知識を修得させることを

目的とする。とくに「a」においては、国際人権法の全体

像を把握させることに主眼を置く。 

【講義概要】 

 国際人権法の生成と展開を素描したのち、主要な国際人

権文書を順次取り上げてそれらの内容につき説明する。最

後の2回では、主要な国際人権保障システムを概観する。

【その他、履修上の注意】 

 本講義の内容は「国際人権法b」とリンクしているので、

「a・b」ともに受講するのが望ましい。 

 六法（小型のもので可）は、毎回の講義に必ず持参する

こと。 

 各回の講義テーマは次のとおりである。 

 1 国際人権法の生成と展開 

 2 主要国際人権文書①―国連憲章・世界人権宣言 

 3 主要国際人権文書②―国際人権 B 規約 

 4 主要国際人権文書③―国際人権 A 規約 

 5～6  主要国際人権文書④―人種差別撤廃条約 

 7～8  主要国際人権文書⑤―女性差別撤廃条約 

 9～10 主要国際人権文書⑥―子どもの権利条約 

 11 主要国際人権文書⑦―障害者権利条約 

 12 主要国際人権文書⑧―難民条約 

 13 主要国際人権文書⑨―拷問等禁止条約 

 14 国際人権保障のしくみ①－国家報告制度 

 15 国際人権保障のしくみ③―個人通報制度 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

【テキスト】 指定しない。講義は、別に用意する講義レ

ジュメおよび講義資料により行う。 
【参考文献】 随時紹介する。 

2 回の小テストおよび学期末に実施する筆記試験により総

合的に評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際人権法 b／国際人権法 b 
＊＊＊＊＊／国際人権法 b 

担当者 成嶋 隆 

講義目的、講義概要 授業計画 

【講義目的】 

 「国際人権法a」の講義を踏まえ、国際人権法と日本と

の関係につき理解を深めさせることを目的とする。 

【講義概要】 

 国際人権法の国内的実施に関する理論問題につき基礎

的な解説をした後、主要な国際人権条約への日本の対応を

検討する。 

【その他、履修上の注意】 

 本講義の内容は「国際人権法a」とリンクしているので、

「a・b」ともに受講するのが望ましい。 

 六法（小型のもので可）は、毎回の講義に必ず持参する

こと。 

 各回の講義テーマは次のとおりである。 

 1 国際人権条約の国内的効力 

 2 直接適用と間接適用 

 3～4 国際人権条約と日本①―国際人権 B 規約 

 5～6 国際人権条約と日本②―国際人権 A 規約 

 7～8 国際人権条約と日本③―人種差別撤廃条約 

 9～10  国際人権条約と日本④―女性差別撤廃条約 

 11～12 国際人権条約と日本⑤―子どもの権利条約 

 13～14 国際人権条約と日本⑥―拷問等禁止条約 

 15 国際人権条約と日本⑦―難民条約 
  

テキスト、参考文献 評価方法 

【テキスト】 指定しない。講義は、別に用意する講義レ

ジュメおよび講義資料により行う。 
【参考文献】 随時紹介する。 

2 回の小テストおよび学期末に実施する筆記試験により総

合的に評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際環境法 a／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際環境法 a 

担当者 一之瀬 高博 

講義目的、講義概要 授業計画 

〔講義目的〕 
 国際環境問題および地球環境問題に対処するための国

際的な法のしくみを概観する。 
 
〔講義概要〕 

主に総論にあたる部分として、国際環境問題の性質・歴史、

紛争の類型、国家や個人等の紛争当事者の地位、問題解決

の基本的手法、国際環境法における諸原則や国際環境保全

規範の構造などを検討する。 

 

【注意事項】 
 この講義は、法学部専門科目「国際環境法 a」としては

３年生以上に開講されるが、国際教養学部必須教養科目

「グローバル・ガバナンス a」としては２年生以上に開講

される。国際教養学部の２年生が受講する場合は、履修が

容易ではないので、「国際交流研究Ⅲ（国際機構論）」、全

カリ「国際法 1」、「国際法 2」のいずれかを受講して、基

本的知識を身につけていることが望ましい（並行しての受

講でもよい）。 

 1 講義の概要 

 2 環境問題と国際社会 

 3 国際環境問題の法的紛争類型 

 4 越境汚染と領域使用の管理責任 

 5 無過失責任条約 

 6 国際公域の環境保全と責任 

 7 国際環境法の生成と諸原則① 

 8 国際環境法の生成と諸原則② 

 9 環境責任論の進展 

10 国際環境保全規範と事前防止 

11 事前防止の手続的規則① 

12 事前防止の手続的規則② 

13 国際環境保全とソフト・ロー 

14 講義のまとめ 

15 講義のまとめ 

 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは開講時に指示する。参考文献として、 
松井芳郎『国際環境法の基本原則』東信堂 2010 年 
『地球環境条約集』第 4 版、中央法規 2003 年 

期末試験の成績（70%）により評価し、平常授業での課

題レポート・小テストなどの成果（30%）も評価対象にす

る。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際環境法 b／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際環境法 b 

担当者 一之瀬 高博 

講義目的、講義概要 授業計画 

〔講義目的〕 
 国際環境問題および地球環境問題に対処するための国

際的な法のしくみを概観する。 
 
〔講義概要〕 

環境条約の内容、国家実行、国際会議や国際機関の対応、

具体的紛争等を素材に、個々の環境問題の類型ごとに国際環

境法の構造を分析する。 

 
【注意事項】 
 この講義は、法学部専門科目「国際環境法 b」としては

３年生以上に開講されるが、国際教養学部必須教養科目

「グローバル・ガバナンス b」としては２年生以上に開講

される。国際教養学部の２年生が受講する場合は、履修が

容易ではないので、「国際交流研究Ⅲ（国際機構論）」、全

カリ「国際法 1」、「国際法 2」のいずれかを受講して、基

本的知識を身につけていることが望ましい（並行しての受

講でもよい）。 
 

 1 講義の概要 

 2 長距離越境大気汚染、酸性雨 

 3 地球大気圏･気候変動問題①オゾン層 

 4 地球大気圏･気候変動問題②気候変動枠組条約 

 5 地球大気圏･気候変動問題③京都議定書 

 6 海洋環境の保全①総論 

 7 海洋環境の保全②船舶起因 

 8 海洋環境の保全③海洋投棄 

 9 南極の環境保護 

10 廃棄物の越境移動 

11 有害物質、放射能と環境 

12 自然環境の保全 

13 生物多様性の保全 

14 講義のまとめ 

15 講義のまとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは開講時に指示する。参考文献として、 
西井・臼杵編『国際環境法』有信堂 2011 年 
『地球環境条約集』第 4 版、中央法規 2003 年 

期末試験の成績（70%）により評価し、平常授業での課

題レポート・小テストなどの成果（30%）も評価対象にす

る。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際経済法／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際経済法 

担当者 宗田 貴行 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

 国際経済法の中核を占める GATT/WTO についての基本

的知識の習得を目的とする。 

 この目的を達成するために、本講義では、図、表、グラ

フ、等を用いて、極めて基本的な事柄から、分かり易く解

説を行う。 

 この分野は、事例の検討が不可欠であるので、ケースス

タディを積極的に取り入れる。 

 WTO に関連する新聞記事も頻繁に取り上げ、講義で取

り扱っている事柄との関連性や重要性を指摘する。 

大学のカリキュラムは、各回の講義の予習復習に 4 時間

程度必要としている。これを前提に受講されたい。 

 講義に出席することは当たり前であり、これが出来ない

者は、単位を取得できない可能性が大いにある。 

 レポートは、講義に出席していれば答えられる問題に正

解できない場合には、単位を取得できないこととなるもの

である。 

１ 導入 

２ GATT/WTO とは 

３ GATT の誕生、ブレトンウッズ体制 

４ 関税とは、GATT の基本原則①（関税の譲許）I 

５ GATT の基本原則①（関税の譲許）II 

５ GATT の基本原則②（数量制限の禁止）I 

６ GATT の基本原則②（数量制限の禁止）II 

７ GATT の基本原則③（最恵国待遇の原則）I 

８ GATT の基本原則③（最恵国待遇の原則）II 

９ GATT の基本原則④（内国民待遇の原則）I 

10  GATT の基本原則④（内国民待遇の原則）II 

11 貿易救済措置①（ダンピング/アンチダンピング）I 

12  貿易救済措置①（ダンピング/アンチダンピング）II 

13 貿易救済措置②（補助金と相殺関税）I 

14  貿易救済措置②（補助金と相殺関税）II 

15 貿易救済措置③（セーフガード）、総括 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
田村次朗『WTO ガイドブック（第 2 版）』弘文堂 2009 年

 
レポート 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際租税法／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際租税法 

担当者 石村 耕治 

講義目的、講義概要 授業計画 

人事交流やビジネス活動の国際化が急速に進むなか、自

国のみならず、相手国の税法や租税条約などを理解してい

なければ、国際的な税金問題を考えるのは難しくなってき

ました。 

例えば、学生諸君が、将来、勤め先の日本企業からアメ

リカの支店に派遣されたとします。この場合、日本の本店

とアメリカ支店との間の課税関係はどうなるのかといっ

た問題に遭遇するかもしれません。あるいは、勤め先の企

業が、中国に子会社を設立して進出することになったとし

ます。この場合、日本の親会社と中国の子会社の間での課

税関係はどうなるのでしょうか。 

この国際租税法の授業では、こうしたグローバルに活動

し国際的に税金を負担する「民間企業」の課税問題につい

て、法学的な観点から学んでもらいます。 

国際租税法を学ぶには日本税法(国内税法)の基礎知識 

が必要です。まったく税法の知識のない学生諸君を含め、

国際租税法を履修した諸君の基礎的な理解を深めるため 

に、当初は、国内税法、会社法などとの関連で授業を進め

ます。授業への参加度・貢献度を重視します。 

授業では、実例を示して、できるだけわかりやすく講義

します。国際租税法の基礎をしっかり学んで、将来に役立

ててください。 

１. 国際租税法で何を学ぶのか 

２. 国内税法（所得税法・法人税法など）との関係は 

３. 企業の海外進出形態と課税 

４. 個人居住者・内国法人（居住者）と個人非居住者・外

国法人（非居住者）とは 

５. 居住者・非居住者の納税義務の範囲 

６. 国内税法と租税条約の関係 

７. 居住地国課税ルールと源泉地国課税のルール 

８. 源泉課税・総合課税・分離課税、PE 概念とは 

９. 国際的二重課税の防止策：①国内法による対応、②租

税条約による対応 

10. 外国税額控除とは：①直接外国税額控除、②外国子会

社配当益金不算入、③みなし外国税額控除 

11. タックス・ヘイブン対策税制とは 

12. 移転価格税制とは 

13. 過少資本税制とは、 

14. わが税法上の非居住者課税の仕組み 

15. レビュー 

テキスト、参考文献 評価方法 

石村耕治編『現代税法入門塾〔第７版〕』（2014 年、清文

社）。「租税法」を受講していることが好ましい。 

①定期試験～70%(レポート試験)、②平常授業への参加度

など～30％ 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際知的財産権法／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際知的財産権法 

担当者 張 睿暎 

講義目的、講義概要 授業計画 

知的財産権法分野の国際条約に関する基礎的な知識を

身につけ、この分野の国際秩序とそれに伴う諸問題を理解

することを目的とする。具体的には、まず、工業所有権に

関するパリ条約、著作権に関するベルヌ条約の２大条約を

中心に、WIPO（世界知的所有権機関）が所管する条約を学

んでいく。次に、TRIPs 協定を WIPO 所管条約と比較しつ

つ、その成立過程と内容について解説を加えていく。最後

に、同協定による知的財産権の保護水準上昇が発展途上国

の民衆にもたらした諸問題と、国際社会によるその解決へ

の歩みを紹介する。 

初回の授業ガイダンスには講義の詳細な進め方に関す

る告知等があるので、必ず出席すること。 

国際的な知的財産権制度に関する講義であるため、日本

法に関する解説はしない。「知的財産権法 a/b」および「法

律学特講（初めての著作権法）/（著作権法の諸問題）」

も合わせて受講することが望ましい。上記科目を受講せず

に本講義を履修する場合には、日本の知的財産権法に関す

る概観として、伊藤塾『知的財産法（第 4 版）』（弘文堂・

2012 年）を事前に読んでくること。 

1 授業のガイダンス 

2 国際知的財産権の概念とその特徴 

3 工業所有権の保護に関するパリ条約１ 

4 工業所有権の保護に関するパリ条約２ 

5  ベルヌ条約１ 

6  ベルヌ条約２／その他の著作権関係条約 UCC 

7  WTO とは何か／TRIPs 協定制定の経緯 

8  TRIPs 協定１  

9  TRIPs 協定２  

10 国際知的財産政策と国際ルールづくり 

11 国際登録システムの発展、商標に関するマドリッドシス

テム 

12 特許に関する PCT システム、意匠に関するヘーグシス

テム 

13 デジタル化への対応問題 

14 特許と医薬品アクセスをめぐる問題、遺伝資源・伝統

的知識・フォークロアと知的財産 

15 総括：質問への回答と復習 

テキスト、参考文献 評価方法 

参考書：木棚照一『国際知的財産法』（日本評論社・2009

年）、高倉成男『知的財産法制と国際政策』(有斐閣・2001

年) 

定期試験の結果（80％）および授業への参加度（20％）

を合わせて評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際民事訴訟法／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際民事訴訟法 

担当者 山田 恒久 

講義目的、講義概要 授業計画 

0B0BObjectives       

This course is designed to provide undergraduates with a general  

education in basic and current issues on international civilprocedure. 

 

Curriculum       

This program consists of  two components, which are not divisible.   

Each students is required to attend at all of  two courses in the following 

subjects: 

 

  Course 1  Rules as to Jurisdiction to Adjudicate   

     (1) Jurisdiction in Personam  

     (2) Jurisdiction in Rem 

     (3) Jurisdiction Declined 

     (4) Quasi-Jurisdictional Dismissal 

  Course 2  Rules as to Recognition and Enforcement of  Foreign 

 Judgments  

     (1) Jurisdiction 

     (2) Natural Justice 

     (3) Public Policy     

     (4) Reciprocity 

 

Course 1：Rules as to Jurisdiction to Adjudicate  

［Introduction］ 

1. Theory ／2. Practice 

［Jurisdiction in Personam］ 

3. Consent ／4. "Doing-business" statutes  

［Jurisdiction in Rem］ 

5. Types of  in rem jurisdiction 

［Jurisdiction Declined］ 

6. Forum non convenience ／7. Foreign actions 

［Quasi-Jurisdictional Dismissal］ 

8. Procedural incapacity ／9. Res judicata／10.Foreign sovereigns 

Course 2：Rules as to Recognition and Enforcement of  Foreign 

 Judgments  

11. Jurisdiction 

12. Natural Justice 

13. Public Policy     

14. Reciprocity 

15. Overview of  Courses 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
Xeroxed materials will be distributed in class appropriately. 
 

 
Evaluation will be graded according to the results of  the final examination 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際関係法特講（国際文化遺産法）／＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊／国際関係法特講（国際文化遺産法） 
担当者 大塚 敬子 

講義目的、講義概要 授業計画 

【講義目的】 
 この講義では、文化遺産に関する国際法についての知識

を得て、それを一つの視点とすることで、国際社会の様々

な問題や事象について理解する・考えることができるよう

になることを目指します。 
 
【講義概要】 
 テロや紛争など様々な国際問題が起こっている昨今、そ

れは単純に「文化の違い」「価値観の違い」から生じるも

のであると言ってしまってよいのか――そうした疑問を

感じることはないでしょうか。すべての文化を完璧に理解

するのは難しいことですが、少しでも理解しようと努める

ことで、何か問題解決の糸口がつかめるかもしれません。

 この講義では、文化や文化遺産に関する国際法（ユネス

コの諸条約を中心として）について学び、その背景にある

考え方や理念についても理解を深めることで、視野を広

げ、現実の問題について様々な角度から考える時間になれ

ばと考えています。 
 

1 はじめに／国際法について 

 2 文化遺産法の形成と発展 

 3 世界遺産の保護（1） 

 4 世界遺産の保護（2） 

 5 世界遺産の保護（3） 

 6 無形文化遺産の保護（1） 

 7 無形文化遺産の保護（2） 

 8 文化と経済活動（1）文化遺産の不法輸出入・返還 

 9 文化と経済活動（2）文化的表現多様性の保護 

10 文化と経済活動（3）貿易関連法における文化 

11  水中文化遺産の保護 

 12  危機からの文化財保護（1）紛争 

13  危機からの文化財保護（2）犯罪 

 14  文化・文化遺産に関する国際的議論 

15  まとめ 

※必要に応じて、講義内容の変更や扱う順序の入れ替えを

することがあります。 

テキスト、参考文献 評価方法 

『国際条約集 2015 年版』（有斐閣） 
その他参考文献は講義にて紹介します。 

平常講義における取り組み度（講義にて実施する小レポー

ト提出を含む）20％、学期末の試験 80％で評価します。

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際関係法特講（国際宇宙法）／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際関係法特講（国際宇宙法） 

担当者 大塚 敬子 

講義目的、講義概要 授業計画 

【講義目的】 
この講義では、宇宙開発・利用に関する国際法について

の知識を得て、それを一つの視点とすることで、国際社会

の様々な問題や事象について理解する・考えることができ

るようになることを目指します。 
 
【講義概要】 
 近年の宇宙開発・利用は、国家だけが担うのではなく、

私企業の参入などにより、商業化が進んでいます。しかし、

宇宙法といわれる国際法の分野は比較的歴史も浅く、そう

した急速に変化する国際的動向に追いついていない部分

もあります。 
 宇宙に関する国際法の現状を学ぶことで、宇宙開発の、

希望あふれる楽しい部分と現実的な難しい部分について

知り、それが地球上で生じている現在進行形の諸問題とも

確かにつながっているということを実感していけるよう、

講義では具体例も取り上げながら、考察していきたいと考

えています。 

1 はじめに／国際法について 

 2 宇宙法の形成と発展 

 3 航空法と宇宙法 

 4 宇宙法の基本原則 

 5 宇宙における領有権問題 

 6 宇宙の資源開発 

 7 宇宙の軍備管理 

 8 宇宙法における「責任」（1） 

 9 宇宙法における「責任」（2） 

10  国際宇宙ステーション 

 11  宇宙の環境問題 

12  リモート・センシングの利用 

 13  国際協力 

14  日本と宇宙法 

 15  まとめ 

※必要に応じて、講義内容の変更や扱う順序の入れ替えを

することがあります。 

テキスト、参考文献 評価方法 

『国際条約集 2015 年版』（有斐閣） 
その他参考文献については講義にて紹介します。 

平常講義における取り組み度（講義にて実施する小レポー

ト提出を含む）20％、学期末の試験 80％で評価します。
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際関係法特講（国際経済法）／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際関係法特講（国際経済法） 

担当者 宗田 貴行 

講義目的、講義概要 授業計画 

 
 本講義は、国際経済法の基本的事項の習得および、比較

的詳細な事項の習得を目的とする。 
この目的の達成のために、GATT/WTO の基本原則とそ

の例外について、実際に生じた具体的なケースを取り上げ

て解説を行う。 
 解説においては、適宜、図、表、グラフ等を用いる。 
 WTO 関連の事例に関する最新の新聞記事も紹介して、

理解の助けとする。 
また、GATT/WTO と共に近年重要性を増している 

FTA、EPA についても、図、グラフ等を用いて、分かり易

く解説を行う。 
 春学期の国際経済法を受講していることが望ましいが、

必須の条件ではない。 
 大学のカリキュラムは、各回の講義の予習復習に 4 時間

程度必要としている。これを前提に受講されたい。 
 講義に出席することは当たり前であり、これが出来ない

者は、単位を取得できない可能性が大いにある。 
 レポートは、講義に出席していれば答えられる問題に正

解できない場合には、単位を取得できないこととなるもの

である。 

 

１ 導入～GATT/WTO の基本原則と例外～ 

２ ケーススタディ①（数量制限の禁止） 

３ ケーススタディ②（最恵国待遇の原則） 

４ ケーススタディ③（内国民待遇の原則） 

５ ケーススタディ④（アンチダンピング） 

６ ケーススタディ⑤（セーフガード） 

７ ケーススタディ⑥（補助金と相殺関税） 

８  WTO の直接適用 

９ アメリカ 1914 年反不当廉売法と日欧の対抗立法 

10  FTA、EPA、TPP 

11 アメリカ反トラスト法 

12 EU 競争法、日本の独禁法 

13 各国・地域の独禁法の域外適用 

14 各国・地域間の独禁法執行協定 

15  総括 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
田村次朗『WTO ガイドブック（第 2 版）』弘文堂 2009 年

 
レポート 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際関係法特講（国際企業法務）／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際関係法特講（国際企業法務） 

担当者 三浦 哲男 

講義目的、講義概要 授業計画 

国際企業法務は企業法務の一分野であるが、企業法務の中

でも“国際的な企業活動”や“企業の国際的な対応”とい

う企業活動の側面にスポットライトを当てて、出来る限り

具体的な問題点（とくに契約形態）を取り上げながら解決

策を模索していきます。 

1． 国際企業法務の現状と課題 

2． 国際契約に共通の問題 

3． 国際売買契約（１） 

4． 国際売買契約（２） 

5． 販売店契約＆代理店取引と契約形態 

6． 同上（事例検討） 

7． フランチャイズ・ビジネスと契約形態 

8．  同上（事例検討） 

9． 知的財産権（IP－Industrial Property）と 

企業取引（１） 

10． 知的財産権と企業取引（２） 

11． IP 取引とライセンス契約 

12． 製造物責任とその対策 

13． 海外事業投資 

14． 合弁会社と契約形態 

15． 国際的な企業買収 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

花水征一・三浦哲男・土屋弘三「企業取引法の実務（補訂

版）」（商事法務/2011） 
原則として、期末試験による（100％）。講義期間中、簡単

な理解度チェック試験を実施し、その評点も加味して最終

評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／比較会社法 a／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／比較会社法 a 

担当者 周 劍龍 

講義目的、講義概要 授業計画 

講義の目的： 

本講義では、日本、アメリカおよび中国の会社（とくに株

式会社）に関する法規制を素材として、３か国における株

式会社の法規制、とりわけ株式会社の機関に関する法規制

の異同を解明する。 

 

講義概要： 

序論では、市場経済における会社の位置付け、会社の法的

性質、会社の形態、有限責任制度、法人格否認の法理など

を明らかにする。 

本論では、日本、アメリカにおける株式会社の機関の法構

造の異同を比較して、解明する。 

 

１、 市場経済における会社の位置付け、会社の法的性質 

２、 会社の形態、有限責任制度、 

３、 法人格否認の法理、会社の権利能力など 

４、 日本の株式会社の機関：株主総会（その１） 

５、 日本の株式会社の機関：株主総会（その２） 

６、 日本の株式会社の機関：取締役会、代表取締役 

７、 日本の株式会社の機関：取締役の義務と責任 

８、 日本の株式会社の機関：監査役（会）、委員会設置会社 

９、 アメリカの会社の基礎理論、アメリカ会社法の沿革 

１０、 アメリカの株式会社の機関：株主総会 

１１、 アメリカの株式会社の機関：取締役会、取締役､執行役 

１２、 アメリカの株式会社の機関：取締役、執行役 

１３、 アメリカの株式会社の機関：取締役､執行役の義務と責任

（その１） 

１４、 アメリカの株式会社の機関：取締役､執行役の義務と責任

（その２） 

１５、 まとめ 
 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストはとくに指定しない。講義用レジュメや参考資料

のプリントなどを配布する。 
期末定期試験によって成績を評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／比較会社法 b／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／比較会社法 b 

担当者 周 劍龍 

講義目的、講義概要 授業計画 

講義目的： 

 

同上 

 

講義概要： 

序論では、中国会社法を理解するための基礎知識として、

中国の国家の性質､政治制度､司法制度を説明する。 

本論では､中国会社法の沿革､中国における株式制度と証

券市場の導入の意義､中国会社法の枠組み（とりわけ､株式

会社の機関）、中国におけるコーポレート・ガバナンスの

動向などについて説明する。 

１、 中国の国家の性質 

２、 中国の政治制度 

３、 中国の司法制度 

４、 中国の会社法の沿革 

５、 国有企業改革と株式制度の導入 

６、 株式会社の設立と消滅 

７、 株式会社の資金調達 

８、 株式会社の機関：株主総会 

９、 株式会社の機関：取締役会､取締役､執行役 

１０、 株式会社の機関：取締役､執行役の義務と責任 

１１、 株式会社の機関：監査役会 

１２、 上場株式会社に関する特別規制 

１３、 中国におけるコーポレート・ガバナンスの動向 

１４、 中国の渉外会社法制 

１５、 まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：西村幸次郎編著『現在中国法講義[第 3 版]』（法

律文化社、2010 年）。そのほか、参考資料のプリント等を

配布する。 

期末定期試験によって成績を評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際関係論 a／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際関係論 a 

担当者 中島 晶子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 
 この講義では、国際関係の歴史と理論、国際政治と国際

経済が連動する構造について、基本的な見方や枠組みを理

解することを目的とします。 
 
 国際関係論は、大きな惨禍をもたらした第一次世界大戦

の衝撃を受け、国際事象を総合的に把握するための学問と

して発展してきました。 
国際関係の重要な課題は、1960 年代半ば頃まで冷戦構造

における軍事的な安全保障でしたが、1960 年代末から冷戦

構造が多極化に向かうにつれ、経済的問題の重要性が増す

ようになりました。 
特に冷戦の終結後、国際経済秩序の再編、旧ソ連・東欧

諸国の資本主義への体制移行をはじめとする多くの争点

が続いて現れ、その傾向は強まりました。さらに、グロー

バリゼーションをめぐる議論の高まりで、国際政治と国際

経済の相互作用や統合がますます国際関係の中心テーマ

になっています。 
講義では国際関係の見方について、歴史および政治経済

の連動の観点から概説します。 

 

1．イントロダクション 

2．主権国家の誕生  

3．ナショナリズムと帝国主義の時代 

4．第一次世界大戦 

5．第二次世界大戦 

6．冷戦からポスト冷戦へ(1) 

7．冷戦からポスト冷戦へ(2) 

8．地域紛争(1) 

9．地域紛争(2) 

10．国際関係学の理論(1) 

11．国際関係学の理論(2)) 

12．国際関係学の理論(3) 

13．国際政治と国際経済の連動(1)  

14．国際政治と国際経済の連動(2)  

15．まとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

原彬久編『国際関係学講義［第 4 版］』（有斐閣、2011 年）

をテキストとし、参考文献は適宜紹介します。 
 

期末試験（70％）とコメントカードなど平常点（30%）に

より評価します。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際関係論 b／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際関係論 b 

担当者 中島 晶子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

 この講義では、国際関係の諸課題、国際社会からみた日

本について理解することを目的とします。 

 

 国際関係は「国と国の関係」にとどまりませんが、現在

は一層多様化し、複雑さを増しています。「国際関係論ｂ」

に続いて、この講義では、今日の国際社会における主な課

題や論点を概観します。 

 まず、地球上の人類社会を脅かすグローバルな課題群を

とりあげます。各課題については要点を絞り、相互の関連

性をより重視して概説します。 

つぎに、国際社会における国家以外の多様な行為主体を

とりあげ、その役割について概説します。 

最後に、戦後日本の国際関係の展開をみます。国際社会

と自身の関わりについて考える手がかりとしてください。

 

 

1．イントロダクション 

2．安全保障と国際関係(1) 

3．安全保障と国際関係(2) 

4．地球環境と国際関係(1) 

5．地球環境と国際関係(2) 

6．第三世界と国際関係(1) 

7．第三世界と国際関係(2) 

8．国連の役割 

9．地域主義 

10．脱国家主体 

11．日本の外交(1) 

12．日本の外交(2) 

13、日本の外交(3) 

14．日本の国際協力) 

15．まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

原彬久編『国際関係学講義［第 4 版］』（有斐閣、2011 年）

をテキストとし、参考文献は適宜紹介します。 
 

期末試験（70％）とコメントカードなど平常点（30%）に

より評価します。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際協力論 a／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際協力論 a 

担当者 片岡 貞治 

講義目的、講義概要 授業計画 

論理的思考に基づく理論的枠組の構築と現実の国際社

会の政治現象の実証的分析とが有機的に組み合わされた

形で研究が行われることが不可欠である。 

国際社会とは何か、国際社会における様様なアクターとは

何かを理解した上で、「国際協力」を理論的に定義し、考

察していく。法学部の学生に対しては、授業を通して、国

家とは何か、国際社会とは何かを理解し、国際協力に関す

る基本的な知識と意識を会得し、現代国際社会の様々な政

治経済現象を自分なりに理解し、実証的に分析し､政治、

経済の両面における現在の国際協力のあり方について自

分なりの意見を持って貰うことを目的としていく。 

前期は、経済面における国際協力、即ち、経済協力及び

開発援助政策についての分析を行う。 

① イントロダクション 

② 発展途上国問題と国際開発 

③ 日本の経済協力政策の史的展開（1） 

④ 日本の経済協力政策の史的展開（2） 

⑤ 日本の経済協力政策決定形成過程 

⑥ 日本の経済協力政策の今後の課題 

⑦ 主要国の経済協力政策I（米国、イギリス） 

⑧ 主要国の経済協力政策II（フランス、EU等） 

⑨ 多国間開発援助の仕組み 

⑩ 国際社会における援助協調のあり方 

⑪ グローバリゼーションと開発 

⑫ ガバナンスと開発 

⑬ MDGsとSDGss 

⑭ 今後の課題 

⑮ 総括 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

なし。 試験、授業態度等で総合的に判断する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際協力論 b／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際協力論 b 

担当者 片岡 貞治 

講義目的、講義概要 授業計画 

論理的思考に基づく理論的枠組の構築と現実の国際社

会の政治現象の実証的分析とが有機的に組み合わされた

形で研究が行われることが不可欠である。 

国際社会とは何か、国際社会における様様なアクターと

は何かを理解した上で、「国際協力」を理論的に定義し、

考察していく。法学部の学生に対しては、授業を通して、

国家とは何か、国際社会とは何かを理解し、国際協力に関

する基本的な知識と意識を会得し、現代国際社会の様々な

政治経済現象を自分なりに理解し、実証的に分析し､政治、

経済の両面における現在の国際協力のあり方について自

分なりの意見を持って貰うことを目的としていく。後期

は、政治面の国際協力、即ち、国際平和協力、国連の集団

的安全保障の問題、集団的自衛権、PKO、多発する紛争や

内戦の予防・解決の試み、分析を行う予定である。 

① 国連システム 

② 集団的安全保障（1） 

③ 集団的安全保障（2） 

④ 集団的安全保障（3） 

⑤ 集団的自衛権（1） 

⑥ 集団的自衛権（2） 

⑦ 集団的自衛権と日本 

⑧ 朝鮮戦争 

⑨ 湾岸戦争 

⑩ 湾岸戦争と日本の対応 

⑪ 集団的安全保障の変形としての国連平和維持活動 

⑫ 国際平和協力 

⑬ 9.11テロ攻撃、イラク戦争と日本 

⑭ アフガニスタン、リビア、積極的平和主義 

⑮ 総括 

テキスト、参考文献 評価方法 

なし。適宜講義中に配布 試験、授業態度等で総合的に判断する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際関係史 a／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際関係史 a 

担当者 永野 隆行 

講義目的、講義概要 授業計画 

 本講義の目的は、オーストラリアの歴史をイギリスの植

民地時代から第二次世界大戦終結まで振り返り、現代オー

ストラリア理解の一助とすることである。 
 多くの日本人が観光客、留学生として訪問し、また経済

的にも日本と繋がりが深い国でありながら、これまでオー

ストラリアがどのような歴史をたどってきたのかを知る

者はおどろくほど少ない。また知りたいと思っても、日本

では文献がそもそも少なく、オーストラリアを知る機会は

おのずと限られてしまっている。 
 そこで本講義では、イギリス人が18世紀後半に入植して

から６つの植民地がそれぞれ発展を遂げ、それが1901年に

オーストラリア連邦として独立し、そして20世紀前半の二

つの世界大戦を経験するまでの、オーストラリアの歴史

を、イギリス（英帝国、英連邦）やアメリカ、アジア地域

（日本や中国、東南アジア）との関係性の中で振り返って

行く。 
 本講義ではアウトラインを提示したレジメを配付する。

なお２回程度、理解度確認テストを実施する予定。 

第１回：イントロダクション〜オーストラリアを学ぶ意義

第２回：植民地オーストラリア①〜植民地の誕生 
第３回：植民地オーストラリア②〜植民地の発展 
第４回：大英帝国・英連邦とオーストラリア① 
    〜英帝国の起源とその発展 
第 5 回：大英帝国・英連邦とオーストラリア② 
    〜英帝国から英連邦、コモンウェルスへ 
第６回：ゴールドラッシュと白豪主義政策 
第７回：多文化主義社会オーストラリア 
第８回：講義前半の総括と質疑応答 
第９回：20 世紀初頭の戦争とオーストラリア 
    〜「二つのナショナリズム」 
第 10 回：20 世紀初頭の戦争とオーストラリア 
     〜第一次世界大戦とアンザック精神 
第 11 回：20 世紀初頭の戦争とオーストラリア 
     〜第一次世界大戦とオーストラリア国内社会 
第 12 回：第二次世界大戦〜アジア国際関係と黄禍論 

第 13 回：２つの捕虜収容所〜アンボンとカウラ 

第 14 回：対日講和問題とオーストラリア 

第 15 回：総括と質疑応答 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：永野隆行ほか編著『オーストラリア入門』東京

大学出版会、2007 年。 
参考文献：講義第一回目に詳しい参考文献リストを配布 

不定期に実施する数回の小テストの実施（30％）と学期末

の定期試験（70％）による評価。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際関係史 b／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際関係史 b 

担当者 永野 隆行 

講義目的、講義概要 授業計画 

 日本にとって、オーストラリアとの関係は極めて重要で

ある。石炭・天然ガス・鉄鉱石など天然資源の供給地とし

て、民主主義・人権など政治的価値観を共有する国家とし

て、さらにはアジア太平洋における安全保障協力のパート

ナーとして、オーストラリアは日本にとって重要な国家で

ある。 
 それにも関わらず、観光地としてのイメージはあって

も、私たちのあいだでオーストラリアに対する全般的理解

は浅い。日豪両国が戦争をしたことすら知られていない。

本講義では、戦後のアジア太平洋においてオーストラリア

がどのような外交を展開してきたのかを概観し、受講者に

は 21 世紀の国際関係において日本が学ぶべきものは何か

を考えてもらいたい。 
 本講義では、第二次世界大戦後のオーストラリアの外

交・安全保障を中心に見ていく。オーストラリアは、第二

次世界大戦を契機に、イギリスからアメリカ合衆国へと自

らの安全保障の拠り所を変換させ、さらに日本を含めたア

ジアとの関係を深化させていった。こうした流れに沿いな

がら、オーストラリア外交の歴史を概観していく。 
 

第１回：イントロダクション 
    〜オーストラリア外交を見る眼 
第２回：チフリー労働党政権の外交 
    〜新たな国際関係構築の模索 
第３回：アンザス同盟の実現 
第４回：冷戦下のアジア① 
    〜中国の誕生、マラヤ暴動、朝鮮戦争 
     第一次インドシナ危機 
第５回：冷戦下のアジア② 
    〜イギリスのアジアの戦争「対決政策」 
第 6 回：冷戦下のアジア③ 
    〜アメリカのアジアの戦争「ベトナム戦争」 
第７回：ポストベトナムのオーストラリア外交 
第８回：講義前半の総括と質疑応答 
第９回：冷戦末期から冷戦後のオーストラリア外交 
    〜オーストラリアの「アジア化」 
第 10 回：ミドルパワー外交①その定義 

第 11 回：ミドルパワー外交②その実践 

第 12 回：アジア太平洋地域の経済統合 
第 13 回：日豪関係の歴史的展開①〜戦後から 70 年代 
第 14 回：日豪関係の歴史的展開②〜80 年代以降 
第 15 回：21 世紀オーストラリア外交の行方＆質疑応答 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：永野隆行ほか編著『オーストラリア入門』東京

大学出版会、2007 年。 
参考文献：講義第一回目に詳しい参考文献リストを配布 

不定期に実施する２回程度の小テストの実施（30％）と学

期末の定期試験（70％）による評価。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／アメリカ政治外交史 a／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／アメリカ政治外交史 a 

担当者 岡垣 知子 

講義目的、講義概要 授業計画 

冷戦終焉後、多極化の世界が予想された中、アメリカの国

力は 1990 年代を通してますます突出し、今日においても

軍事的、経済的に圧倒的な優位を保っている。この講義で

は、アメリカの政治システムを他国との比較において概観

すると同時に、建国から今日までのアメリカの歴史を展望

する。植民地時代から冷戦後に至るまで貫かれているアメ

リカ政治・外交の独特の理念は何か？時代の要請に応じて

変化してきたものは何か？時代を超えて不変のものは何

か？そして、それらは対外関係にどう影響しているか？ア

メリカの文化・社会的伝統に触れると同時に、国際関係史

の文脈にも注意を払い、広い歴史的視野から理解を深めて

いきたい。 

１． イントロダクション：アメリカとは何か 

２． アメリカの政治システム概観（１） 

３． アメリカの政治システム概観（２） 

４． アメリカの政治システム概観（３） 

５． 植民地時代～独立革命 

６． 憲法制定過程 

７． 国家の成長・発展 

８． 南北戦争 

９． 海洋国家へ 

１０． 第 1 次大戦 

１１． 世界恐慌とニューディール 

１２． 外交政策の理論 

１３． アメリカの経済外交 

１４． アメリカの軍事外交 

１５． まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：未定 レポート・小テスト：２０％ 
授業への貢献度：３０％ 
学期末試験：５０％ 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／アメリカ政治外交史 b／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／アメリカ政治外交史 b 

担当者 岡垣 知子 

講義目的、講義概要 授業計画 

アメリカ政治外交史は、近・現代の世界史と重なり合う部

分が大きい。18 世紀の建国以来、アメリカがパワーを伸長

し大国として国際舞台に登場していく過程は、同時に国際

社会が世界的に拡大し、グローバリゼーションが深化して

いく過程でもある。この講義では、現代史を中心に、アメ

リカという卓越したパワーを持つ国の外交政策がいかな

る要因によって形成され、変化する国際環境にどう適応し

てきたかを考察することによって、その舞台となった国際

政治および世界史的背景についての知識と分析力も深め

ていきたい。アメリカ外交の源泉としては、大統領、議会、

官僚組織、世論に焦点を当てて検討する。 

１． イントロダクション：戦後の国際社会とアメリカ 

２． 第 2 次大戦とその後の国際秩序構築 

３． 冷戦の激化と安定化 

４． アメリカの覇権の揺らぎ 

５． 冷戦の終焉 

６． 湾岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争 

７． 今日の国際社会とアメリカ 

８． アメリカ外交の源泉（１）国際環境 

９． アメリカ外交の源泉（２）大統領 

１０． アメリカ外交の源泉（３）官僚組織 

１１． アメリカ外交の源泉（４）議会 

１２． アメリカ外交の源泉（５）世論 

１３． アメリカの対外関係：EU 

１４． アメリカの対外関係：アジア 

１５． まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：未定 レポート・小テスト：２０％ 
授業への貢献度：３０％ 
学期末試験：５０％ 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際政治特講（19 世紀ヨーロッパ国際政治構造論）／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際政治特講（19 世紀ヨーロッパ国際政治構造論） 担当者 杉田 孝夫 

講義目的、講義概要 授業計画 

 30年戦争後のいわゆるウェストファリア体制とよばれる

ヨーロッパ国際公法秩序は、はじめからでき上がったもの

ではない。行きつ戻りつしながら慣行や条約を積み重ねな

がら徐々に形成されてきたというのがその真相である。 
ウェストファリア体制からウィーン体制、ベルサイユ体制

にいたるまでの国際秩序形成はヨーロッパにおける一連

の秩序形成運動としてとらえることができる。現在のEU
体制にいたるまでその秩序形成運動は戦争を平和を繰り

返しながらも続いてきたともいえよう。 
 この400年間、スウェーデン、デンマーク、スペイン、オ

ランダ、ドイツ、フランス、イギリス、オーストリア、ロ

シアの主要国の利害が交差し、その相互作用の中で、ヨー

ロッパの政治秩序が展開してきた。ヨーロッパの中央に位

置するドイツは、17世から20世紀に至るまでヨーロッパ国

際政治の構図とその変遷を理解する上で鍵となる位置に

ある。ドイツ問題はヨーロッパ問題にほかならない。 
 春学期は、18世紀から１９世紀にいたるまでのヨーロッ

パ国際政治の枠組みの変遷を、ドイツにおける国民国家の

形成とナショナリズムの展開という観点から講義する。 

1.  18 世紀ヨーロッパ国際政治の構造 

2.  英仏第 2 次百年戦争という構図 

3.  旧体制とフランス革命 

4.  フランス革命は何を変えたのか 

5.  ナポレオンの登場と退場の意味 

6.  ウィーン体制の意味 

7.  三月前期とはどのような時代だったのか 

8.  三月革命は挫折だったのか 

9.  1860 年代のドイツとヨーロッパ政治 

10. ドイツ帝国の成立とベルリン体制 

11. ビスマルク時代のドイツ帝国 

12. ヴィルヘルム二世時代のドイツ帝国 

13. ナショナリズムと帝国主義 

14. 第一次世界大戦前の国際環境 

15. ナショナリズムと植民地支配 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：石田勇治編著『図説ドイツの歴史』河出書房新社,2007
年 
参考文献：オットー・ダン『ドイツ国民とナショナリズム』名古

屋大学出版会,1999 年 

学期末試験による 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際政治特講（20 世紀ヨーロッパ国際政治構造論）／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際政治特講（20 世紀ヨーロッパ国際政治構造論） 担当者 杉田 孝夫 

講義目的、講義概要 授業計画 

 第二次世界大戦後、ドイツは四カ国の占領下におかれ、

冷戦の中で、東西に分断された国家となった。戦後ドイツ

は、ナチズム支配とそれが生み出した第二次世界大戦にお

ける戦争犯罪に対する戦争責任をどのように遂行してき

たのか。戦後の西ヨーロッパと東ヨーロッパはそれをどの

ように受け止めて来たのか。1989 年のベルリンの壁の崩壊

とそれにつづく再統一は、なるべくしてなったことなの

か、あるいはいくつものの選択肢の一つだったのか。東欧

民主化革命や EU への道とドイツ問題はどのように関わる

のか。 

 秋学期は、これらの問題を、念頭に置きつつ、春学期に

学んだ１９世紀までの秩序変遷を前提にして、２０世紀ヨ

ーロッパ国際政治の枠組みとその変遷を、第一次世界大戦

後のヴェルサイユ体制、ナチズムと第二次世界大戦、ヤル

タ体制と冷戦、二つのドイツ、冷戦の終結、ドイツ統一、

EU の成立にいたるまで、ナショナリズムの克服とヨーロ

ッパ統合の過程という文脈で講義する。 

1． 第一世界大戦とその意味 

2． 国際連盟構想と民族自決 

3． ベルサイユ体制とは何だったのか 

4． 戦間期のドイツ政治とヨーロッパ政治 

5． 世界恐慌の政治的意味 

6． ナチズムは何をもたらし，何を残したか 

7． ヤルタ体制と戦後体制 

8． 戦後ドイツの歴史的負荷 

9． 冷戦構造 

10． 二つのドイツ 

11． ヨーロッパ共同体と独仏関係 

12． ドイツ統一の意味 

13． 冷戦の終了と EU の誕生 

13.  EU と NATO 

14． EU と加盟国 

15.  総括：ヨーロッパ国際政治の過去と現在 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：石田勇治編著『図説ドイツの歴史』河出書房新社,2007
年.  
参考文献：オットー・ダン（末川・姫岡・髙橋訳）『ドイツ国民と

ナショナリズム』名古屋大学出版会,1999 年 

学期末試験による 
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13～15 律・国・総 
08～12 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／日本経済論 a／日本経済論 a 
＊＊＊＊＊／日本経済論 a／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／日本経済論 a 

担当者 須藤 時仁 

講義目的、講義概要 授業計画 

本講義は、基礎的な経済理論をベースに日本経済の仕組

みや日本経済が抱えている問題点を明らかにするもので

ある。講義を通じて、現実の日本経済がどうなっているの

か、また実際の経済現象が理論的にどのように説明される

のかについて理解してもらいたい。なお、新聞やニュース

で取り上げられている経済問題も紹介しながら講義を行

う予定である。 

特に受講の条件というわけではないが、受講生はマクロ

経済学とミクロ経済学の基礎的な知識を学習しているこ

とが望ましい。また、できるかぎり新聞や雑誌に目を通し

て、現実の経済の動きを理解するよう努めてもらいたい。

1． イントロダクション 

2． 国民経済計算とは 

3． 三面等価の原則 

4． 日本の経済成長 

5． 産業構造の変遷 

6． 日本の景気循環 

7． 個人消費の特徴 

8． 消費の決定要因 

9． 消費と資産価格 

10．貯蓄率の動向 

11．設備投資の特徴 

12．設備投資の決定要因：資本ストックと金利 

13．設備投資の決定要因：企業経営者の経済見通し 

14．資金調達と設備投資 

15．講義のまとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは特に指定しない。講義ではレジメを配り、それ

に基づいて進める。 

定期試験により評価する。 

 
13～15 律・国・総 
08～12 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／日本経済論 b／日本経済論 b 
＊＊＊＊＊／日本経済論 b／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／日本経済論 b 

担当者 須藤 時仁 

講義目的、講義概要 授業計画 

本講義は、基礎的な経済理論をもとに日本経済の仕組み

や日本経済が抱えている問題点を明らかにすることを主

眼としており、日本経済論 a の続編である。この講義では、

民間経済主体の行動についての理解を前提として、政府の

行動が経済に及ぼす影響、金融市場と実体経済との関係、

世界経済と日本経済との相互の関係について理解しても

らいたい。なお、本講義でも新聞やニュースで取り上げら

れている経済問題も紹介しながら講義を行う予定である。

特に受講の条件というわけではないが、日本経済論 a の

場合と同様に、受講生はマクロ経済学とミクロ経済学の基

礎的な知識を学習していることが望ましい。また、できる

かぎり新聞や雑誌に目を通して、現実の経済の動きを理解

するよう努めてもらいたい。 

1． イントロダクション 

2． 日本の雇用状況 

3． 雇用の非正規化 

4． 日本の物価動向 

5． 日本の物価はなぜ上昇し難いのか 

6． 財政とは 

7． 財政と国債 

8． 日本財政の問題点と展望 

9． 金融とは 

10．日本の資金循環 

11．日本の金融システム 

12．国際収支の特徴 

13．外国為替レートの推移 

14．経常収支の決定要因 

15．講義のまとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは特に指定しない。講義ではレジメを配り、それ

に基づいて進める。 

定期試験により評価する。 

 



123 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際経済論 a／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際経済論 a 

担当者 益山 光央 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

国際経済を理解するのに最低限必要と思われる基本的な

考えを講義します。その中心は貿易理論、国際貿易の一般

均衡、貿易政策となります。講義で扱う内容は、よりすす

んだ諸理論を学ぶのに必須の基礎的事項なので厳密な展

開を心がけたいと思います。受講生には予習と復習を求め

ます。私語厳禁。 

 

 

 

 

 

１ 国際貿易概観 

２ リカード的比較優位説 

３ リカード的比較優位説 

４ ヘクシャー・オリーン定理 

５ ヘクシャー・オリーン定理 

６ 国際貿易の一般均衡 

７ 国際貿易の一般均衡 

８ 経済成長と貿易 

９ 国際資本移動と移民 

 １０ 国際資本移動と移民 

１１ 関税・輸入数量制限 

１２ 関税・輸入数量制限 

１３ 輸入補助金と輸出自主規制 

 １４ 輸入補助金と輸出自主規制 

 １５ 質問とまとめ 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

 
大山道広・伊藤元重『国際貿易』 岩波書店 

 

 
試験のみで評価 

 

 

08～15 律・国・総 

03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際経済論 b／＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊／国際経済論 b 
担当者 益山 光央 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

春学期に扱った貿易理論とともに国際経済学の大きな柱

である国際収支調整メカニズムに関連する事柄を学びま

す。国際収支の赤字、黒字からはじまり、だんだんと高度

な内容へと移行します。すべて基本的な内容なので、きち

んと理解する必要があります。 

春学期の国際経済論ａを履修しているほうがより理解が

深まります。私語厳禁。 

 

 

 

 

  １ 国際収支と国民所得勘定 

  ２ 国際収支と国民所得勘定 

  ３ 外国為替市場 

  ４ 外国為替市場 

  ５ 外国為替市場 

  ６ 固定相場制下の所得決定 

  ７ 固定相場制下の所得決定 

  ８ 変動相場制下の所得決定 

  ９ 変動相場制下の所得決定 

 １０ 国際収支と財政・金融政策 

 １１ 国際収支と財政・金融政策 

１２ 国際資本移動と財政・金融政策 

１３ 国際資本移動と財政・金融政策 

１４ 質問とまとめ 

１５ 質問とまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

未定 試験のみで評価 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際金融論 a／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際金融論 a 

担当者 徳永 潤二 

講義目的、講義概要 授業計画 

 「100年に1度」と言われる現在の世界的な経済危機は，

「100年に1度」のパラダイム・シフトを感じさせる事態を

生じてさせています。それは、ドル基軸通貨体制への揺さ

ぶりが公然となされ，世界経済が「ドル一極支配後」の国

際金融システムを模索し始めたことだと言えるでしょう。

今こそ、国際金融の知識を学び、世界経済の将来を考える

という姿勢と能力が求められているのです。 
 本講義では，外国為替及び国際金融の基礎理論について

学びます。それによって、国際金融をめぐる現実の様々な

動きを理解できるようになりましょう。なお、国際金融情

勢において激動が生じた場合は、随時、現実の問題を取り

上げます。 
 講義ではパワーポイントを用いますので、私の説明も含

めて講義ワークノートをしっかりととって下さい。大規模

教室での授業となりますが、授業中の私語や携帯電話の利

用は厳禁です。授業に集中して下さい。 
 なお、本講義はマクロ経済学の基礎知識が必要です。特

に経済学部以外の受講生はこの点に留意し、履修して下さ

い。 

1．イントロダクション 

2．外国為替取引と国際決済 

3．国際収支 

4．債権国と債務国 

5．IS バランスと経常収支 

6．国際資本移動 

7．国際収支決定の理論（１）―短期理論― 

8．国際収支決定の理論（２）―中長期理論― 

9．外国為替市場と外国為替相場 

10．外国為替相場決定の理論（１）―長期理論― 

11．外国為替相場決定の理論（２）―超短期理論― 

12．開放経済下の金融・財政政策（１） 

13．開放経済下の金融・財政政策（２） 

14．国際金融市場（１） 

15．国際金融市場（２） 

テキスト、参考文献 評価方法 

 講義用ワークノートを毎回配布するため、特定のテキス

トは使用しません。参考文献は適宜紹介します。 

学期末テストの結果で評価します。授業中に課すリアク

ションぺーパーの内容を成績に加味する場合もあります。

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／国際金融論 b／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／国際金融論 b 

担当者 徳永 潤二 

講義目的、講義概要 授業計画 

 春季の国際金融論 a に続いて、国際金融の知識について

学び，世界経済の将来を考えるという姿勢と能力を付けて

いくことを目的とします。なお、国際金融情勢において激

動が生じた場合は、随時、現実の問題を取り上げます。 

 講義ではパワーポイントを用いますので、私の説明も含

めて講義ワークノートをしっかりととって下さい。大規模

教室での授業となりますが、授業中の私語や携帯電話の利

用は厳禁です。授業に集中して下さい。 

 なお、春季の国際金融論 a と同様、本講義はマクロ経済

学の基礎知識が必要です。特に経済学部以外の受講生はこ

の点に留意し、履修して下さい。 

1．国際通貨 

2．ポンド体制 

3．再建国際金本位制 

4．ブレトン・ウッズ体制 

5．ニクソン・ショックと変動相場制への移行 

6．ユーロ市場の発展  

7．日本の不動産バブル（1980 年代） 

8．東アジアの通貨危機（1990 年代） 

9．アメリカの住宅バブル（2000 年代） 

10．シャドウ・バンキング・システムの発展 

11．世界金融危機の発生 

12．欧州通貨統合の歴史  

13．ユーロ危機 

14．東アジアにおける通貨金融協力の進展 

15．国際金融システムの将来 

テキスト、参考文献 評価方法 

講義用ワークノートを毎回配布するため、特定のテキス

トは使用しません。参考文献は適宜紹介します。 

学期末テストの結果で評価します。授業中に課すリアク

ションぺーパーの内容を成績に加味する場合もあります。
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／多国籍企業論 a／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／多国籍企業論 a 

担当者 小林 哲也 

講義目的、講義概要 授業計画 

 
グローバリゼーションの原動力の一つは、国境を越えて活

動する多国籍企業である。現代企業は、財の生産や販売だ

けでなく、情報や金融の世界でも、グローバル化を進めて

いる。生産・流通・広告・金融など諸分野での新しい技術

やビジネスモデルの登場により、新しい形で国際分業が再

編成されていると言える。IoT やロボットの登場などによ

り、技術と人間との関係も、新たな段階を迎えているとい

ってよい。現代では、グローバリゼーションの文明史的な

再考が必要となってきているのではないか。 
 
本講義では、企業の国際化に伴う諸問題を包括的に議論

し、グローバリゼーションを理解するための理論的枠組み

を提供することを目的とする。 
 
 
前期で主として理論・歴史を取り扱い、後期でケーススタ

ディを行うので、通年受講が望ましい。 

 

１． グローバリゼーション---「フラット化する世界」 

２． 現代経済における多国籍企業 

３． 巨大企業と「豊かな社会」 

４． コーポレートガバナンス 

５． フォードシステム 

６． 日本的生産システム 

７． 情報技術革命と企業組織 

８． 企業組織とビジネスのアーキテクチュア 

９． イノベーションと競争優位 

１０． ハイテク産業と経営戦略 

１１． 国際的な産業の再編成 

１２． 暴走する資本主義 

１３． 温暖化・フラット化・過密化 

１４． グローバリゼーションと日本企業 

１５． まとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

ジェフリー･ジョーンズ『国際経営講義』有斐閣 
J.K.ガルブレイス『ゆたかな社会』岩波書店 
K..ポメランツ他『グローバル経済の誕生』筑摩など 
適宜講義中に紹介する。 

主として、定期試験による 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／多国籍企業論 b／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／多国籍企業論 b 

担当者 小林 哲也 

講義目的、講義概要 授業計画 

 
秋学期は、多国籍企業の活動にかかわるケーススタディを

中心として、グローバリゼーションの現状を分析する。 
 
特に新興国の台頭とともに、国際的な産業の再編成が進行

中であること、その主要産業の変遷が 10 年単位から数年

単位のスピードになっていること、またビジネスモデルに

関しても、重厚長大で垂直統合的なものが変化を迫られて

いるなど、現代の世界経済が大きな転換期に直面している

ことを、講義では議論していく。 
 
日本企業の動向に関しては、「技術は優れているのにシェ

アを失っている」という議論が、まま見られる。このよう

な「技術」に対する理解が、イノベーションの議論にとっ

ては大問題であることも、解説してゆく。 

 

１． 日本企業の国際化 

２． 日本企業の海外進出 戦後復興から 90 年代 

３． 日本企業の海外進出 「摩擦」の政治経済学 

４． 日本企業の海外進出 アメリカ 

５． 日本企業の海外進出 ヨーロッパ 

６． 日本企業の海外進出 アジアへの進出と撤退１ 

７． 日本企業の海外進出 アジアへの進出と撤退２ 

８． 「世界の工場」中国  

９． IT 革命と世界的な産業の再編成 

１０． ハイテク産業の動向 その１ 

１１． ハイテク産業の動向 その２ 

１２． 主要産業の未来 自動車産業の再編 

１３． 新しいビジネスモデルの登場 

１４． 日本企業の課題 

１５． まとめ 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
川島博之『データで読み解く中国経済』東洋経済新報社 
湯之上隆『日本型モノづくりの敗北』文春新書など 
適宜講義中に紹介する。 

主として、定期試験による 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／西洋政治史 a／西洋政治史 a 
＊＊＊＊＊／西洋政治史 a 

担当者 作内 由子 

講義目的、講義概要 授業計画 

現在、私たちが当然と考えている、国民国家、議会制、

民主主義、といった理念や制度は、ここ200年ほどの時期

にヨーロッパ（およびアメリカ）で発展してきた。これら

の理念や制度がいかなる歴史的展開の上に成り立ってい

るのかを理解するのが本講義の目的である。 

 西洋政治史aでは、フランス革命から第二次世界大戦ま

で(1789-1945)の発展について扱う。現代の政治が共通の前

提としている制度および各国ごとの政治制度の違いの起

源を明らかにすることを通じて、現在の政治制度の歴史的

展開を知ると同時に現代の政治制度そのものを相対化す

る視座が得られるであろう。 

  

１．はじめに 

２．フランス革命―理念と現実① 人民主権と平等 

３．フランス革命―理念と現実② 教会と国家 

４．フランス革命―理念と現実③ 国民国家の形成 

５．支配の広がり① 立憲主義・議会制 

６．支配の広がり② 産業革命 

７．支配の広がり③ 帝国主義 

８．三つのデモクラシー① 自由民主主義 

９．三つのデモクラシー② 社会民主主義 

１０．三つのデモクラシー③ キリスト教民主主義 

１１．第一次世界大戦 

１２．議院内閣制の矛盾と危機① 議会多数派形成の困難

１３．議院内閣制の矛盾と危機② 大恐慌 

１４．議院内閣制の矛盾と危機③ さまざまな体制改革案

１５．まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

参考文献として：平島健司・飯田芳弘『改訂新版ヨーロッ

パ政治史』放送大学教育振興会、2010 年 
その他は授業中に適宜紹介する。 

期末試験（８０％） 
平常点として不定期のリアクションペーパー（２０％） 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／西洋政治史ｂ／西洋政治史ｂ 
＊＊＊＊＊／西洋政治史ｂ 

担当者 作内 由子 

講義目的、講義概要 授業計画 

本講義では第二次世界大戦後のヨーロッパ政治を扱う。

主な内容は国際関係と経済政策である。 

現在の先進国が抱える問題はしばしばグローバル化が

一つの要因となっている。ヒト・モノ・カネの自由移動は、

国内の経済政策や国民統合に関する政府の選択肢を縛る

結果となった。とりわけヨーロッパ諸国は戦後、欧州統合

という形で漸進的に主権を超国家機関に委譲してきた。な

ぜヨーロッパでは統合がなされたのか。そしてその結果ど

のような問題が生じ、いかにして対応していったのか。以

上が本講義の概要である。 

１．はじめに 

２．欧州統合① カトリック勢力の国際的な連携 

３．欧州統合② 経済・安全保障秩序の回復・刷新 

４．社会経済政策① イギリス 

５．社会経済政策② ドイツ 

６．社会経済政策③ フランス 

７．植民地の独立 

８．デタント 

９．高度成長の終わり 新自由主義から第三の道へ 

１０．冷戦の終わり 

１１．欧州統合③ 参加国の拡大 

１２．欧州統合④ 統合の深化 

１３．欧州統合⑤ 経済危機 

１４．移民とヨーロッパ 

１５．おわりに 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

参考文献として：平島健司・飯田芳弘『改訂新版ヨーロッ

パ政治史』放送大学教育振興会、2010 年 
その他は授業中に適宜紹介する。 

期末試験（８０％） 
平常点として不定期のリアクションペーパー（２０％） 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／人権の歴史／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 成嶋 隆 

講義目的、講義概要 授業計画 

【講義目的】 

 「人は生れながらにして不可侵・不可譲の権利を有する」

という観念がどのようにして生成し、どのような歴史的展

開を遂げてきたのかを理解させることを目的とする。 

【講義概要】 

 最初に（基本的）人権の観念について説明したのち、人

権の歴史的展開過程を（日本を含む）主要な国の憲法史と

リンクさせつつ解説する。後半では、「子ども」「女性」「労

働者」など、主体別にその人権の歴史を素描する。 

【その他、履修上の注意】 

 憲法科目を履修していることが望ましい。 

 六法（小型のもので可）は毎回の講義に必ず持参するこ

と。 

 各回の講義テーマは次のとおりである。 

 1 人権の観念 

 2 イギリス憲法史と人権 

 3～4 アメリカ憲法史と人権(1)(2) 

 5～6 フランス憲法史と人権(1)(2) 

 7 ドイツ憲法史と人権 

 8 人権の「社会化」 

 9 人権の国際的保障の歴史 

 10 日本憲法史と人権①―大日本帝国憲法 

 11 日本憲法史と人権②―日本国憲法制定過程 

 12 日本憲法史と人権③―日本国憲法 

 13 子どもの人権の歴史 

 14 女性の人権の歴史 

 15 労働者の人権の歴史 
  

テキスト、参考文献 評価方法 

【テキスト】 指定しない。講義は、別に用意する講義レ

ジュメおよび講義資料により行う。 
【参考文献】 随時紹介する。 

2 回の小テストおよび学期末に実施する筆記試験により総

合的に評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／地域政治史／地域政治論 a 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 雨宮 昭一 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

 受講生が地域に存在する問題を戦略的に解決する、すな

わち、長期的全体的な視野で問題を解決するためには、地

域の需要を観測して課題と政策に変換することが必要で

ある。 

 そのための基礎的な知見を得るために、長期的＝歴史

的、全体的＝構造的に地域の動向を講義する。それを一つ

の参考として受講生自らの調査による各地域の実態を持

ち寄り、地域の現在と未来に関する新しい知見を一緒につ

くっていきたい。 

 

１、講義の概要 

  ２、戦時 

  ３、占領 

  ４、戦後・脱戦後 

  ５、町内会の戦時、戦後、 

  ６、農村地帯の戦時、戦後  

  ７、地方都市の戦時、戦後 

  ８、東京の戦時、戦後 

  ９、県の戦時、戦後 

  １０、水俣市の戦後、脱戦後 

  １１、地域の主体―日本人・男性・正社員・健常者と

     女性・外国人・非正規社員・障害者 

  １２、ベッドタウンの形成 

  １３、ベッドタウンのゆらぎ 

  １４、ベッドタウンの崩壊 

  １５、講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

雨宮昭一『戦後の越え方』日本経済評論社（テキスト）、

参考文献として同『占領と改革』岩波書店、同『総力戦体

制と地域自治』（岩波書店） 

平常のテストと期末試験（両方） 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／地域政治論 b 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 雨宮 昭一 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

 受講生が地域に存在する問題を戦略的に解決する、すな

わち、長期的全体的な視野で問題を解決するためには、地

域の需要を観測して課題と政策に変換することが必要で

ある。 

 そのための基礎的な知見を得るために、長期的＝歴史

的、全体的＝構造的に地域の動向を講議する。この講義で

は前半では有権者と政治や社会の変化をのべる。それをひ

とつの参考として受講生自らの調査による各地域の実態

を持ち寄り、地域の現在と未来に関する新しい知見を一緒

に作っていきたい。 

 

１、講義の概要 

  ２、戦後の越え方と地域 

  ３、占領・戦後の語り方 

  ４、非軍事化と民主化 

  ５、日本国憲法と沖縄 

  ６、地域間比較―山梨と茨城の政治と社会 

  ７、ポスト五十五年体制と地方政治 

  ８、2004 年徳島市 

  ９、2004 年徳島県 

  １０、2005 年東京都 

  １１、2007 年東京都 

  １２、2007 年東京都 

  １３、2011 年フクシマと戊辰戦後と脱戦後体制 

  １４、各地域からの報告と討論 

  １５、講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

雨宮昭一『占領と改革』岩波新書（テキスト）、参考文献とし

て同『戦後の越え方』日本経済評論社、同『総力戦体制と地域

自治』青木書店。他にテキストとして使う論文は、その都度配

布する。 

平常のテストと期末試験（両方） 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／アジア政治論 a／アジア政治外交史 a 
＊＊＊＊＊／アジア政治論 a 

担当者 松岡 格 

講義目的、講義概要 授業計画 

中国の現状について理解するために、広州・上海・北京

などの主要都市および、東北・内陸・国境地帯の各省につ

いて、その地域的特徴（主要な住民の構成、主要産業、地

域の歴史など）を解説し、履修者には各地の現状・各地方

の生活者に対する理解を深めてもらう。 

 ある意味で、これまで身につけてきた中国に関する知識

を別の角度から総括することになるであろう。 

 本授業は講義形式で行うが、履修生には授業への積極的

な参加を求める。また、授業中に小課題の提出を課す。こ

の小課題は全て提出していない学生は、成績評価の対象と

しない。 

授業の進め方については初回の授業で説明するので、ガ

イダンスには必ず参加すること。 

１ ガイダンス―「中華料理」は存在するか 

２ 広州・深圳と対外貿易 

３ 上海と工業・金融 

４ 重工業と東北三省 

５ 山東省とドイツ 

６ 出稼ぎ供給地としての華中地域 

７ 革命故地、延安・井岡山・遵義等 

８ 首都、北京 

９ 古都、西安・杭州・南京 

１０ 四川省とパンダ・遺跡・少数民族 

１１ 雲南と少数民族 

１２ 内モンゴルと草原・モンゴル族 

１３ 新疆ウィグル自治区と中央アジア 

１４ チベット・チベット族と高原地帯 

１５ まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

参考文献については授業中に示す。 平常点（授業への参加度等）［40%］、小課題［60%］を評

価対象とする。課題の全提出を成績評価の必須条件とす

る。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／アジア政治論 b／アジア政治外交史 b 
＊＊＊＊＊／アジア政治論 b 

担当者 松岡 格 

講義目的、講義概要 授業計画 

 現代中国語世界の多様性を理解するための一つの方法

として、本授業では民族・エスニシティを主なトピックと

してアプローチを試みる。 

 広大な面積を擁する中国国内には、多くの民族が暮らし

ている。本授業では、他の国の多文化共存のあり方と比較

しつつ、多民族国家・中国の実態について検討する。 

本授業は講義形式で行うが、履修生には授業への積極的

な参加を求める。また、授業中に小課題の提出を課す。こ

の小課題は全て提出していない学生は、成績評価の対象と

しない。 

授業の進め方については初回の授業で説明するので、ガ

イダンスには必ず参加すること。 

 

１ ガイダンス 

２ トン族１ 

３ トン族２ 

４ ミャオ族 

５ ジンポー族 

６ タイ族 1 

７ タイ族 2 

８ 中国の宗教と民族 

９ 回族 

１０ 彝族 

１１ 客家 

１２ 多文化主義：アメリカ、カナダ 

１３ 多文化主義の課題１ 

１４ 多文化主義の課題２ 

１５ まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは使用しない。参考文献については授業中に示

す。 
平常点（授業への参加度等）［40%］、小課題［60%］を評

価対象とする。課題の全提出を成績評価の必須条件とす

る。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／地域研究特講（ラテンアメリカ政治経済論）／＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊／地域研究特講（ラテンアメリカ政治経済論） 
担当者 今井 圭子 

講義目的、講義概要 授業計画 

１．ラテンアメリカの政治経済構造の特質を、アジア、ア

フリカと比較しながら理解し、ラテンアメリカ地域の自

然･住民･宗教･文化について概観する。 
２．ラテンアメリカ地域の政治経済について歴史的変遷過

程を辿り、植民地期以前の先住民社会、植民地期の政策に

関してその基本構造を把握する。そして独立後の国家建設

および開発の思想と政策を学び、政治経済構造の変容につ

いて理解する。 
３．こうした考察を踏まえてラテンアメリカ政治経済の現

状を分析し、グローバル化が進む中でラテンアメリカ諸国

が直面している主要な政策課題を明らかにする。そしてこ

れらの政策課題に対する各国政府や国際機関の取り組み

について紹介する。 
４．ラテンアメリカにおける開発の思想、理論、政策につ

いて紹介し、コスタリカ・モデル（非武装・中立・教育・

福祉・環境重視）を中心に、持続可能な開発のあり方につ

いて考える。 
５．日本とラテンアメリカの関係を移民、外交、貿易、投

資、経済協力について考察し、グローバル化時代の両者の

協力関係のあり方について考える。授業は主として講義形

式で進めるが、テーマに応じて受講生によるディスカッシ

ョンをとりいれる。 

1. 序論  ラテンアメリカ概観―ラテンアメリカとアジ
ア、アフリカの比較 

2. 第 1 章 ラテンアメリカ政治経済の歴史的変遷 
第 1 節 ラテンアメリカ政治経済史の時期区分 

3. 第2節 植民地期以前の先コロンブス期（－15世紀末）
コロンブス一行到来以前の先住民社会の概観

4. 第 3 節 植民地期（15 世紀末－19 世紀初め） 
5. 第 4 節 独立期（19 世紀初め－19 世紀半ば） 
6. 第 5 節 第一次産品輸出経済確立期（19 世紀半ば－

1929 年恐慌） 
7. 第 6 節 工業化から地域統合に至る時期（1929 年恐慌

－1980 年代） 
8. 第 6 節 同上 
9. 第 7 節 グローバル化と新自由主義経済(1990 年代－

現在) 
10. 第 2 章 ラテンアメリカ政治経済の現状と課題  

第 1 節 ネオリベラリズムと経済自由化 
第 2 節 マクロ経済の現状と諸問題     

11. 第 3 節 産業構造・一次産品輸出経済 
12. 第 4 節 雇用・貧困・格差問題と教育・労働・社会政策 
13. 第 5 節  開発と環境問題・環境政策 
14. 第 3 章 ラテンアメリカの開発思想・理論・政策   
15. 第 4 章 日本とラテンアメリカの関係―持続可能な発

展をめざして 
15.  まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

（参考書）今井圭子編著 『ラテンアメリカ 開発の思想』 
日本経済評論社、2004 年、宇佐見耕一他共著『図説 ラテンアメ

リカ経済』日本評論社、2009 年、西島章次・小池洋一編著『現代

ラテンアメリカ経済論』ミネルヴァ書房、2011 年。 

授業中にリアクション・ペーパー、学期末にレポート提出。

リアクション・ペーパー(20%)、授業参加状況(20%)、レポ

ート(60%)で評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／地域研究特講（中・東欧とロシア１）／＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊／地域研究特講（中・東欧とロシア１） 
担当者 志摩 園子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

現代世界のさまざまな問題をロシアとドイツの狭間に

ある地域を場として考察することを目的とする。そこに

は、多様な人々が暮らし、彼らが社会や文化を営んできて

いる。そこに暮らす人々が発信する問題を通して、世界を

考えるきっかけとして欲しい。 

ここで対象とする地域には、20世紀初頭から多数の国家

があり、他方で、20世紀末の冷戦の終焉後、EU（欧州同

盟）が東方拡大する中で、EUの加盟国となっている国々

もある。 

春学期においては、当該地域を歴史的に考察すること

で、そこにある同質性と異質性を検討したい。また、地域

を貫通する共通の特徴を、特に、社会的、文化的に理解で

きるようにしたい。また、そこにあった帝国が、現在にど

のような影響を与えているかも併せて考えたい。 

 

 

 

1．中・東欧とは 

2．ドイツとロシアの関係の中で 

3．地理的状況と地域の特徴 

4．言語と民族 

5．中欧の広がりと背景 

6．中欧の文化と社会 

7．南東欧の広がりと背景 

8．南東欧の文化と社会 

9．中・東欧地域のユダヤ人 

10．ユダヤ人の歴史と文化 

11．第 2 次世界大戦とユダヤ人 

12．ユダヤ人と杉原千畝 

13．中・東欧地域のロマ 

14．ロマの文化と社会 

15．帝国（ロシア、ハプスブルク、オスマン・トルコ、ド

イツ）の意味 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
資料は適宜授業時に配布、また、参考文献、参考資料も適

宜紹介する。 

授業時の小レポート（リアクションペーパーも含む）が、

40％、授業時のアクティヴな参加度 10％、最終課題レポー

ト 50％とする。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／地域研究特講（中・東欧とロシア２）／＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊／地域研究特講（中・東欧とロシア２） 
担当者 志摩 園子 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

現代世界のさまざまな問題をロシアとドイツの狭間に

ある地域を場として考察することを目的とする。そこに

は、多様な人々が暮らし、彼らが社会や文化を営んできて

いる。そこに暮らす人々が発信する問題を通して、世界を

考えるきっかけとして欲しい。 

ここで対象とする地域には、20世紀初頭から多数の国家

があり、他方で、20世紀末の冷戦の終焉後、EU（欧州同

盟）が東方拡大する中で、EUの加盟国となっている国々

もある。 

 秋学期においては、国家の領域を超えたその上位、下

位にある当該地域に多数展開されている地域協力に目を

向けて、そこで生活を営む人びとの社会や文化を検討す

る。また、上位にあるEUとの問題、EUとその域外との関

係も考察する。 

 春学期の授業を履修していることが望ましい。 

 

1．東欧とは 

2．帝国から国民国家へ 

3．ナショナリズムの時代 

4、ナショナリズムと国民国家 

5. 第一世界大戦と中・東欧地域 

6．戦間期の中・東欧地域 

7．第二次世界大戦と中・東欧地域 

8．第二次世界大戦後の中・東欧―東西の対立の中で 

9．民主化運動と冷戦の終焉 

10．EU の東方拡大 

11．「統合」と「深化」の中で 

12．地域協力の成立 

13．地域協力の展開 

14．地域協力と文化的、社会的背景 

15．現代的問題と地域協力 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
資料は適宜授業時に配布、また、参考文献、参考資料も適

宜紹介する。 

授業時の小レポート（リアクションペーパーも含む）が、

40％、授業時のアクティヴな参加度 10％、最終課題レポー

ト 50％とする。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／まちづくり特論 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 荏原 美恵 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

この講義では、地方自治体の「まちづくり」について、

公共事業などのハード面から、対人サービスに関するソフ

ト面の政策まで幅広く捉えていきます。そして、受講者自

身が当事者意識をもって、これらの取組について考察して

いくことを目的とします。 

具体的には、「まちづくり」の現状と課題、その解決策

について自ら考え、提案する力を養うとともに、グループ

ワーク等を通じて多様な意見を認識し、合意形成をしてい

く過程も体感します。また、講義の中では、「まちづくり」

に携わっている専門家をゲストスピーカーにお呼びし、事

例研究を実施する予定です。 

講義の後半では、住民にフォーカスをあて、住民と行政

との関係の変化、新しい公共空間の理念と実際、今後のあ

り方について触れます。 

 

 

 

1. 講義の概要 

2. 都市とまちづくり① 

3. 都市とまちづくり② 

4. 都市とまちづくり③（事例研究） 

5. まちづくりと公共事業① 

6. まちづくりと公共事業② 

7. 自治体の危機管理 

8. 産業政策と「まち」の発展 

9. 地域振興について考える① 

10. 地域振興について考える② 

11. 福祉のまちづくり 

12. 多文化共生のまちづくり 

13. 住民と自治体 

14. まちづくりの「今」「これから」 

15. 講義のまとめ 

※一部内容を変更する場合もあります。 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト、参考文献については講義中に紹介します。 平常点 60％（毎回出席カード提出が前提）及びレポート

（40％）によって評価します。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／政策過程論 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 羽貝 正美 

講義目的、講義概要 授業計画 

（講義目的） 
少子高齢化や国際化など社会的・経済的環境の大きな変

容の中で、広く「政策」のあり方が問われている。本講義
は、現在進行形の地方分権改革の中で大きな過渡期にある
わが国の地方自治体、とくに基礎自治体（市町村）に焦点
を合わせ、「ローカル・ガバナンス」を手がかりにその存
在意義と社会的機能ならびに今後のあり方を考える。 

そのことを通して、「政策」および「政策過程」につい
て、これらを考える基本的な視点の獲得を目的とする。併
せて、地域や住民、また自分自身と政治・行政との関係、
そのアウトプットとしての自治体政策との関係を理解す
るために必要視点の獲得を目的とする。 
 
（講義概要） 
はじめに政策を考えるために不可欠な、政治ならびに行

政について、端的に言えば政府活動とは何かについて、そ
の捉え方を整理する。次いで、日本の地方自治の歴史的な
発展過程を概観した上で、今日なおひきずっている諸課題
を整理し、さらに現在進行中の地方分権改革の背景や理
念、また成果を整理する。 
それらの理解にたって、政策、とくに自治体政策につい

て、具体的な分野・事例を手がかりに、何が課題か、また
今後の改善方策等について理解を深める。 

 
1． ガイダンス 
【基本的視点】 
2．自治の器としての自治体 
3．自治体政策論の論点 
【地方自治制度と自治】 
4．日本の地方自治 
5．戦後改革とその後 
6．地方分権改革の意義と課題 
7．市町村合併 
【自治体政策の枠組み】 
8．自治体総合計画と分野別行政計画 
9．自治基本条例・議会基本条例 
【自治体政策の新たな展開】  
10．コミュニティ政策 
11．超高齢社会と高齢者施策 
12．少子化と子育て支援 
13．まちづくり 
【ローカル・ガバナンスの再構築】 
14．行政評価と市民参加.  
15．全体のまとめ（期末試験）＊授業内試験 

テキスト、参考文献 評価方法 

羽貝正美編著『自治と参加・協働』（学芸出版社、2007）
山崎・宗野編『地域自治の最前線』（ナカニシヤ出版、2013）
中村・鳥越・早大公共政策研究所編『風景とローカル・ガバナ
ンス』（早大出版部、2014） 

授業参加度 20％、レポート 20％、期末試験 60％ 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／経済政策 a 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 童 適平 

講義目的、講義概要 授業計画 

資本主義市場経済において、経済問題は主として市場メ

カニズムを通じて解決されることになっている。しかし、

市場の失敗のように、市場メカニズムですべての経済問題

がうまく解決されるわけではないのである。政府は、この

市場の失敗を補完するために、資源配分機能、経済安定化

機能、富と所得の再分配機能という３つの役割を持ってい

る。本講義は、これら３つの機能を、ミクロ経済学とマク

ロ経済学の知識を使用して説明することを通じて、受講生

の経済学理論への理解を深めるだけでなく、現実の経済問

題への分析力を養うことを目的とする。 

経済政策論ａにおいて、ミクロ経済政策を中心にその理

論的背景、経済政策的解決の効果を解説することにする。

理論だけでなく現実の経済現象を取上げて説明すること

によって、受講生に臨場感を与え、理解しやすいように心

掛ける。また、経済政策の理解を助けるために、講義中に

ミクロ経済学の基礎知識を解説することもある。 

第 1 回 ガイダンス 

第 2 回 経済システムと経済政策 

第 3 回 経済政策のミクロ経済学の基礎(1)-消費者行動

第 4 回 経済政策のミクロ経済学の基礎(2)-生産者行動

第 5 回 資源配分効率の基準-消費者余剰と生産者余剰 

第 6 回 自然独占とその対策（1） 

第 7 回 自然独占とその対策(2) 

第 8 回 外部経済とその対策 

第 9 回 公共財と公共財の供給（1） 

第 10 回 公共財と公共財の供給（2） 

第 11 回～第 15 回 情報の不完全性・非対称性とその解決

策 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストを指定しない。参考文献：1､岩田規久男・飯田泰

之著『ゼミナール経済政策入門』日本経済新聞出版社。 

2､横山将義『経済政策』成文堂 

期末試験を行う。学期中数回小テストを行う。学期中の練

習問題の解答と小テストを考慮して 30％、期末試験 70％

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／経済政策 b 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 童 適平 

講義目的、講義概要 授業計画 

資本主義市場経済においては、経済問題は主として市場

メカニズムを通じて解決されることになっている。しか

し、市場の失敗のように、市場メカニズムですべての経済

問題がうまく解決されるわけではないのである。政府は、

この市場の失敗を補完するために、資源配分機能、経済安

定化機能、富と所得の再分配機能という３つの役割を持っ

ている。本講義は、これら３つの機能を、ミクロ経済学と

マクロ経済学の知識を使用して説明することを通じて、各

受講生の経済学理論への理解を深めるだけでなく、現実の

経済問題への分析力を養うことを目的とする。 

経済政策論ｂにおいて、まず、簡単にマクロ経済学の基

礎知識を解説する。続いて、経済成長政策、経済安定政策、

所得再分配政策、対外均衡政策の順でマクロ経済政策を理

論的な背景、手段とその効果から解説する。同様に、理論

だけでなく現実の経済現象を取上げて説明することによ

って、受講生に臨場感を与え、理解しやすいように心掛け

る。 

第 1 回 経済政策のマクロ経済学の基礎(1) 

第 2 回 経済政策のマクロ経済学の基礎(2) 

第 3 回 財政政策 

第 4 回 金融政策 

第 5 回 財政政策と金融政策の効果(1) 

第 6 回 財政政策と金融政策の効果(2) 

第 7 回 経済成長政策 

第 8 回 経済安定政策 

第 9 回 物価変動と経済政策 

第 10 回 所得再分配政策 

第 11 回 中小企業政策（1） 

第 12 回 中小企業政策（2） 

第 13 回 労働政策 

第 14 回 社会保障政策（1） 

第 15 回 社会保障政策（2） 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストを指定しない。参考文献：1､岩田規久男・飯田泰

之著『ゼミナール経済政策入門』日本経済新聞出版社。 

2､横山将義『経済政策』成文堂 

期末試験を行う。学期中数回小テストを行う。学期中の練

習問題の解答と小テストを考慮して 30％、期末試験 70％
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／環境政策 a 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 塩田 尚樹 

講義目的、講義概要 授業計画 

現代社会が直面する深刻な環境問題である地球温暖化

問題と原子力発電に関わる問題について概観した後，環境

問題の自発的解決の困難さと公的機関による政策の必要

性について経済学的に分析します． 
地球温暖化問題については，IPCC の第 5 次評価報告書

や気候変動枠組条約および京都議定書に関する基礎知識

を整理した後，2020 年以降の温室効果ガス削減政策にもふ

れる予定です．原子力発電の問題については，福島第一原

発などの原子力事故問題と使用済核燃料などの放射性廃

棄物問題に力点をおきます．以上によって環境問題につい

ての具体的なイメージを深めた後，多くの問題に共通する

構造を抽象化し，非協力ゲーム理論を使って分析します．

「われわれ一人ひとりにとって望ましい行動が，社会にと

って望ましい行動と一致しないため，自発的解決が期待で

きず，政策を講じる必要がある」という環境問題の特徴が，

よく理解できると思います． 
なお，「各人の授業を受ける権利」は「他の人の授業を

受ける権利」を侵害しない範囲内で行使されるべきだと考

えますので，授業態度のよくない人は退出してもらいま

す． 

1. 授業のねらいと方針 

2. 地球温暖化とその原因物質 

3. 地球温暖化に関する議論の経緯 

4. 気候変動枠組条約と京都議定書 

5. 京都メカニズム 

6. 2020 年以降の温室効果ガス削減政策 

7. 石炭までのエネルギー利用の歴史 

8. 石油・天然ガスの利用 

9. 原子力エネルギーとは 

10. 原子力事故 

11. 放射性廃棄物の処分 

12. 環境政策の必要性の判断基準 

13. 環境問題のモデル化 

14. 合成の誤謬 

15. まとめ 

参考文献 評価方法 

環境省ホームページの地球環境・国際環境協力にあげられ
ている行政資料が有用です． 

定期試験で評価します．ただし，講義中の私語などの迷惑

行為で減点する場合があります． 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／環境政策 b 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 塩田 尚樹 

講義目的、講義概要 授業計画 

環境政策の手段の有効性について，ミクロ経済学の立場

から考察します．環境問題の具体的なトピックとしては，

主に地球温暖化問題を取り上げます． 
  環境税や排出量取引制度のような汚染物質排出に対し

て価格づけを行う「経済的」手段と，固定的排出量割当な

どの「非経済的」手段の，どちらが優れているのかが主要

論点となります．ます，生産プロセスから環境汚染物質を

排出する企業の利潤最大化行動を丁寧に定式化し，環境税

などの環境政策が企業行動にどのような影響を与えるか

検討します．その後，汚染物質の総量規制を目的として環

境政策を実施する場合に，どの手段が社会的汚染削減費用

を最小化するのか確認します． 
 ミクロ経済学のテキストに頻出する微分等の極限概念

を全く使用しないで，企業の利潤最大化問題を厳密に展開

できるように工夫しています．中学校レベルの数学の知識

があれば，講義内容を十分理解できると思います． 
なお，「各人の授業を受ける権利」は「他の人の授業を

受ける権利」を侵害しない範囲内で行使されるべきだと考

えますので，授業態度のよくない人は退出してもらいま

す． 

1. 授業のねらいと方針 

2. 経済循環と物質収支 

3. 汚染物質排出量の総量規制 

4. 企業の生産技術と利潤関数 

5. 利潤の平均変化率の導出 

6. 利潤の平均変化率の性質 

7. 利潤の平均変化率の視覚化  

8. 企業の利潤最大化行動 

9. 単位税の企業行動への影響 

10. 固定的排出量割当 

11. 集計的汚染削減費用とその最小化 

12. ボーモル・オーツ税 

13. 排出量取引制度との関連性 

14. 環境政策の手段の評価 

15. まとめ 

参考文献 評価方法 

塩田尚樹「環境税の経済学的基礎」 (講義支援システムに
より配布予定) 

定期試験で評価します．ただし，講義中の私語などの迷惑

行為で減点する場合があります． 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／都市政策 a 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 倉橋 透 

講義目的、講義概要 授業計画 

【講義目的】 
 現代においては、人間の生活や経済活動はかなりの部分

は都市で行われている。一方、人間が集まっていることで

様々な問題が生じ、政策的な対応も必要になってくる。そ

のため、都市という空間を対象とした経済学を扱い、政策

的にも都市政策を行う必要がでてくる。 
 この講義では、都市を経済学の立場から分析するととも

に、実際に行われている政策を論じ、合わせてその経済学

的な意味合いを検討する。 
 現在、政府や地方公共団体の行う政策はほとんど市場へ

の働きかけを通じて行われることに鑑みれば、将来政策担

当者たらんとする者にとっても、経済学を理解しそれによ

る現状分析を踏まえて政策を考えることが必要である。 
 この講義は、ミクロ経済学を用いて進めるので勉強して

おくこと。 
【講義概要】 
 春学期は都市総論として都市の定義、都市の存在する理

由、中心市街地問題、都市計画制度等を論ずる。 

１．講義の概要 

２．都市経済学の目的、意義、特徴、方法 

３．都市の定義 

４．都市の規模 

５．生産者行動の理論 

６．都市の存在する理由 

７．都市の発展段階 

８．中心市街地問題 

９．消費者行動の理論 

１０．都市と土地利用（住宅の立地決定メカニズム） 

   （その１） 

１１．都市と土地利用（住宅の立地決定メカニズム） 

   （その２） 

１２．都市と土地利用（オフィスの立地決定メカニズム）

１３．都市と土地利用（土地利用規制とその経済的影響）

１４．都市の面的整備事業（土地区画整理事業） 

１５．まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

教科書は高橋孝明『都市経済学』（有斐閣ブックス）、参考

文献は宮尾尊弘『現代都市経済学』第２版（日本評論社）、

金本良嗣『都市経済学』（東洋経済新報社）とする。 

定期試験による。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／都市政策 b 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 倉橋 透 

講義目的、講義概要 授業計画 

【講義目的】 

 都市において特に政策課題になるものとして、土地・住

宅問題、交通問題がある。特に土地・住宅市場の動向はマ

クロ経済全体の不安定要素にもなりうるものであり、2008

年秋の世界的な金融危機にも深くかかわっている。この講

義では都市の個別的な問題を検討する。ミクロ経済学を用

いて議論を行うので勉強しておくこと。 

【講義概要】 

 秋学期は土地・住宅問題及び交通問題を検討する。 

  

１．講義の概要 

２．市場の効率性 

３．市場の失敗 

４．土地サービスの需要 

５．土地サービスの供給 

６．地価の決定 

７．不動産バブルと対策 

８．土地政策（土地保有税） 

９．住宅の特質と資産価格 

１０．住宅価格とヘドニック・モデル 

１１．住宅政策（公共住宅供給、家賃補助、一般的な所得

補助の比較） 

１２．住宅政策（家賃規制） 

１３．交通問題（混雑料金） 

１４．交通問題（費用逓減産業としての交通事業） 

１５．まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

教科書は高橋孝明『都市経済学』（有斐閣ブックス）、参考

文献は宮尾尊弘『現代都市経済学』第２版（日本評論社）、

金本良嗣『都市経済学』（東洋経済新報社）とする。 

定期試験による。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／土地法 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 周藤 利一 

講義目的、講義概要 授業計画 

土地法について、田中二郎博士（東大名誉教授、元最高裁

判事）は、「土地に関する私法（土地私法）と土地に関す

る公法（土地公法）とをあわせ含み、これを総合的に考察

するもの」としているが（田中二郎同『土地法』有斐閣、

1994 年）、本講義もまた、現在の土地所有権・土地法秩

序に関する基本的法規のあり方を概観する。講義の目標は

抽象的には土地法秩序のあり方を理解することだが、具体

的には、不動産取引を念頭に置き、その際の基本的留意

点・問題点を理解することである。このために、本年度は、

最も重要な実体法規である民法、区分所有法、建築基準法

都市計画法等の関連規定を中心に論じる。 

1 契約の成立、契約の種類、行為能力 

2 意思表示 

3 代理 

4 時効・共有・相隣関係 

5 対抗要件・担保物権 

6 売買契約の内容・担保責任 

7 債務不履行・契約解除 

8 弁済・保証 

9 債権譲渡・相続 

10 マンション法① 

11 マンション法② 

12 不動産登記法 

13 都市計画法 

14 建築基準法 

15 まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは講義で配布する。参考文献は講義で紹介する。 期末試験を中心にする（80％）。日常点も加味する。教室

のスペースに余裕があり、公正な実施が可能な場合には中

間試験も実施する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／医療福祉概論 a 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 山岡 淳 

講義目的、講義概要 授業計画 

 
 本講義では、財(サービス)としての「医療」が持つ特徴

を経済学の理論により説明します。 
「医療」という財(サービス)は、一般的な財(サービス)とは

異なった性質をもちます。ゆえに医療を利用する個人や、

提供する医療機関(病院等)が形成する市場や、経済主体の

行動も特徴を有します。こうした財や経済主体の特徴を経

済学の理論を用いて説明するのが、医療経済学です。 
ただ、現実の問題を読み解くためには、理論だけではな

く、歴史的経緯および政治的な力学についても習得する必

要があるため、講義の中では、日本や諸外国における医療

制度について簡単に解説したうえで、医療経済学の理論に

ついて紹介します。 
 本講義を履修される学生の皆さんには、我が国における

現在の医療政策のあゆみと医療経済学の導入部にあたる

理論を習得することを目的とします。 
 講義は授業計画通り進めていきますが、履修者の理解度

を考慮しますので、一部の単元の内容が変更されることが

あります。 
 なお、試験には計算問題を含みます。 

 

1. イントロダクション 

2. 社会保障の中の医療 

3. 明治から戦前までの医療政策 

4. 戦後の医療政策と国民皆保険の達成 

5. 成長期以降の医療政策と医療費の膨張 

6. 高齢化への対応と医療制度の維持 

7. 現在の日本の医療保険制度 

8. 日本の診療報酬制度 

9. 日本の医療提供体制 

10. 諸外国の医療保障制度 

11. 日本の医療保障制度の本質 

12. 医療と経済 

13. 医療の需要供給モデルの解法 

14. 医療の財・サービスとしての性質 

15. 総括 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：印南一路『生命と自由を守る医療政策』東洋経

済。 
期末試験(80%)および授業への参加度 (20%)による評価。

出席回数が著しく少ない履修者は期末試験の受験を認め

ない。詳細な評価方法は授業中に紹介する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／医療福祉概論 b 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 山岡 淳 

講義目的、講義概要 授業計画 

 
 本講義では、具体的に日本の医療の制度的な特徴や、現

場で生じている課題について、医療経済学の理論を用いて

解説します。 
本講義では、「医師不足」「皆保険」「終末期医療」など

といったトピックを取り上げ、それぞれについて医療経済

学の理論を用いて解説を行ないます。その上で、現在の医

療経済学の成果と限界について、紹介します。 
本講義を履修される学生の皆さんには、医療経済学の理論

と現実との整合性がどの程度であるか理解することを目

的とします。 
 講義は授業計画通り進めていきますが、履修者の理解度

を考慮しますので、一部の単元の内容が変更されることが

あります。本講義は医療経済学の理論の応用となりますの

で、履修を考えている皆さんは前期の医療経済学 a をあら

かじめ履修されている事が望まれます。 
 なお、試験には計算問題を含みます。 

 

1. イントロダクション 

2. 日本の医療政策の展開 

3. 日本の医療政策の特徴と課題の概要① 

4. 日本の医療政策の特徴と課題の概要② 

5. 医療サービスと自由競争 

6. 医療サービスと市場の失敗 

7. 公的保険制度の必要性 

8. 病床規制と供給者誘発需要仮説 

9. 医療機関の広告規制と情報の非対称 

10. 医師不足問題における必要と需要 

11. 救急医療体制の現状と課題 

12. 医療と介護の境界領域 

13. 医療と介護のサービスの代替補完関係 

14. 日本人の死生観と終末期医療 

15. 総括 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト：河口洋行『医療の経済学』日本評論社。 期末試験(80%)および授業への参加度 (20%)による評価。

出席回数が著しく少ない履修者は期末試験の受験を認め

ない。詳細な評価方法は授業中に紹介する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／高齢化社会論 a 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 奥山 正司 

講義目的、講義概要 授業計画 

人々がある時点及びある地域に集まって社会を構成する

とき、そこに生活している人々の集まりを「人口」という。

現代社会は、そうした人口に焦点をあて、日本及び世界的

視野から検討すると、先進国及び発展途上国ではさまざま

な問題を抱えている。ここでは、こうした課題に接近し、

理解を深めることにしたい。 

形式人口学（人口統計学）といわれる狭義で扱う人口学的

事象の研究は、本来、政治、社会、経済、地理、文化、環

境、公衆衛生等他の学問分野と深い関わりを持っており、

広義の人口学領域と関連した考察が不可欠である。したが

って、ここでは、こうした人口動向を把握する上では統計

的指標を把握することが必須である。そのため、基礎的な

用語の理解、統計データの見方等を学習し、人口構造の動

向とその要因、出生、結婚などの人口問題へのアプローチ

を紹介し、日本及び世界の動向を概観する。 

 

１．授業の進め方と授業内容 

２. 現代人口論とは 

３. 人口属性の概観―世界の動きー 

４．人口属性の概観―日本の動きー 

５．年少人口、労働力人口、老年人口 

６．出生率低下とその要因、  

７．死亡率低下とその要因 

８．労働供給理論と人口 

９．ライフ・サイクルの過程及び高齢者の生活 

10．人口高齢化と都市・農村 

11．人口高齢化と社会的インパクト 

12．人口高齢化と高齢者世帯の所得水準、消費水準 

13．高齢者の就業率等と社会活動及び医療行動等     

14．諸外国の高齢者生活 

15．講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
教科書及び参考文献は、授業の中で指示する。 

受講条件：b を必ず履修すること。筆記試験（80％）を基

礎にして、平常授業のレポート（10％），授業参加点（10％）

等を加味して総合的に評価する。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／高齢化社会論 b 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 奥山 正司 

講義目的、講義概要 授業計画 

 

人口は、空間的範囲に限定された人間の集合的な表現で

あるが、その一方では、年齢別、男女別、就業別、高齢者

人口のように、非空間的な概念でもあり、社会経済的な属

性によって、その性格が大きく異なってくる。 

ここでは、日本をはじめ、世界の先進国が抱えている高齢

化や少子化の問題を中心に、課題を浮き彫りにし、その問

題点を整理した上で人口政策はどうあるべきか、を概観す

る。 

少子化による労働力率の変化や結婚・離婚・配偶関係の変

化等人口学的要因が家族や地域社会にどのような影響を

与えているのか、都市と農村に分けて検討する。特に、寿

命や高齢化に伴う高齢者の問題及びその対応策は、日本を

始め、東アジアの中国と韓国、北欧のデンマークやスウェ

ーデン、米国などの国々ではどのようになされているの

か、を理解する。特に、後半では、高齢化と要介護高齢者

の課題について詳しく説明し、理解を深めることにする。

 

1. 授業の進め方と授業内容 

2. 結婚・離婚・配偶関係別人口 

3. 寿命と環境、公衆衛生 

4. 世帯・家族形態の変化と高齢化 

5. 人口高齢化と孤立・孤独・孤独死 

6. 人口構造のアンバランスと世代間扶養 

7. 人口高齢化と高齢者介護 

8. 施設及び在宅福祉サービスと高齢化 

9. 人口高齢化・要介護高齢者と介護保険 

10. 日本におけるアジア系女性の移民と農村社会 

11. 東アジアの人口動向と人口政策―中国― 

12. アジアの人口動向と人口政策―韓国― 

13. 西欧及び北欧の人口政策と老齢保障 

14. 米国の人口政策と老齢保障 

15．講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
教科書及び参考文献は、授業の中で指示する。 

受講条件：a を履修すること。筆記試験（80％）を基礎に

して、平常授業のレポート（10％），授業参加点（10％）

等を加味して総合的に評価する。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／地方財政論 a 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 島村 玲雄 

講義目的、講義概要 授業計画 

本講義の目的は、地方財政に対する基礎的な理解を深

め、今日の日本が抱える財政問題について学術的な見方が

できるようになることである。特に、地方財政は、地方分

権や道州制、大阪都構想など様々な地方財政を強化する議

論が行われているが、その重要性は地方財政が住民の生活

に密着した機能を担っている経済活動だからである。また

自治体が行う活動は、財源を負担し利益を受ける地域住民

にとって身近な存在であるがゆえに、民主主義なコントロ

ールが働きやすい。そうした役割を果たす地方財政をより

現実の視点から考えていく。地方財政とは何か？現在抱え

ている地方財政の問題とは何か、そしてどのように対処す

べきなのか、ということを考えていくことが本講義のテー

マである。 

そして地方財政に対する理解を深めることを通じて、そ

れぞれの分野における日本や世界の事例を豊富に学び、学

生のみなさんが日本の地方財政を多角的に検討できるよ

うになることを理想としている。 

1. ガイダンス：地方財政とはなにか？役割とは？ 

2. 日本の地方財政を読み解く① 

3. 日本の地方財政を読み解く② 

4. 世界の多様な地方財政制度 

5. 集権的分散システム  

6. 歳出と歳入構造と地方公共サービス 

7. 地方の役割①：医療保険 

8. 地方の役割②：地方病院と救急医療 

9. 地方の役割③：介護と高齢者福祉 

10. 地方の役割④：子育てサービスと教育 

11. 地方の役割⑤：生活保護とセーフティーネット 

12. 地方の役割⑥：福祉サービスと包括ケア 

13. 地方の役割⑦：地域経済と雇用 

14. 地方の役割⑧：まちづくりとソーシャル・キャピタル

15. まとめ・復習 

テキスト、参考文献 評価方法 

参考文献 
林 宜嗣（2008）『地方財政〔新版－第 3 刷－〕』有斐閣 
金子 勝、高端正幸(2008)『地域切り捨て―生きていけない現実』

岩波書店 

授業への参加度および小レポート（30%）、期末試験（70%）

によって評価する。小レポートについては、授業の進捗状

況を見ながら決めるので注意されたい。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／地方財政論 b 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 島村 玲雄 

講義目的、講義概要 授業計画 

本講義の目的は、地方財政に対する基礎的な理解を深

め、今日の日本が抱える財政問題について学術的な見方が

できるようになることである。地方財政は、世界の制度を

見てみると、実に多様な制度となっていることがわかる。

基本的な論点は中央政府と地方自治体との関係にあり、地

方自治体の公共サービスと自主性、中央政府による財源保

障と統制がどのように中央と地方の相互に作用している

のか見ていく必要がある。後期は、より学術的に地方財政

を検討し、日本の制度を理論的に考察していきたい。地方

財政とは何か？今後、どのような地方財政になっていくべ

きなのか、ということを考えていくことが、本講義のテー

マである。 

地方財政に対する理解を深めることを通じて、それぞれ

の分野における日本や世界の事例を豊富に学び、学生のみ

なさんが日本の地方財政を多角的に検討できるようにな

ることを理想としている。 

1. ガイダンス：地方財政論とは？ 

2. 地方財政論 a の復習  

3. 地方財政の歴史 

4. 地方分権改革① 

5. 地方分権改革②：国際比較 

6. 地方税①：課税自主権と地方税 

7. 地方税②：国際比較 

8. 財政調整制度と地方格差①：財源保障とモラルハザー

ド 

9. 財政調整制度と地方格差②：特定補助金と一般補助金

10. 日本の地方交付税交付金 

11. 地方自治体の財政破綻 

12. 地方債① 

13. 地方債② 

14. 地方自治とナショナルミニマム 

15. まとめ・復習 

テキスト、参考文献 評価方法 

参考文献 
神野直彦（1998）『システム改革の政治経済学』岩波書店 
金子勝、神野直彦編(1998)『地方に税源を』東洋経済新報社 

授業への参加度および小レポート（30%）、期末試験（70%）

によって評価する。小レポートについては、授業の進捗状

況を見ながら決めるので注意されたい。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／財政学 a 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 野村 容康 

講義目的、講義概要 授業計画 

講義目的 

本講義では、財政赤字、税制改革、年金改革、公共事業

といったわが国の財政問題を考えていく際の手掛かりと

なるように財政学の基礎的事項について概説する。本講の

受講を通じて、財政の基礎的な制度とその機能について理

解を深め、現実の財政問題について自分なりに考える力を

身につけてほしい。 

講義概要 

 前期は、どちらかと言えば政府の支出活動面に重点を置

きながら、財政の機能とわが国財政の現状、公共支出に関

する理論、政府債務の問題、公的年金問題等について解説

する。後期は、政府収入の中で最も重要な租税に関する議

論（租税理論、制度、税制改革論等）に焦点を絞って授業

を進める。 

受講者への要望 

 受講生は新聞などを通じてできるだけ財政制度改革、税

制改正の動向についてフォローし、わが国の財政に関する

問題意識を高めてほしい。なお、受講のためにはミクロ経

済学の基礎的知識を習得していることが望ましい。 

１．財政とは何か 

２．財政学とその変遷 

３．資源配分の調整機能 

４．財政と所得再分配① 

５．財政と所得再分配② 

６．財政政策の理論① 

７．財政政策の理論② 

８．公共財の理論① 

９．公共財の理論② 

10．補助金の効果 

11．わが国財政の現状 

12．公債の制度と理論 

13．公的老齢年金① 

14．公的老齢年金② 

15．財政投融資 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキスト 八巻節夫『新財政学』文眞堂 
参考書 『図説日本の財政』、『図説日本の税制』 
 

原則として定期試験の成績で評価する。 
レポートを加味する場合がある。 
 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／財政学 b 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 野村 容康 

講義目的、講義概要 授業計画 

 
（財政学 a 参照） 
 

１．租税の意義と根拠 

２．租税の基礎的概念① 

３．租税の基礎的概念② 

４．課税の公平性① 

５．課税の公平性② 

６．課税の中立性① 

７．課税の中立性② 

８．租税の転嫁と帰着 

９．包括的所得税論 

10．最近の税制改革論 

11．日本の租税体系 

12．個人所得課税 

13．法人所得課税 

14．間接消費課税 

15．資産課税 

 

テキスト、参考文献 評価方法 

（財政学 a 参照） 
 

（財政学 a 参照）
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／日本文化論 a 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 宇津木 言行 

講義目的、講義概要 授業計画 

 この講義では日本研究の入門を目的とし、日本文化の各

分野からトピックとなるような研究業績・課題を紹介しま

す。 

 具体的には、歴史・民俗・宗教・美術・芸能・映画・マ

ンガについて取り上げ、日本文化に関心を持つ学生が備え

ておきたい知識・教養を幅広くかつ興味深く概観します。

 授業を通して、日本文化の豊かさを様々な切り口から窺

い知ることになります。 

1、 講義の概要 

2、 網野善彦の歴史学（1） 

3、 網野善彦の歴史学（2） 

4、 柳田国男の民俗学（1） 

5、 柳田国男の民俗学（2） 

6、 折口信夫の民俗学 

7、 仏教―法華経 

8、 仏教と文学―宮澤賢治 

9、 絵巻物の時空 

10、 能 

11、 黒澤明の映画 

12、 民俗芸能 

13、 マンガの引用学 

14、 戦後少女マンガ史 

15、 講義のまとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストは用いず、毎回プリントを配布。 評価方法：期末試験もしくはレポートの結果（80％）によ

って評価するが、授業への参加度、課題提出などの平常点

（20％）も評価対象とする。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／日本文化論 b 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 林 英一 

講義目的、講義概要 授業計画 

「民俗芸能」は、無形民俗文化財に指定されるなど、「地

域」との結びつきが強い文化の一つの類型として捉えるこ

とができる。 
 日本の祭りは神や仏との関係の中で、荘園制や中世後期

以降の地縁的繋がりを基にして継承されてきた。神仏に対

する「思い」や「願い」が基になっているために、祭りと

の結びつきが強く、また所作や内容には信仰的意味が強く

表れているといえるだろう。 
 日本は民俗芸能が多く残されている国であるが、民俗芸

能をみることで、逆に日本文化の基盤あるいは認識変化を

見ることができるといえる。 
 本講座では、芸能の種類によって、それぞれの成立ちや

形を見て、その後、地域的な広がりと特性についてみてい

く。 
 授業では様々な民俗芸能を取り上げるが、講義だけでは

わかりにくいこともあり、映像を交えた形で理解を深めて

もらいたいと思っている。 
 さらに現在では「民俗芸能大会」がさかんに行われてい

るが、「地域」との結びつきや神仏との関係性の中で成立

した芸能が、舞台にあがることの意味についても考えてみ

たい。 

1. ガイダンス  

2. 民俗芸能とは何か①  

3. 民俗芸能とは何か②  

4. 神楽  

5. 獅子舞と鹿（獅子）踊り  

6. 田植えに関する芸能  

7. 「神」の去来  

8. 二十五菩薩来迎会  

9. 念仏踊りと盆踊り 

10. 北海道・東北地方の芸能  

11. 関東・北陸地方の芸能  

12. 中部・近畿・中国地方の芸能  

13. 四国・九州地方の芸能  

14. 舞台にあがった芸能  

15. まとめ 

テキスト、参考文献 評価方法 

 
特にない。必要な参考文献は授業中に示す。 

試験を行う。但し、欠席４回以上の者は評価の対象とはし

ない。出席表配布後の入室は遅刻とし、遅刻２回で欠席１

回とする。 

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／地域文化 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 林 英一 

講義目的、講義概要 授業計画 

本講座では、「地域文化」の在り方と現在の実態を中心

に話しを進める。「地域」とはどのようなものであり、そ

こにどのような「文化」を捉えることができるのであろう

か。また「文化」とはどのようなものであるのか。 

これらを理解した上で都市化と過疎化、そして高齢化や

ＩＴの発達がどのように我々の地域文化に影響を及ぼし

ているか、伝統的社会での「地域文化」の在り方から、現

代の「地域文化」の様相を考えて行きたい。 

 「地域文化」は、生活そのものであるが、「伝統」とい

う価値を付加することで、自己アイデンティティの形成の

ために用いられることもあり、また他者に対してアピール

することで、町おこしにも利用される。「地域文化」は単

なる現象ではなく、我々が価値づけすることによって、成

り立つ側面もある。「価値づけ」の意味についても本講座

では問うてみたい。 

「地域文化」を学ぶことは、自己存在を学ぶことでもあ

る。 

１ ガイダンス 

２ 地名の成り立ちと地域 

３ 地域形成と生活構造 

４ 白川郷の「結」（ビデオと解説） 

５ 地域認識の問題（地名と地域の関係） 

６ 地域文化としての祭り１ 

７ 地域文化としての祭り２ 

８ 地域の重層的構成 

９ 内的他者とその機能 

10 伝統的祭りの方向性１（過疎地域の問題、具体例を通

して） 

11 伝統的祭りの方向性２（都市地域の問題、具体例を通

して） 

12 文化圏としての地域文化（ビデオと解説） 

13 地域文化とフォークロリズムの問題 

14 地域文化と新興の祭り（伝統的「地域」を離れた祭り。

ビデオと解説） 

15 ボーダレス社会の中の地域文化（現在にとって地域文

化とは何か） 

テキスト、参考文献 評価方法 

授業中にプリント配布 試験による。ただし、４回以上の欠席は評価の対象としな

い。また出席表配布後の入室は遅刻として扱い、遅刻２回

で欠席１回とする。 
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08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 ＊＊＊＊＊ 

講義目的、講義概要 授業計画 

  

テキスト、参考文献 評価方法 

  

 

08～15 律・国・総 
03～07 律・国 

＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／多文化共生論 
＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊ 

担当者 田房 由起子 

講義目的、講義概要 授業計画 

本講義では、日本社会における外国人の状況を知ること

により、国際移動によって「異文化」の中で生活する人々

の抱える問題について理解を深めることを目的とする。 

まず、人の国際移動や、人種、エスニシティに関する理

論について紹介する。次に、いくつかのエスニック集団を

取り上げ、個々の集団に特徴的な状況について知識を得て

もらう。また、教育や労働などのテーマからもかれらの抱

える問題を取り上げてみたい。さらに、受け入れ社会側の

人々にとって「異文化」を持つ人々を受け入れるとはどの

ようなことかを考え、そこから「多文化共生」の可能性を

模索したい。 

1. ガイダンス・日本における外国人の概況（1） 

2. 日本における外国人の概況（2） 

3. なぜ人は移動するのか 

4. 人種とエスニシティ 

5. オールドカマー 

6. ニューカマー（1） 

7. ニューカマー（2） 

8. ニューカマー（3） 

9. 労働問題（1） 

10. 労働問題（2） 

11. 子どもたちと教育（1） 

12. 子どもたちと教育（2）・アイデンティティ 

13. 人種／エスニシティと差別 

14.「多文化共生」の可能性 

15. 総括 

テキスト、参考文献 評価方法 

テキストはなし。必要に応じてプリントを配布する。 
参考文献は授業時に紹介する。 

平常授業における課題レポート（40％）、期末試験（60％）

により評価。 
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